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震災対策編 

第１章 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

現 行 修 正 案 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

  ４ 指定地方行政機関 

７ 指定公共機関 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

  ４ 指定地方行政機関 

７ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

ア 電力施設の保全、保安に関すること
イ 電力の供給に関すること

⑻ 中部電力パワーグ
リッド㈱（松本営
業所）、東京電力
リニューアブルパ
ワー㈱（松本事業
所）

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

⑻ 中部電力パワーグ
リッド㈱（松本支
社）、東京電力
リニューアブルパ
ワー㈱（松本事業
所）

ア 電力施設の保全、保安に関すること
イ 電力の供給に関すること

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

⑶ 東京管区気象台
（長野地方気象台）

ア 気象等の観測及びその成果の収集、発表
イ 気象等の予報・警報等の発表、伝達及び解説
ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の
整備

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的
な支援・助言

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓
発

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

⑶ 東京管区気象台
（長野地方気象台）

ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその
成果の収集、発表

イ 気象、地象（地震にあたっては、発生した断
層運動による地震動に限る）及び水象の予報並
びに警報等の防災気象情報の発表、伝達
及び解説

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の
整備

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的
な支援・助言

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓
発
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震災対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

第２ 社会的条件 

３ 道 路 

国道・県道・市道の状況（令和３年４月１日現在） 

国    道 
県 道 市 道 

高速自動車道 一般国道 

路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 

１路線 16.8㎞ 5路線 83.3㎞ 36路線 267.8㎞ 6,893路線 2,326.2㎞ 

※国道及び県道は、令和２年４月１日現在 （資料提供 維持課） 

トンネルの状況（令和２年４月１日現在） 

名 称 延 長 

松本トンネル ２，４４７．０ｍ 

三才山トンネル 
２，５１０．９ｍ 

（上田市分含む） 

安房トンネル 
４，３７０ｍ 

（高山市分含む） 

その他 
５１カ所 

１７，１７４．５ｍ 

合 計 
５４カ所 

２６，５０２．４ｍ 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

第２ 社会的条件 

３ 道 路 

国道・県道・市道の状況（令和５年４月１日現在） 

国    道 
県 道 市 道 

高速自動車道 一般国道 

路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 

１路線 16.8㎞ 6路線 109.6㎞ 36路線 267.8㎞ 6,927路線 2,328.5㎞ 

※国道及び県道は、令和４年４月１日現在 （資料提供 維持課） 

トンネルの状況（令和４年４月１日現在） 

名 称 延 長 備 考 

松本トンネル ２，４４７．０ｍ 

三才山トンネル ２，５１０．９ｍ 上田市分含む 

安房トンネル ４，３７０ｍ 高山市分含む 

その他 
５１か所 

１７，１７４．５ｍ 

合 計 
５４か所 

２６，５０２．４ｍ 
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震災対策編 

第２章 第１節 地震に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

第１節 地震に強い市づくり 

第３ 計画の内容 

  ２ 地震に強いまちづくり 

⑵ 実施計画

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局）

(ｶ) 災害応急対策等への備え

（新設）

第１節 地震に強い市づくり 

第３ 計画の内容 

  ２ 地震に強いまちづくり 

⑵ 実施計画

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局）

(ｶ) 災害応急対策等への備え

e 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を

時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるもの

とする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを

行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努

めるものとする。 

（以下、番号繰り下げ） 
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震災対策編 

第２章 第２節 情報の収集・連絡体制計画 

現 行 修 正 案 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】

（新設）

  ３ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部）

(ｵ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図る。

イ 【県が実施する計画】

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、等の移動系の応急対策機器の

整備を図る。                （危機管理部、警察本部）

「無線通信施設管理運用部課」 

無 線 機 管 理 運 用 

長野県防災行政無線 
長野県消防課、 

松本市消防防災課 

長野県消防課、 

松本市消防防災課 

松本市防災行政無線 消防防災課 
設置場所等 

※ 資料編 資料３２参照

消防無線 
広域消防局通信指令

課 
広域消防局通信指令課 

水道無線 総務課 営業課、上水道課 

行政無線 環境業務課 
環境業務課、 

松塩地区広域施設組合 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】

(ｻ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表

や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、市町村等との連携の上、あらかじ

め一連の手続き等について整理し、明確にしておくものとする。（危機管理部） 

  ３ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部）

(ｵ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の移動

系の応急対策機器の整備を図る。

イ 【県が実施する計画】

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴ

Ｅ）等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 （危機管理部、警察本部）

「無線通信施設管理運用部課」 

無 線 機 管 理 運 用 

長野県防災行政無線 
長野県消防課、 

松本市消防防災課 

長野県消防課、 

松本市消防防災課 

松本市防災行政無線 消防防災課 
設置場所等 

※ 資料編 資料３２参照

消防無線 
広域消防局通信指令

課 
広域消防局通信指令課 

水道無線 総務課 営業課、上水道課 

行政無線 環境業務課 環境業務課 

4



震災対策編 

第２章 第３節 活動体制計画 

現 行 修 正 案 

第３節 活動体制計画 

第３ 計画の内容 

３ 防災中枢機能等の確保 

⑴ 現状及び課題

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害

に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含めた自家発電設備、LP ガス 

災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、通信途絶時に備えた衛星通信の整備等 

非常用通信手段の確保が必要である。 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】

(ｲ) 地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき、県庁西庁舎に整備した災害対策本

部室の機能及び県警災害警備本部の機能を有する（防災センター）を活用し、

災害時において迅速かつ的確な応急対策活動を実施できるようにする。

（危機管理部、総務部、警察本部） 

第３節 活動体制計画 

第３ 計画の内容 

  ３ 防災中枢機能等の確保 

⑴ 現状及び課題

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害

に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め 

た自家発電設備、LP ガス災害用バルク、燃料貯蔵設備等の整備や、通信途絶時に 

備えた衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】

(ｲ) 地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき、県庁西庁舎に整備した災害対策本

部室(防災センター)、県警災害警備本部の機能を活用し、迅速かつ的確な応急

対策活動を実施できるようにする。  （危機管理部、総務部、警察本部）
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震災対策編 

第２章 第５節 救助・救急・医療計画 

現 行 修 正 案 

第５節 救助・救急・医療計画 

第３ 計画の内容 

２ 医療資機材等の備蓄 

⑴ 現状及び課題

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液につ

いては、県内３か所に常時備蓄している。 

  ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

⑴ 現状及び課題

県では災害時において基幹的役割を果たす基幹災害医療センター１カ所及び地

域の中心的な役割を果たす地域災害医療センター１３カ所指定していることから、

本市でも災害拠点医療機関と連携をとり、「医療救護活動マニュアル」に基づき災

害医療体制を進める必要がある 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】（健康福祉部）

(ｳ) 災害時における救急医療体制の整備に努める

ウ 【関係機関が実施する計画】

(ｲ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病院

は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行う。

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が中期的にも活動を展開できる体制の

確立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチー

ムへの円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児

周産期リエゾンに努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送につい

ても、関係機関との合同訓練を通じて、円滑な搬送体制の確保に努めるもの

とする。

第５節 救助・救急・医療計画 

第３ 計画の内容 

２ 医療資機材等の備蓄 

⑴ 現状及び課題

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液につ

いては、県内２か所に常時備蓄している。 

  ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

⑴ 現状及び課題

県では災害時において基幹的役割を果たす基幹災害医療センター１カ所及び地

域の中心的な役割を果たす地域災害医療センター１３カ所指定していることから、

本市でも災害拠点医療機関と連携をとり、「医療救護活動マニュアル」に基づき災

害医療体制を進める必要がある。 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】（健康福祉部）

(ｳ) 災害時における救急医療体制の整備に努める。

ウ 【関係機関が実施する計画】

(ｲ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院

は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行う。

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が中期的にも活動を展開できる体制の

確立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチー

ムへの円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児

周産期リエゾンの確保に努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送

についても、関係機関との合同訓練を通じて、円滑な搬送体制の確保に努め

るものとする。
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震災対策編 

第２章 第７節 要配慮者支援計画  

現 行 修 正 案 

 

第７節 要配慮者支援計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 在宅者対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、こども部、危機管理部、地域づくり部、文

化スポーツ部、建設部、教育委員会） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

第７節 要配慮者支援計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 在宅者対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、こども部、危機管理部、地域づくり部、文

化スポーツ部、建設部、教育委員会） 

 (ｴ) 要援護者の定義の明確化 

要援護者優先避難所への迅速・安全な避難・移送のために、当該避難所で対 

応できる心身の障害の様態・程度を例示し、関係者への周知を図る。 
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震災対策編 

第２章 第１０節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

第１０節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容 

２ 指定緊急避難場所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部）

(ｶ) 市は指定緊急避難場所ついて、他の市町村からの被災住民を受け入れる

ことができるよう配慮するものとする。

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部）

(ｳ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者等の要

配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努

めるものとする。

(ﾄ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、

長野県避難所 TKBスタンダード等を参考として、各指定避難所の運営マニュア

ル等の整備に努める。

(ﾊ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保のために、専門家等との定期的な情報交換に努める。

イ 【県が実施する計画】（県有施設管理部局）

(ｱ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）について新

たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、 

良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等

（睡眠）については、水準目標(以下「長野県避難所 TKBスタンダード」とい

う)を示すよう努める。

 （新設） 

第１０節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容 

２ 指定緊急避難場所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部）

(ｶ) 市は指定緊急避難場所については、他の市町村からの被災住民を受け入れる

ことができるよう配慮するものとする。

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部）

(ｳ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障がい者、医

療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所とし

て指定避難所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要とす

る者に対しては、人口呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配

慮をするよう努めるものとする。 

(ﾄ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、

長野県避難所 TKBスタンダード等を参考として、各指定避難所の運営マニュア

ル等の整備に努める。

(ﾊ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

イ 【県が実施する計画】（県有施設管理部局）

(ｱ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）について新

たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、 

良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等

（睡眠）については、水準目標(以下「長野県避難所 TKBスタンダード」とい

う)を示すよう努める。

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ

レ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイ

レ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮について支援を

行うものとする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよ

う、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行う
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震災対策編 

第２章 第１０節 避難の受入活動計画  

現 行 修 正 案 

 

 

  ４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部） 

 

 

 

ものとする。 

 

  ４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 
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震災対策編 

第２章 第１３節 給水計画  

現 行 修 正 案 

 

第１３節 給水計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する計画】 

 (ｳ) 水道施設災害相互応援要綱（水道協議会）の整備を行う。  （環境部） 

 

 

 

２ 飲料水等の供給計画 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時にはこれらの資機材

により供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった場合に

は、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることから、応急

給水用資機材の整備を充実する必要がある。 

 

種  別 能  力 数 量 所 有 者 電   話 

給水車 
２，０００Ｌ １台 松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

４，０００Ｌ １台 

 

 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

 （新設） 

 

 

 

 

 

第１３節 給水計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する計画】 

 (ｳ) 長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱に基づき、県内被災地区と 

の連絡調整、応援協力等を行う。              （環境部） 

 

 

２ 飲料水等の供給計画 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時にはこれらの資機材

により供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった場合に

は、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることから、応急

給水用資機材の整備を充実する必要がある。 

 

種  別 能  力 数 量 所 有 者 電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 
松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 

 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

 (ｲ) 災害時における水道施設の応援復旧に関する協定に基づき、長野県水道工 

事業協同組合連合会へ応援要請を行う。           （環境部） 
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震災対策編 

第２章 第１６節 電気施設災害予防計画 

現 行 修 正 案 

第１６節 電気施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する計画】

(ｲ) 中部電力パワーグリッド㈱が実施する計画

３ 関係機関との連携 

⑵ 実施計画

ウ 【市、県及び関係機関が実施する計画】

(ｲ) 県企業局は、電力供給先である中部電力との間で、電力受給の円滑化、設備

の保安管理並びに発電所の合理的な運用等について、協定しておくものとする。 

第１６節 電気施設災害予防計画 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する計画】

(ｲ) 中部電力（株）および中部電力パワーグリッド㈱が実施する計画

３ 関係機関との連携 

⑵ 実施計画

ウ 【市、県及び関係機関が実施する計画】

(ｲ) 県企業局は、電力供給先である電力会社との間で、電力受給の円滑化、設

備の保安管理並びに発電所の合理的な運用等について、協定しておくものと

する。
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震災対策編 

第２章 第２０節 通信・放送施設災害予防計画  

現 行 修 正 案 

 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

⑵ 実施計画 

ウ 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱が実施

する計画】 

 

  ５ 警察無線通信施設災害予防 

⑴ 現状及び課題 

警察通信施設は、警察本部、各警察署および無線中継所のそれぞれの設備に耐 

震対策を実施している。特に無線中継所にあっては、平成６年度以降に建設され 

たものは、鉄骨造りＡＬＣとする等、耐震性、不燃堅牢性について強化を図って 

いる。また、地震による長期停電に備え、警察本部、各警察署及び主要無線中継 

所には、発動発電機が整備されている。無線多重回線については、平成５年度に 

２ルート化の工事を完了し、信頼性の向上を図っている。平成８年度にはヘリコ 

プターテレビシステムの整備を行い、被災現場における情報収集体制の強化を行 

っている。また、衛生通信固定局の整備を行い、災害に強い情報収集と同報性の 

確保を図っている。 

 

 

 

 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

⑵ 実施計画 

ウ 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天

モバイル㈱が実施する計画】 

 

  ５ 警察無線通信施設災害予防 

⑴ 現状及び課題 

警察通信施設は、警察本部、各警察署および無線中継所のそれぞれの設備に耐 

震対策を実施している。特に無線中継所にあっては、平成６年度以降に建設され 

たものは、鉄骨造りＡＬＣとする等、耐震性、不燃堅牢性について強化を図って 

いる。また、地震による長期停電に備え、警察本部、各警察署及び主要無線中継 

所には、発動発電機が整備されている。無線多重回線については、２ルート化及 

びグループ化の構成となり、信頼性の向上を図っている。平成２７年度から4カ年 

にわたってヘリコプターテレビシステムの整備を行い、被災現場における情報収 

集体制の強化を行っている。災害に強い情報収集並びに連絡体制の強化を図るた 

め、衛星通信設備の整備を行う。 
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震災対策編 

第２章 第２５節 建築物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

第２５節 建築物災害予防計画 

第３ 計画の内容 

１ 公共建築物 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（全庁）

(ｱ) 市有施設の耐震診断及び耐震改修の実施

社会福祉施設、病院、市営住宅、市立学校等で、昭和５６年以前に建築

された建築物は、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を 

行う。 

  ２ 一般建築物 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】（建設部）

(ｲ) 耐震診断・耐震改修のための支援措置

ａ 住宅・建築物耐震改修総合支援事業による助成

⒝ 賃貸を除く戸建住宅及び共同住宅について、市と連携を図り耐震改修へ

の助成を行う。

第２５節 建築物災害予防計画 

第３ 計画の内容 

１ 公共建築物 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（全庁）

(ｱ) 市有施設の耐震診断及び耐震改修の実施

社会福祉施設、病院、市立学校等で、昭和５６年以前に建築された建築物

は、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。 

  ２ 一般建築物 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する計画】（建設部）

(ｲ) 耐震診断・耐震改修のための支援措置

ａ 住宅・建築物耐震改修総合支援事業による助成

⒝ 賃貸を除く戸建住宅について、市と連携を図り耐震改修への助成を行う。
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震災対策編 

第２章 第３２節 防災知識普及計画  

現 行 修 正 案 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 学校における防災教育の充実 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（教育委員会、学校） 

（新設） 

 

 

  ５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を 

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人 

々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努める。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す 

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が 

災害教訓を伝承する取組みを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 学校における防災教育の充実 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（教育委員会、学校） 

(ｲ) 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとす 

る。 

 

  ５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を 

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人 

々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努める。 

また、国土地理院と連携して自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメ 

ント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関 

する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民 

が災害教訓を伝承する取組みを支援する。 
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震災対策編 

第２章 第３４節 災害復旧・復興への備え 

現 行 修 正 案 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

第３ 計画の内容 

４ 罹災証明書の発行体制の整備 

  罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、交付に必要な業務の実施体制の整備 

を行う必要がある。 

⑴ 【市が実施する計画】（財政部、危機管理部）

災害時に、罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災

証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の担当者の育成、他の地方公共団体と 

の応援協定の締結、応援の受入れ態勢の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明 

書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

また、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用 

について検討する。 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

第３ 計画の内容 

４ り災証明書の発行体制の整備 

  り災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、交付に必要な業務の実施体制の整 

備を行う必要がある。 

⑴ 【市が実施する計画】（財政部、危機管理部）

災害時に、り災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査やり災

証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の担当者の育成、他の地方公共団体と 

の応援協定の締結、応援の受入れ態勢の構築等を計画的に進めるなど、り災証明 

書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

また、効率的なり災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用 

について検討する。 
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震災対策編 

第２章 第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

現 行 修 正 案 

第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

第３ 計画の内容 

６ 地区内の防災活動の推進 

⑴ 現状及び課題

ア 【地区防災計画策定事例】

（ｱ） 新村地区（参考編、参考６９参照）

（新設）

第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

第３ 計画の内容 

６ 地区内の防災活動の推進 

⑴ 現状及び課題

ア 【地区防災計画策定事例】

（ｱ） 新村地区（参考編、参考６９参照）

（ｲ） 城東地区（参考編、参考７０参照）
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震災対策編 

第２章 第４０節 観光地の孤立災害予防計画  

現 行 修 正 案 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

   （新設） 

 

 

  ２ 道路等の防災対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

（建設部、産業振興部、環境エネルギー部、危機管理部） 

市が管理する観光地へ通ずる道路の監視体制の強化など災害予防対策、車両 

転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

イ 【県が実施する計画】      （建設部、農政部、林務部、警察本部） 

(ｱ) 県が管理する観光地へ通ずる道路の監視体制の強化など災害予防対策、車 

両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

 

 

 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

   ウ 【関係機関・市が実施する計画】 

(ｱ) 携帯電話の不感地帯解消を進める。 

 

  ２ 道路等の防災対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

（建設部、産業振興部、環境エネルギー部、危機管理部） 

市が管理する観光地へ通ずる道路の強靭化や監視体制の強化など災害予防対 

策、車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

イ 【県が実施する計画】      （建設部、農政部、林務部、警察本部） 

(ｱ) 県が管理する観光地へ通ずる道路の強靭化や監視体制の強化など災害予防 

対策、車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 
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震災対策編 

第３章 第１節 災害情報の収集・連絡活動  

現 行 修 正 案 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

  市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報である 

ため、住民登録の有無にかかわらず、市内で行方不明となった者について、県警察 

本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

 

 

 

  ６ 災害情報の収集・連絡系統 

   ⑶ 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

(ｱ) ［市の実施する事項］ 

ａ あらかじめ定められた情報収集連絡体制（第２章第２節「情報の収集・連 

絡体制計画」）をとり、本節第２の２において市が調査機関として定められ 

ている事項については被害状況等を調査のうえ、前記⑴⑵に定める様式及 

び連絡系統により県現地機関等に報告する。なお、火災・災害等即報要領 

第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、消防庁に対しても直 

接報告する。 

     (ｲ) ［県（本庁）の実施事項］ 

     （新設） 

 

 

 

 

     （新設） 

 

 

     (ｳ) ［県現地機関等の実施事項（松本地域振興局）］ 

c 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務 

管理課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 

 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

    市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報である 

ため、住民登録の有無にかかわらず、市内で行方不明となった者について、県警察 

本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者の迅速 

な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集 

を行うものとする。 

 

  ６ 災害情報の収集・連絡系統 

   ⑶ 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

(ｱ) ［市の実施する事項］ 

a あらかじめ定められた情報収集連絡体制（第２章第２節「情報の収集・連 

絡体制計画」）をとり、本節第２の３において市が調査機関として定められ 

ている事項については被害状況等を調査のうえ、前記⑴⑵に定める様式及 

び連絡系統により県現地機関等に報告する。なお、火災・災害等即報要領 

第３直接即報基準に該当する災害が発生した場合は、消防庁に対しても直 

接報告する。 

     (ｲ) ［県（本庁）の実施事項］ 

      e 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握による救助 

活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上 

、安否不明者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することに 

より、速やかな安否不明者等の絞り込みに努める。 

      （以下、番号繰り下げ） 

      j 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町 

村等を通じて把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整 

を行うよう努める。 

(ｳ) ［県現地機関等の実施事項（松本地域振興局）］ 

c 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務 

管理（・環境）課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 
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震災対策編 

第３章 第１節 災害情報の収集・連絡活動 

現 行 修 正 案 

イ 地震情報

(ｱ) 緊急地震速報（警報・予報）

a 緊急地震速報（警報）

 最大震度５弱以上の揺れが推定されたときに、震度４以上の揺れが予想さ 

れる地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して 

発表するもの。一般にはテレビ等を通じて伝えられる。 

b 緊急地震速報（予報） 

 最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上等と推定されたときに、主 

に高度利用者向けとして伝えられる。 

(ｲ) 震度速報

震度３以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報。

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの発現

時刻を発表する。一般にはラジオ、テレビを通じて発表する。 

(ｳ) 地震情報（震源に関する情報）

震度３以上の地震が発生した場合に発表する情報。

地震の震源要素（発生時刻、緯度、経度、深さ、地震の規模（マグニチュ

ード）、震央地名とともに「津波の心配なし」または「若干の海面変動がある 

かもしれないが被害の心配はない」旨を発表する。 

ただし、津波警報・注意報を発表したときには、この情報は発表しない。 

(ｴ) 地震情報（震源・震度に関する情報）

震度３以上を観測した場合、津波警報・注意報を発表した場合、若干の海

面変動が予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表した場合のいずれか 

に該当するときに発表する情報。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上が観測 

された市町村名を発表する。 

また、震度５弱以上になった可能性がある地域・市町村の震度情報が得ら 

れていないで、震度を入手していない場合に、その市町村名を発表する。 

イ 地震情報

(ｱ) 緊急地震速報（警報・予報）

a 緊急地震速報（警報）

 最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合 

に、震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域に対し、揺 

れにより重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの。一般 

にはテレビ等を通じて伝えられる。 

 なお、地震に対する特別警報は、震度６弱以上または長周期地震動階級４ 

の揺れが予想される場合に発表される緊急地震速報が該当する。これについ 

ては他の特別警報と異なり、県から市町村への通知、市町村から住民等への 

周知の措置が義務とはなっていない。 

b 緊急地震速報（予報） 

 最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長周期地震動階級 

１以上等と予想されたときに、主に高度利用者向けとして伝えられる。 

(ｲ) 震度速報

震度３以上を観測した場合に発表する情報。

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの検知

時刻を速報。 

(ｳ) 地震情報（震源に関する情報）

震度３以上を観測した場合に発表する情報。

ただし、津波警報または注意報を発表した場合は発表しない。「津波の心

配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない 

」旨を付加して、地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード） 

を発表。 

(ｴ) 地震情報（震源・震度に関する情報）

震度３以上を観測、津波警報・注意報発表、または若干の海面変動が予想

される、緊急地震速報（警報）を発表のいずれかに該当する場合に発表す 

る情報。 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地 

域名と市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合 

は、その市町村名を発表。 
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震災対策編 

第３章 第１節 災害情報の収集・連絡活動  

現 行 修 正 案 

(ｵ) 地震情報（その他の情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合に、震度１以 

      上を観測した地震の回数を知らせる情報。 

(ｶ) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、県内及び隣接県内の震度観測点ごとの震度か 

      らなる。 

また、震度５弱以上になった可能性がある震度観測点の震度情報が得られ 

      ていない場合に、その地点名を発表する。 

 

 

 

 

(ｷ) 地震情報（推計震度分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度データ 

      をもとに、１km四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報として発表 

      。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

  ７ 通信手段の確保 

⑵ ［県が実施する事項］ 

カ 県有（警察）ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信を行う。 

                      （警察本部） 

 

 

(ｵ) 地震情報（その他の情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１以上 

を観測した地震回数情報等を発表。 

(ｶ) 地震情報（各地の震度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模（ 

マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合 

は、その地点名を発表。 

       ＊地震が多数発生した場合には、震度３以上の地震についてのみ発表し、 

震度２以下の地震については、その発生回数を「その他の情報（地震回数 

に関する情報）」で発表。 

 

(ｷ) 地震情報（推計震度分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度データ 

をもとに、250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報として発 

表。 

     (ｸ) 長周期地震動に関する観測情報 

震度１以上を観測した地震のうち長周期地震動階級１以上を観測した場合 

に発表する情報。 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測点 

毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表（地震発生か 

ら10分後程度で1回発表）。 

 

  ７ 通信手段の確保 

⑵ ［県が実施する事項］ 

カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによるテレビ画像情報の送 

信を行う。                 （危機管理部、警察本部） 
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震災対策編 

第３章 第２節 非常参集職員の活動  

現 行 修 正 案 

 

第２節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備体制 活動内容 活動期間 活動開始基準

第３

○　災害発生直前
　または発生後の
　体制で、対策本
　部を設置し、情
　報収集・伝達、
　水防、輸送、医
　療、救護等の災
　害応急対策活動
　を行う。

○　右の基準に該
　当したときか
　ら、警報等が解
　除されるまで
○　市長が必要な
　いと認めるまで
○　他の体制に移
　行するまで

○　市域に震度５弱及び５強の地震
　が発生した場合
○　東海地震予知情報（警戒宣言発
　令）が発表された場合
○　大雨、暴風、暴風雪、大雪特別
　警報発表時
○　大雨、暴風、暴風雪、大雪特別
　警報の発表を検討している旨、長
　野地方気象台より情報の提供が
　あった場合
○　土砂災害警戒情報・記録的短時
　間大雨情報発表時
○　次のいずれかにおいて市長が必
　要と認めた場合
・　暴風、大雨、洪水、暴風雪、大
　雪警報発表時
・　災害が発生した場合
・　激甚な災害が発生するおそれが
　ある場合
○　焼岳に噴火警戒レベル３が発表
　された場合または他の火山に噴火
　警報（居住地域厳重警戒）が発表
　された場合
○　南海トラフ地震に関連する情報
　（臨時）が発表された場合

配備体制 活動内容 活動期間 活動開始基準
○　右の基準に該
　当したときか
　ら、警報等が解
　除されるまで
○　市長が必要な
　いと認めるまで
○　他の体制に移
　行するまで

○　市域に震度５弱及び５強の地震
　が発生した場合
○　東海地震予知情報（警戒宣言発
　令）が発表された場合
○　大雨、暴風、暴風雪、大雪特別
　警報発表時
○　大雨、暴風、暴風雪、大雪特別
　警報の発表を検討している旨、長
　野地方気象台より情報の提供が
　あった場合
○　土砂災害警戒情報・記録的短時
　間大雨情報発表時
○　次のいずれかにおいて市長が必
　要と認めた場合
・　暴風、大雨、洪水、暴風雪、大
　雪警報発表時
・　災害が発生した場合
・　激甚な災害が発生するおそれが
　ある場合
○　焼岳に噴火警戒レベル３が発表
　された場合または他の火山に噴火
　警報（居住地域厳重警戒）が発表
　された場合
〇　南海トラフ地震臨時情報が発表
　された場合

第３

○　災害発生直前
　または発生後の
　体制で、対策本
　部を設置し、情
　報収集・伝達、
　水防、輸送、医
　療、救護等の災
　害応急対策活動
　を行う。
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震災対策編 

第３章 第３節 広域相互応援活動 

現 行 修 正 案 

第３節 広域相互応援活動 

第１ 基本方針 

① 東海地震に関連する情報の１つであ

る東海地震注意情報が発表された場合

② 東海地震に係る警戒宣言が発せら

れ、地震災害警戒本部が設置された場合

③ 東海地震が発生し，その災害に対処

するために緊急災害対策本部が設置され

た場合

  また、事前の情報が発表されること

なく、東海地震が突発的に発生した場合 

・「東海地震応急対策活動要領」（平 15年

12月 16日中央防災会議決定、平成 18年

4月 21日修正） 

・「「東海地震応急対策活動要領」に基づ

く具体的な活動内容に係る計画」（平成16

年 6月 29日中央防災会議幹事会申合せ、

平成 18年 4月 21日修正） 

東京湾北部地震（東京湾北部を震源とす

るマグニチュード７．３の地震）及びそ

の他東京２３区で震度６強を観測する程

度の地震が発生し、その災害に対処する

ために緊急災害対策本部が設置された場

合 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（平成26年3月 28日中央防災会議決定） 

・「南海トラフ地震における具体的な応

急対策活動に関する計画」

（平成 27年 3月 30日中央防災会議幹事

会申合せ）

第３節 広域相互応援活動 

第１ 基本方針 

① 東海地震に関連する情報の１つであ

る東海地震注意情報が発表された場合

② 東海地震に係る警戒宣言が発せら

れ、地震災害警戒本部が設置された場合

③ 東海地震が発生し，その災害に対処

するために緊急災害対策本部が設置され

た場合

  また、事前の情報が発表されること

なく、東海地震が突発的に発生した場合 

・「東海地震応急対策活動要領」（平 15年

12月 16日中央防災会議決定、平成 18年

4月 21日修正） 

・「「東海地震応急対策活動要領」に基づ

く具体的な活動内容に係る計画」（平成16

年 6月 29日中央防災会議幹事会申合せ、

平成 18年 4月 21日修正） 

①地震発生時の震央地名の区域が、「南海

トラフの巨大地震モデル検討会」におい

て設定された想定震源断層域と重なる区

域であり、中部地方、近畿地方及び四国・

九州地方のいずれの地域においても、震

度６強以上の震度の観測又は大津波警報

の発表のいずれかがあった場合 

②「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

において設定された想定震源断層域と重

なる区域で M８，０以上の地震が発生し、

「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）」が発表される可能性がある場合 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（平成26年3月28日中央防災会議決定） 

・「南海トラフ地震における具体的な応

急対策活動に関する計画」

（平成 27年 3月 30日中央防災会議幹事

会決定、令和４年６月改定）

東京２３区の区域において、震度６強以

上の震度が観測された場合、又は東京２

３区の区域において震度６強以上の震度

が観測されない場合においても、１都３

県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

の区域において相当程度の被害が生じて

いると見込まれる場合 

・「首都直下地震における具体的な応急

対策活動に関する計画」（平成 28 年３月

29日中央防災会議幹事会決定、令和４年

６月改定） 
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震災対策編 

第３章 第１１節 避難受入れ及び情報提供活動  

現 行 修 正 案 

 

第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難指示 

⑵ 実施計画 

ウ 避難指示及び報告、通知等 

 (ｴ) ［警察官の行う措置］ 

a 指示 

⒞ 市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求のあ 

ったときは、警察官は災害対策基本法第６１条により、必要と認める地域 

の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを指示する。 

 

 

  ４ 避難所の開設・運営 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、住民自治局、教育委員会、文化観光部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

     (ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の 

者の協力が得られるよう努める。 

（新設） 

     (ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、 

避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な 

避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難指示 

⑵ 実施計画 

ウ 避難指示及び報告、通知等 

 (ｴ) ［警察官の行う措置］ 

a 指示 

⒞ 市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求のあ 

ったときは、警察官は災害対策基本法第６１条により、必要と認める地域 

の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退き 

又は緊急安全確保措置を指示する。 

 

  ４ 避難所の開設・運営 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、住民自治局、教育委員会、文化観光部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

     (ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の 

者の協力が得られるよう努める。 

f 避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援者 

     (ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、 

受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース 

の確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものと 

する。 

       また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用スペ 

ース等での受け入れを適切に行うものとする。 
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震災対策編 

第３章 第１２節 孤立地域対策活動  

現 行 修 正 案 

 

第１２節 孤立地域対策活動 

 

第３ 活動の内容 

３ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】（東日本電信電話（株）松本支店） 

 

 

 

 

第１２節 孤立地域対策活動 

 

第３ 活動の内容 

３ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】（東日本電信電話（株）） 
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震災対策編 

第３章 第１４節 飲料水の調達供給活動  

現 行 修 正 案 

 

第１４節 飲料水の調達供給活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ) 県企業局が実施する対策 

a 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

b 管路の点検を行い、優先して重要給水施設へ飲料水を供給する。 

c 給水車により、市が設置した飲料水供給場所へ飲料水を供給する。 

d 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供 給に 

協力する。 

      e ボトルウォーターや給水袋等の給水資材を、市 が設置した飲料水供給場 

所へ供給・配布する活動を市と協力して行う。 

      f 市が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 

      g 給水車の出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

      h 給水区域の市町村と締結した災害協定に基づき、次の取り組みを行う。 

 

 

 

 

 

第１４節 飲料水の調達供給活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

ウ 【県企業局が実施する対策】 

 

(ｱ) 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

(ｲ) 管路の点検を行い、優先して重要給水施設へ飲料水を供給する。 

(ｳ) 給水車により、市が設置した飲料水供給場所へ飲料水を供給する。 

(ｴ) 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供 給に 

協力する。 

(ｵ) ボトルウォーターや給水袋等の給水資材を、市 が設置した飲料水供給場所 

へ供給・配布する活動を市と協力して行う。 

(ｶ) 市が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 

(ｷ)  給水車の出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

(ｸ) 給水区域の市町村と締結した災害協定に基づき、次の取り組みを行う。 
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震災対策編 

第３章 第１６節 保健衛生、感染症予防活動  

現 行 修 正 案 

 

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、被災者の健康状態 

の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防止措置、食品衛生指 

導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとともに、地域の衛生状態に 

も十分配慮する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

災害発生直後より、被災地及び避難所等に保健師を派遣し、被災者の救護及び健 

康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取 

り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及 

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｴ) 被災者の食料確保のため、炊き出し、その他食品の調達について、県に対し 

報告し、給食施設等の復旧活動等を速やかに推進するものとする。 

(ｵ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策 

保健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民及び災害 

復旧に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、避難所の保 

      健衛生管理、感染症及び食中毒の防止に努める。実施の時点は、発災後７２時 

      間以内とする。 

 

 

  ２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 

関する法律に基づく患者への医療提供、消毒の実施等の措置を迅速に行い、まん延 

防止を図る。 

 

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、医療調整本部において 

、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防 

止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとともに 

、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

被災地及び避難所等に保健師を派遣し、被災者の救護及び健康管理のための保健 

活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取 

り組む。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及 

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｴ) （削除） 

 

(ｵ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策 

       （削除） 

 

 

 

 

 

  ２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 

関する法律に基づく患者への医療提供、必要に応じた消毒の実施等の措置を迅速に 

行い、まん延防止を図る。 
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震災対策編 

第３章 第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部）

(ｱ) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、県に準じて感染症予防対策のための

組織を明確化するとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計画を

樹立し、被災時は迅速に対応する。 

(ｲ) 感染症発生の予防のため、感染症対策組織を設け、速やかな感染症対策活動

が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。

(ｵ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は

無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と保

健福祉担当部局が連携して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関 

する法律に基づく消毒等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じ 

て実施するものとする。 

また、避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措 

置を講じるよう努めるものとする。 

(ｶ) 関係団体の協力を得て、災害感染症対策実施要綱に基づき、被害状況、感染

症対策活動状況、災害感染症対策所要見込額を取りまとめるとともに、知事へ

報告する。

市が行う具体的な計画 

◎ 感染症対策活動

１ 調査、啓蒙活動

⑴ 被災地（特に断水地域、共同避難所、住宅密集地重点）の検疫

⑵ 被災地の井戸、及び検水指導

⑶ 感染症発生が予測され若しくは、発生した場合の措置

ア 発生が予測される時

地域住民に充分注意を喚起する。（必要に応じて危険区域住民の

検査等を実施する） 

イ 発生が確認された時

その旨を周知徹底し、流行の防止を図る。（必要に応じて検査等

を実施する）。 

２ 消毒の要領等 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部）

(ｱ) （削除）

(ｲ) 感染症発生の予防のため、保健医療調整本部において、速やかな感染症対策

活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。

(ｵ) 避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措

置を講じるよう努めるものとする。

(ｶ) 関係団体の協力を得て、被害状況、感染症対策活動状況、災害感染症対策所

要見込額を取りまとめるとともに、知事へ報告する。

（削除） 
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震災対策編 

第３章 第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

⑴ 感染症発生が予測される場合の措置

予測される感染症の種類に応じ、消毒等発生予防策

を行う。

⑵ 感染症発生に対する措置

ア 保健所は、状況に応じ患者を施設等へ収容する。（必要に応じて

消毒等を行う。 

イ 必要に応じ、関係者と対策を講ずる。

３ 衛生協議会と協調 

⑴ 本計画実施にあたり地区衛生協議会及び町会衛生部は次により、市

本部と密接な連絡、協調を保つ。 

⑵ 地区衛生協議会及び町会衛生部は災害発生の際は、直ちに実情を現

地調査し、市本部へ報告すること。組織すること。 

４ 公衆便所の管理 

断水等で使用不能となる恐れのある公衆便所の見回りと、使用停止に

つとめる。 
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震災対策編 

第３章 第１７節 遺体の捜索及び対策等の活動  

現 行 修 正 案 

 

第１７節 遺体の捜索及び対策等の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 遺体の捜索及び対応 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

日本赤十字社松本支所、（一社）市医師会、（一社）市歯科医師会、災害拠点 

病院等により編成された救護班は、必要に応じて、洗浄、検視等の対応を行う。 

 

 

 

 

 

第１７節 遺体の捜索及び対策等の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 遺体の捜索及び対応 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

日本赤十字社長野県支部松本地区、（一社）市医師会、（一社）市歯科医師会 

、災害拠点病院等により編成された救護班は、必要に応じて、洗浄、検視等の対 

応を行う。 
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震災対策編 

第３章 第２３節 上水道施設応急活動  

現 行 修 正 案 

 

第２３節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

    ウ 【県が実施する対策】 

被災の状況により、他都道府県への応援要請を行う。 

また、他都道府県が被災し、本県からの応援が必要と認められる場合は、応援 

活動を行う。 

エ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｳ) 県企業局が実施する対策 

 a 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被害状 

況の把握を行う。 

      b 長野県営水道指定給水装置工事事業者等へ「県営水道指定給水装置工事事業 

者の指定及び給水装置工事の施行に関する要綱」により協力を依頼するととも 

に、工事の発注を行う。 

      c 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じて優先順位を定め仮配管 

から配水を行う。 

      d 関係する市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を 

行う。 

      e 停電により水道施設の機能維持が困難となった場合、予備電源への切替、燃 

料の調達、「災害時等の災害対応資機材のリースに関する協定」に基づく資機 

材の調達、停電回復見込みの情報収集等により、施設の機能維持に努めるもの 

とする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

第２３節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する対策】 

被災の状況により、他都道府県への応援要請を行う。 

また、他都道府県が被災し、本県からの応援が必要と認められる場合は、応援 

活動を行う。 

 

(ｳ) 県企業局が実施する対策 

 a 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被害状 

況の把握を行う。 

      b 長野県営水道指定給水装置工事事業者等へ「県営水道指定給水装置工事事業 

者の指定及び給水装置工事の施行に関する要綱」により協力を依頼する。 

 

      c 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じて優先順位を定め仮配管 

から送水を行う。 

      d 関係する市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給活動を行う。 

      e 停電により水道施設の機能維持が困難となった場合、予備電源への切替、燃 

料の調達、「災害時等の災害対応資機材のリースに関する協定」に基づく資機 

材の調達、停電回復見込みの情報収集等により、施設の機能維持に努めるもの 

とする。 

 

エ 【市民が実施する対策】 

  水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力する。 
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震災対策編 

第３章 第３６節 飼養動物の保護対策 

現 行 修 正 案 

第３６節 飼養動物の保護対策 

第１ 基本方針 

 災害時においては、人命救助が最優先であるが、被災した動物についても保護・収

容・救護及び避難所での飼養等の保護措置を講ずる。 

第２ 主な活動 

被災地域における放浪動物の保護活動及び避難所等におけるペットの適正な飼養

を行う。 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想される 

ため、関係機関による保護活動を行う。 

また、ペットが飼い主とともに避難所に避難することが予想されるため、適正な飼

養環境を確保する。 

２ 実施計画 

（1） 【市が実施する計画】（健康福祉部、産業振興部）

ア 関係機関等と協力をして被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適

切な処置を講ずる。

イ 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止す

るため、県、警察、飼い主、その他の関係機関との連携の下必要な措置を講じる

。

ウ ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設

住宅等における適切な体制整備に努める。

エ 被災地における飼養動物の取り扱いに関し、現地の状況に応じ指導を行うも

のとする。

オ 動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動

物の飼育について、関係団体と連携し、適正な動物飼養に関する相談等を行う。 

（2） 【県が実施する計画】

第３６節 飼養動物の保護対策 

第１ 基本方針 

 災害時においては、人命救助が最優先であるが、放浪動物による危害及び環境悪化

の防止及び動物愛護等の観点から、被災した動物の保護・収容・救護及び避難所での

飼養等の保護措置を実施する。 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷動物あるいは放浪動物の保護活動及び避難所等における家庭 

動物の適正飼養に関する相談等を行う。 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想される 

ため、関係機関による保護活動を行う。 

また、被災住民がペットとともに避難所に避難することが予想されるため、指定避 

難所におけるペットの同行避難の推進及び適正な飼育環境を確保できるよう、助言等 

の支援を行う。 

ペットと過ごす避難所が開設された場合、適正な飼養に関する相談等を行う。 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（健康福祉部、産業振興部）

ア 関係機関等と協力をして被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適切

な処置を講ずる。

イ 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止する

ため、県、警察、飼い主、その他の関係機関との連携の下必要な措置を講じる。

ウ ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設住

宅等における受け入れ体制の確認に努め、必要に応じて助言指導を行う。

エ 被災地における飼養動物の取り扱いに関し、現地の状況に応じ指導を行うも

のとする。

オ 動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動

物の飼育について、関係団体と連携し、適正な動物飼養に関する相談等を行う。

⑵ 【県が実施する計画】
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震災対策編 

第３章 第３６節 飼養動物の保護対策 

現 行 修 正 案 

（新設） 

ア 県は、市から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があった場合

は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置を講ずる。

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

イ 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止する

ため、市、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置を講じる。

（健康福祉部、農政部） 

（新設） 

ウ 県は状況に応じて「災害時における愛護動物の救護活動に関する協定」に基

づく災害時被災動物救護本部を設置するとともに、(一社)長野県獣医師会及び

長野県動物愛護会に協力を求める。            （健康福祉部）

エ 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受け入れるために避難所運営指針

を必要に応じて見直し、市や関係機関と、研修会や総合防災訓練における実施

等を通じて、平時より普及啓発と連携を進める。

（危機管理部、健康福祉部） 

ア 県は、市町村が行う被災地における飼育動物の取り扱いに関し、現地の状況

に応じ助言を行う。（健康福祉部） 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があ

った場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

ウ 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため

、市、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置をとる。

（健康福祉部、農政部） 

エ 動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動物の

飼育について被災市町村から応援要請があった場合は、関係団体と連携し、適正な

動物飼育関係に関する相談等を行う。（健康福祉部、農政部） 

オ 県は状況に応じて「災害時における愛護動物の救護活動に関する協定」に基づく

災害時被災動物救護本部を設置するとともに、(一社)長野県獣医師会及び長野県動

物愛護会に協力を求める。                  （健康福祉部） 

カ 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受け入れるために避難所運営指針を必

要に応じて見直し、市町村や関係機関と、研修会や総合防災訓練における実施等を

通じて、平時より普及啓発と連携を進める。

（危機管理部、健康福祉部） 
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震災対策編 

第３章 第 40節 観光地の孤立災害応急対策 

現 行 修 正 案 

第４０節 観光地の孤立災害応急対策 

第３ 計画の内容 

４ 物資の搬送等 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する対策】（中部電力㈱）

災害の状況に応じ、発電機車を投入するなど早期通電に向けた対策を行う。

第２３節 上水道施設応急活動 

第３ 計画の内容 

４ 物資の搬送等 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する対策】（中部電力パワーグリッド㈱）

災害の状況に応じ、発電機車を投入するなど早期通電に向けた対策を行う。

33



震災対策編 

第４章 第５節 被災者等の生活再建等の支援 

現 行 修 正 案 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

１０ 罹災証明書の交付 

⑴ 基本方針

被災者に対する支援措置を早急に実施するため､遅滞なく罹災証明書の交付を

行う。 

⑵ 実施計画

ア 【市及び広域消防局が実施する対策】（財政部、広域消防局）

災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅

滞なく住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者 

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な 

手法により実施するものとする。 

  １２ 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、総合戦略局、危機管理部）

(ｲ) 市民に対し、テレビ、ラジオ、新聞、掲示板、広報誌等を活用し、広報を

行う。

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

１０ り災証明書の交付 

⑴ 基本方針

被災者に対する支援措置を早急に実施するため､遅滞なくり災証明書の交付

を行う。 

⑵ 実施計画

ア 【市及び広域消防局が実施する対策】（財政部、広域消防局）

災害による住家等の被害の程度の調査やり災証明書の交付体制を確立し、遅

滞なく住家等の被害の程度を調査し、被災者にり災証明書を交付する。 

また、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災者 

が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な 

手法により実施するものとする。 

  １２ 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、総合戦略局、危機管理部）

(ｲ) 市民に対し、インターネット、テレビ、ラジオ、新聞、掲示板、広報誌等

を活用し、広報を行う。

34



震災対策編 

第５章 第４節 広報計画 

現 行 修 正 案 

第４節 広報計画 

第２ 活動内容 

２ 警戒本部設置時の広報 

⑶ 【防災関係機関が実施する計画】

エ ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク株

報道機関、広報車等を通じ、通信の疎通状況、利用制限措置等について住民に

周知する。 

第４節 広報計画 

第２ 活動内容 

２ 警戒本部設置時の広報 

⑶ 【防災関係機関が実施する計画】

エ ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク株、楽天モバイル㈱

報道機関、広報車等を通じ、通信の疎通状況、利用制限措置等について住民に

周知する。 
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震災対策編 

第５章 第１１節 防災関係機関の講ずる措置 

現 行 修 正 案 

第１１節 防災関係機関の講ずる措置 

第２ 活動内容 

２ 通信（東日本電信電話（株）長野支店、（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ長野支 

店） 

第１１節 防災関係機関の講ずる措置 

第２ 活動内容 

２ 通信（東日本電信電話（株）、（株）ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク 

㈱） 
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風水害対策編 

第１章 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

現 行 修 正 案 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

ア 電力施設の保全、保安に関すること
イ 電力の供給に関すること

⑻ 中部電力パワーグ
リッド㈱（松本営
業所）、東京電力
リニューアブルパ
ワー㈱（松本事業
所）

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

⑻ 中部電力パワーグ
リッド㈱（松本支
社）、東京電力
リニューアブルパ
ワー㈱（松本事業
所）

ア 電力施設の保全、保安に関すること
イ 電力の供給に関すること
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風水害対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

第１ 自然的条件 

３ 気候 

年平均気温は１３．０℃、年平均湿度６６％である。降水量の年合計は、１，２１ 

５．５ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．６ｍ／ｓｅｃ、最大風 

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は６．０日で、春先の南の強風はこの地方特有の現 

象である。  

年間日照時間は２，２２５．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して 

多いといえる。 

第２ 社会的条件 

３ 道 路 

国道・県道・市道の状況（令和３年４月１日現在） 

国    道 
県 道 市 道 

高速自動車道 一般国道 

路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 

１路線 16.8㎞ 5路線 83.3㎞ 36路線 267.8㎞ 6,893路線 2,326.2㎞ 

※国道及び県道は、令和２年４月１日現在 （資料提供 維持課） 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

第１ 自然的条件 

３ 気候 （値は松本地域特別気象観測所の平年値(統計機関 1991～2020年)） 

年平均気温は１２．２℃、年平均湿度６８％である。降水量の年合計は、１，０４ 

５．１ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．４ｍ／ｓｅｃ、最大風 

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は３．８日で、春先の南の強風はこの地方特有の現 

象である。  

年間日照時間は２，１３４．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して 

多いといえる。 

第２ 社会的条件 

３ 道 路 

国道・県道・市道の状況（令和５年４月１日現在） 

国    道 
県 道 市 道 

高速自動車道 一般国道 

路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 

１路線 16.8㎞ 6路線 109.6㎞ 36路線 267.8㎞ 6,927路線 2,328.5㎞ 

※国道及び県道は、令和４年４月１日現在 （資料提供 維持課） 
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風水害対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

トンネルの状況（令和２年４月１日現在） 

名 称 延 長 

松本トンネル ２，４４７．０ｍ 

三才山トンネル 
２，５１０．９ｍ 

（上田市分含む） 

安房トンネル 
４，３７０ｍ 

（高山市分含む） 

その他 
５１カ所 

１７，１７４．５ｍ 

合 計 
５４カ所 

２６，５０２．４ｍ 

トンネルの状況（令和４年４月１日現在） 

名 称 延 長 備 考 

松本トンネル ２，４４７．０ｍ 

三才山トンネル ２，５１０．９ｍ 上田市分含む 

安房トンネル ４，３７０ｍ 高山市分含む 

その他 
５１か所 

１７，１７４．５ｍ 

合 計 
５４か所 

２６，５０２．４ｍ 
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風水害対策編 

第２章 第１節 風水害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

 

第１節 風水害に強い市づくり 

 

第３ 計画の内容 

  １ 風水害に強い郷土づくり 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】（全部局） 

     (ｴ) 風水害に強い県土の形成を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治水 

急傾斜地崩壊対策、農地防災等の事業を総合的、計画的に推進する。 

c 台風、集中豪雨等に伴う山地災害に対処する山地の整備を、地すべり防止施 

設等の整備を推進する。また、山地災害の発生を防止するため森林の造成及び 

維持を図る。 

 

(ｶ) 複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させるための 

ハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、国〔国 

土交通大臣〕及び都道府県知事が組織する「大規模氾濫減災協議会」、「都道 

府県大規模氾濫減災協議会」、「総合土砂災害対策推進連絡会」等を活用し、 

国、市、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者で、密接な連携体制を構築 

するものとする。 

 

 

  ２ 風水害に強いまちづくり 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

(ｱ) 風水害等に強いまちの形成 

a 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見 

を踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するも 

のとする。また、前述の評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努める 

ものとする。 

 

      c 土砂災害警戒区域の指定を受けた場合は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報 

の発表・伝達、避難、救助（以下、略） 

      （新設） 

 

 

第１節 風水害に強い市づくり 

 

第３ 計画の内容 

  １ 風水害に強い郷土づくり 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】（全部局） 

     (ｴ) 風水害に強い県土の形成を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治水 

急傾斜地崩壊対策、農地防災等の事業を総合的、計画的に推進する。 

c 台風、集中豪雨等に伴う山地災害に対処する治山施設の整備等のハード対策 

と、山地災害危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策を一体 

的に推進する。また、山地災害の発生を防止するため、森林の整備・保全を推 

進する。 

(ｶ) 気候変動による影響を踏まえ、社会全体で被害を防止・軽減させるためのハ 

ード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、国〔国土 

交通大臣〕及び都道府県知事が組織する「大規模氾濫減災協議会」、「都道府 

県大規模氾濫減災協議会」、「流域治水協議会」、「総合土砂災害対策推進連 

絡会」等を活用し、国、市、河川管理者、水防管理者等の集水域を含めた流域 

全体のあらゆる関係者が協働し「流域治水」の取組を推進するための密接な連 

携体制を構築するものとする。 

 

  ２ 風水害に強いまちづくり 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

(ｱ) 風水害等に強いまちの形成 

a 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見 

を踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するも 

のとする。特に豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を踏 

まえて検討するよう努めるものとする。また、これらの評価を踏まえ、防災・ 

減災目標を設定するよう努めるものとする。 

      c 土砂災害警戒区域の指定を受けた場合は、警戒区域ごとに情報伝達、気象警 

報・注意報等の発表・伝達、避難、救助（以下、略） 

      h 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是 

正指導を行う。また、その内容について、県と情報共有を行うとともに、必要 
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風水害対策編 

第２章 第１節 風水害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

 

h 道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の 

高い道路網の整備を図る。 

i 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害 

に強いまちを形成する。 

 

      ⒥ 洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から 

必要な情報提供、助言等を受け、過去の浸水実績等を把握したときは、水害 

リスク情報としての住民、滞在者その他の者へ周知する。 

      ⒨ 土砂災害警戒区域における情報伝達、予警報の発表、伝達に関する事項、 

（以下、略） 

⒩ 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林造成、 

地すべり防止施設の整備及び、山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災 

害対策の推進 

        特に、流木災害が発生するおそれのある森林については、流木捕捉式治山 

ダムの設置や間伐等の森林整備などの対策等推進 

 

 

 

 

     (ｴ) 災害緊急対策等への備え 

      （新設） 

 

 

 

 

 

    イ 【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

a 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見 

を踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するも 

のとする。また、前述の評価を踏まえ、防災・減災目標を設定するよう努める 

ものとする。 

 

に応じて住民への周知を図るものとする。 

i 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

 

j 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害 

に強いまちを形成する。 

       

⒥ 洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から 

必要な情報提供、助言等を受け、過去の浸水実績等を把握したときは、水害 

リスク情報としての住民、滞在者その他の者へ周知 

      ⒨ 土砂災害警戒区域における情報伝達、気象警報・注意報等の発表、伝達に 

関する事項、（以下、略） 

⒩ 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害 

危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施 

や、地域の避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の 

整備・保全の推進により、山地災害危険地区の総合的な山地災害対策を推進 

        特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、 

広域にわたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域 

治水の組織と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策 

等を推進 

 

     (ｴ) 災害緊急対策等への備え 

      g 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応を 

時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものと 

する。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行う 

とともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるも 

のとする。 

 

    イ 【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 風水害に強いまちの形成 

a 治水・防災・まちづくり・建築を担当する各部局の連携の下、有識者の意見 

を踏まえ、豪雨、洪水、土砂災害等に対するリスクの評価について検討するも 

のとする。特に、豪雨や洪水のリスク評価に際しては、浸水深や発生頻度等を 

踏まえて検討するよう努めるものとする。また、これらの評価を踏まえ、防災・ 

減災目標を設定するよう努めるものとする。 
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風水害対策編 

第２章 第１節 風水害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

（新設） 

 

 

d 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届ける 

ための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速 

道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワークシステ 

ム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、 

災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の 

禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図る。 

 

e 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害 

に強いまちを形成する。 

      ⒩ 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林造成、 

地すべり防止施設の整備及び山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災 

害対策の推進 

特に、流木災害が発生するおそれのある森林については、流木捕捉式治山 

ダムの設置や間伐等の森林整備などの対策等を推進 

 

 

 

     (ｴ) 災害応急対策等への備え 

      g （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是 

正指導を行う。また、その内容について、市町村と情報共有を行うとともに、 

必要に応じて住民への周知を図るものとする。 

e 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届ける 

ための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と高規格道 

路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強 

靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、 

災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の 

禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、電気通信事業 

者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。 

f 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害 

に強いまちを形成する。 

      ⒩ 山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と、山地災害 

危険地区に係る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体的な実施 

や、地域の避難体制との連携による減災効果の向上を図るとともに、森林の 

整備・保全の推進により、山地災害危険地区の総合的な山地災害対策を推進 

特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、 

広域にわたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域 

治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策 

等を推進 

     (ｴ) 災害応急対策等への備え 

      g 他の関係機関との連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応 

を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるもの 

とする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行 

うとともに平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるも 

のとする。 

      （以下、番号繰り下げ） 
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風水害対策編 

第２章 第２節 災害発生直前対策 

現 行 修 正 案 

第２節 災害発生直前対策 

第１ 基本方針 

風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あら 

かじめ、気象情報、警報等の伝達体制、避難誘導体制、災害の未然防止活動を行うため 

の体制を整備する。  

第３ 計画の内容 

１ 市民に対する情報の伝達体制の整備 

⑵ 【関係機関が実施する計画】

気象業務法に基づく気象警報・注意報並びに情報を各機関へ速やかに伝達する体

制の整備を図る。 

第２節 災害発生直前対策 

第１ 基本方針 

風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あら

かじめ、防災気象警報・注意報等の伝達体制、避難誘導体制、災害の未然防止活動を行

うための体制を整備する。  

第３ 計画の内容 

１ 市民に対する情報の伝達体制の整備 

⑵ 【関係機関が実施する計画】

気象業務法に基づく防災気象情報を各機関へ速やかに伝達する体制の整備を図

る。 
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風水害対策編 

第２章 第３節 情報の収集・連絡体制計画 

現 行 修 正 案 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     （新設） 

 

 

 

  ３ 通信手段の確保 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

(ｶ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｵ)  衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、等の移動系の応急対策機器の

整備を図る。                （危機管理部、警察本部） 

 

 

 

 

 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｻ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表や

安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町村等と連携の上、あらかじ

め一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。（危機管理部） 

 

  ３ 通信手段の確保 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

(ｶ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の移動 

系の応急対策機器の整備を図る。 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｵ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ⅬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ） 

等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

               （危機管理部、警察本部） 
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風水害対策編 

第２章 第４節 活動体制計画 

現 行 修 正 案 

 

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 防災中枢機能等の確保 

   ⑴ 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害 

に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含めた自家発電設備、LPガス 

災害用バルク等の燃料貯蔵設備の整備や、通信途絶時に備えた衛星通信の整備等 

非常用通信手段の確保が必要である。 

 

 

 

 

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 防災中枢機能等の確保 

   ⑴ 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害 

に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め 

た自家発電設備、LPガス災害用バルク等の燃料貯蔵設備の整備や、通信途絶時に 

備えた衛星通信の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 
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風水害対策編 

第２章 第５節 広域相互応援計画 

現 行 修 正 案 

第５節 広域相互応援計画 

第３ 計画の内容 

  ２ 県内全市町村間の相互応援協定 

⑴ 現状及び課題

県内７７市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応援協定

」が、締結されている。（参考編、参考４参照） 

このほか、県内市町村が他の地方公共団体と相互応援等の協定を締結している 

のは、令和２年３月１日現在、２０８協定ある。 

 今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、あらゆる災害に対 

応できるよう相互応援体制を確立する必要がある。 

第５節 広域相互応援計画 

第３ 計画の内容 

  ２ 県内全市町村間の相互応援協定 

⑴ 現状及び課題

県内７７市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応援協定

」が、締結されている。（参考編、参考４参照） 

このほか、県内市町村が他の地方公共団体と相互応援等の協定を締結している 

のは、令和４年９月１日現在、２１５協定ある。 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強化を図り、あらゆる災害に対 

応できるよう相互応援体制を確立する必要がある。 
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風水害対策編 

第２章 第６節 救助・救急・医療計画 

現 行 修 正 案 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 医療資機材等の備蓄 

⑴ 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県医薬品 

卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医薬品等４３品目 

を県内１３カ所に、衛生材料２４品目を県内６カ所に常時備蓄をするとともに、同 

組合及び同協会と県が平成３０年３月新たに協定を結び、連携体制の強化を図った 

ところである。（松本市管内では医薬品等２カ所、衛生材料１カ所）さらには日本 

赤十字社長野県支部、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、保健所 

等の関係機関においても備蓄を行い、災害時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液につ

いては、県内３カ所に常時備蓄している。 

このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び連絡体

制、医薬品等の搬送体制、保管・管理体制の整備が必要となるとともに、地域での

中心的な役割を果たす病院における備蓄体制の強化について、災害医療体制全体の

中での位置付けが必要となる。 

また、医薬品備蓄業者間で備蓄状況を迅速に把握するシステムの構築、不足時の

迅速な補完体制の整備及び備蓄施設の耐震施設への転換等が必要である。 

 

  ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

 (ｲ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病院

は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行う。 

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が中期的にも活動を展開できる体制の 

確立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチーム 

への円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児周 

産期リエゾンに努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送について 

も、関係機関との合同訓練を通じて、円滑な搬送体制の確保に努めるものと 

する。 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 医療資機材等の備蓄 

⑴ 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県医薬品 

卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医薬品等４３品目 

を県内１３カ所に、衛生材料２４品目を県内６カ所に常時備蓄をするとともに、同 

組合及び同協会と県が平成３０年３月新たに協定を結び、連携体制の強化を図った 

ところである。（松本市管内では医薬品等２カ所、衛生材料１カ所）さらには日本 

赤十字社長野県支部、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、保健所 

等の関係機関においても備蓄を行い、災害時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液につ

いては、県内２カ所に常時備蓄している。 

このような中で、災害時における医薬品等の供給に関する情報収集及び連絡体

制、医薬品等の搬送体制、保管・管理体制の整備が必要となるとともに、地域での

中心的な役割を果たす病院における備蓄体制の強化について、災害医療体制全体の

中での位置付けが必要となる。 

また、医薬品備蓄業者間で備蓄状況を迅速に把握するシステムの構築、不足時の

迅速な補完体制の整備及び備蓄施設の耐震施設への転換等が必要である。 

 

  ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

 (ｲ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院 

は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行う。 

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が中期的にも活動を展開できる体制の 

確立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチーム 

への円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児周 

産期リエゾンの確保に努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送に 

ついても、関係機関との合同訓練を通じて、円滑な搬送体制の確保に努める 

ものとする。 
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風水害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

第１１節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容 

１ 避難マニュアルの策定等 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、文化観光部）

(ｲ) 避難マニュアル等の作成         （危機管理部、住民自治局）

h 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項

⒝ 災害時における広報

・ 広報車による周知

・ 防災行政無線による広報

・ 住民組織を通じた広報

なお、避難指示等を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることがで

きるよう、連絡調整窓口、連絡方法を取り決めておく。 

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場 

合等やむを得ないときは、屋内での待避等安全措置をとるべきことにも留 

意する。 

  ２ 指定緊急避難場所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部）

(ｶ) 市は緊急避難場所ついて、他の市町村からの被災住民を受け入れることがで

きるよう配慮するものとする。

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部）

(ｳ) 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者等の要配

慮者のため、必要に応じて福祉避難所として指定避難所を指定するよう努め

る。

第１１節 避難の受入活動計画 

第３ 計画の内容 

１ 避難マニュアルの策定等 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、文化観光部）

(ｲ) 避難マニュアル等の作成         （危機管理部、住民自治局）

h 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項

⒝ 災害時における広報

・ 広報車による周知

・ 防災行政無線による広報

・ 住民組織を通じた広報

なお、避難指示等を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることがで

きるよう、連絡調整窓口、連絡方法を取り決めておく。 

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場 

合等やむを得ないときは、緊急安全確保を講ずべきことにも留意する。 

  ２ 指定緊急避難場所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部）

(ｶ) 市は緊急避難場所について、他の市町村からの被災住民を受け入れることが

できるよう配慮するものとする。

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部）

(ｳ) 指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障がい者、医療的ケ

アを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所として指定避

難所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対

しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をする

よう努めるものとする。 
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風水害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画  

現 行 修 正 案 

 

(ｽ) テレビ、携帯ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図 

る。また、要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとする 

 

 

(ﾄ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野県避難 

所 TKBスタンダード等を参考として、各指定避難所の運営マニュアル等の整備 

に努める。 

(ﾊ) 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため 

に、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

イ 【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）について新 

たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、 

良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等（睡 

眠）については、水準目標(以下「長野県避難所 TKBスタンダード」という。) 

を示すよう努めるものとする。（危機管理部） 

(ｶ) （新設） 

 

 

 

 

 

 

  ４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部） 

 

 

 

 

 

     (ｽ) テレビ、携帯ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図 

る。また、要配慮者のニーズを把握し、適切な情報保障を行うものとするもの 

とする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生 

可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

     (ﾄ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野県避難 

所 TKBスタンダード等を参考として、各指定避難所の運営マニュアル等の整備 

に努める。 

(ﾊ) 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のため 

に、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

イ 【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）について新 

たな知見、近年発生した災害の教訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、 

良好な環境の確保のため、特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等（睡 

眠）については、水準目標(以下「長野県避難所 TKBスタンダード」という。) 

を示すよう努めるものとする。（危機管理部） 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ 

レ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイ 

レ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮について支援を 

行うものとする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよ 

う、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行う 

ものとする。 

 

  ４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 
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風水害対策編 

第２章 第１４節 給水計画 

現 行 修 正 案 

第１４節 給水計画 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画

エ 【県企業局が実施する計画】

(ｳ) ボトルウォーター「川中島の水」を作成・備蓄し災害時に提供を行う。

第１４節 給水計画 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画

エ 【県企業局が実施する計画】

(ｳ) ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」を制作・備蓄し災害時に提

供を行う。
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風水害対策編 

第２章 第１７節 電気施設災害予防計画 

  

現 行 修 正 案 

 

第１７節 電気施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｲ)  中部電力パワーグリッド㈱が実施する計画 

 

  ３ 関係機関との連携 

⑵ 実施計画 

ウ 【市、県及び関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 県企業局は、電力供給先である中部電力（株）との間で、電力受給の円滑 

化、設備の保安管理並びに発電所の合理的な運用等について、協定しておく 

ものとする。 

 

 

 

第１７節 電気施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 中部電力（株）および中部電力パワーグリッド㈱が実施する計画 

 

 

３ 関係機関との連携 

⑵ 実施計画 

ウ 【市、県及び関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 県企業局は、電力供給先である電力会社との間で、電力受給の円滑化、設備 

の保安管理並びに発電所の合理的な運用等について、協定しておくものとす 

る。 
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風水害対策編 

第２章 第２１節 通信・放送施設災害予防計画  

現 行 修 正 案 

 

第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

⑵ 実施計画 

ウ 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱が実施 

する計画】 

災害に強い通信サービスの実現に向けて下記の施策を逐次実施する。 

 

  ５ 警察無線通信施設災害予防 

⑴ 現状及び課題 

風水害による長期停電に備え、警察本部、各警察署および主要無線中継所には 

、発動発電機が整備されている。また浸水による機器損傷を回避するため、通信 

施設は建物の上階に設置している。 

無線多重回線については、平成５年度に２ルート化の工事を完了し、信頼性の 

向上を図っている。 

 

⑵ 実施計画 

ア 【警察本部が実施する計画】 

(ｲ) 被災現場における情報収集体制を強化するため、ヘリコプターテレビシス 

テムの整備を行う。 

(ｳ) 災害に強い情報収集並びに連絡体制の強化を図るため、衛星通信固定局の 

整備を行う。 

 

 

 

 

第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

⑵ 実施計画 

ウ 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天 

モバイル㈱が実施する計画】 

災害に強い通信サービスの実現に向けて下記の施策を逐次実施する。 

 

  ５ 警察無線通信施設災害予防 

⑴ 現状及び課題 

風水害による長期停電に備え、警察本部、各警察署及び主要無線中継所には、 

発動発電機が整備されている。また浸水による機器損傷を回避するため、通信施 

設は建物の上階に設置しているほか、機器が老朽化した際は更新して信頼性を保 

っている。 

無線多重回線については、２ルート化及びグループ化を完了し、信頼性の向上 

を図っている。 

⑵ 実施計画 

ア 【警察本部が実施する計画】 

(ｲ) 被災現場における情報収集体制を強化するため、ヘリコプターテレビシス 

テムの効果的な運用を推進する。 

(ｳ) 災害に強い情報収集並びに連絡体制の強化を図るため、衛星通信設備の整 

備を行う。 
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風水害対策編 

第２章 第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

７ 土砂災害警戒区域の対策 

⑵ 実施計画  

ア 【市が実施する計画】 

(ｲ) 土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる。  

a 区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達、避難、救助その他必要な事項 

を記載した防災マップを作成し、住民に周知する。 

 

 

 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

７ 土砂災害警戒区域の対策 

⑵ 実施計画  

ア 【市が実施する計画】 

(ｲ) 土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる。  

a 区域ごとに情報伝達、気象警報・注意報等の発令・伝達、避難、救助その 

他必要な事項を記載した防災マップを作成し、住民に周知する。 

 

 

 

 

53



風水害対策編 

第２章 第２８節 河川施設等災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２８節 河川施設等災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 関係団体との協力体制の整備 

(2) 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部） 

(ｲ) 気象情報、災害情報の伝達・収集に努め、通信体制を整備する。  

 

 

 

第２８節 河川施設等災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 関係団体との協力体制の整備 

(2) 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部） 

(ｲ) 防災気象情報、災害情報の伝達・収集に努め、通信体制を整備する。  
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風水害対策編 

第２章 第３２節 防災知識普及計画  

現 行 修 正 案 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 学校における防災教育の充実 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（教育委員会、学校） 

(ｲ) （新設） 

 

 

  ５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため 

、大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に 

関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整 

理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報そ 

の他の方法により公開に努めるものとする。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す 

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が 

災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

 

 

 

 

 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 学校における防災教育の充実 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（教育委員会、学校） 

(ｲ) 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとす 

る。 

 

  ５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため 

、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとし 

て広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できる 

よう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。 

また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュ 

メント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関 

する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民 

が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 
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風水害対策編 

第２章 第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

現 行 修 正 案 

第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

第３ 計画の内容 

４ 組織の活性化 

災害時に活発に行動ができる自主防災組織にするためには、組織をいかに活性化 

していくかが課題となる。組織の活性化を図るため、リーダー等に対する教育、研 

修等を実施する必要がある。 

また、災害対応においては、救助・救援、医療及び消火活動、復旧・復興等の担 

い手として、多くの女性が活躍しているが、意思決定の場への女性の参画は少ない 

ことから、災害対応における女性が果たす役割が大きいことを認識し、リーダーと 

しての活躍や女性の意思決定の場への参画を推進する必要がある。 

加えて、若者・障がい者・高齢者等の多様な主体が参画した組織づくりも併せて 

進めて行く必要がある。 

  ６ 地区内の防災活動の推進 

⑴ 現状及び課題

ア 【地区防災計画策定事例】

（ｱ） 新村地区（参考編、参考６９参照）

（ｲ） （新設）

第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

第３ 計画の内容 

４ 組織の活性化 

災害時に活発に行動ができる自主防災組織にするためには、組織をいかに活性化 

していくかが課題となる。組織の活性化を図るため、リーダー等に対する教育、研 

修等を実施する必要がある。 

また、災害対応においては、救助・救援、医療及び消火活動、復旧・復興等の担 

い手として、多くの女性が活躍しているが、意思決定の場への女性の参画は少ない 

ことから、災害対応における女性が果たす役割が大きいことを認識し、リーダーと 

しての活躍や女性の意思決定の場への参画を推進する必要がある。 

加えて、若者・障がい者・高齢者等の多様な主体が参画した組織づくりも併せて 

進めていく必要がある。 

  ６ 地区内の防災活動の推進 

⑴ 現状及び課題

ア 【地区防災計画策定事例】

（ｱ） 新村地区（参考編、参考６９参照）

（ｲ） 城東地区（参考編、参考７０参照）
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風水害対策編 

第２章 第３７節 ボランティア活動の環境整備  

現 行 修 正 案 

 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第３ 計画の内容 

２ 防災ボランティア活動の環境整備 

⑵ 実施計画【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

イ 防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者 

で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティ 

ア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動 

上の安全確保、被災者のボランティアニーズ等の情報提供方策等について整備 

を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を 

、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

 

 

 

 

 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第３ 計画の内容 

２ 防災ボランティア活動の環境整備 

⑵ 実施計画【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

イ 防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者 

で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓 

練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、 

防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者のボランティ 

アニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意 

見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するもの 

とする。 
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風水害対策編 

第２章 第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

現 行 修 正 案 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画

ウ （新設）

２ 道路等の防災対策 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】

（建設部、産業振興部、環境エネルギー部、交通部、危機管理部）

市が管理する観光地へ通ずる道路の監視体制の強化など災害予防対策、車

両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。

イ 【県が実施する計画】（建設部、農政部、林務部、警察本部）

(ｱ) 県が管理する観光地へ通ずる道路の監視体制の強化など災害予防対策、

車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関・市が実施する計画】

(ｱ)携帯電話の不感地帯解消を進める。

２ 道路等の防災対策 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する計画】

（建設部、産業振興部、環境エネルギー部、交通部、危機管理部）

市が管理する観光地へ通ずる道路の強靭化や監視体制の強化など災害予防

対策、車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

イ 【県が実施する計画】（建設部、農政部、林務部、警察本部）

(ｱ) 県が管理する観光地へ通ずる道路の強靭化や監視体制の強化など災害予

防対策、車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。
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風水害対策編 

第３章 第１節 災害直前活動  

現 行 修 正 案 

 

第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 警報等の伝達活動 

⑵ 実施計画  

イ 特別警報以外の気象警報等発表時の対応  

(ｳ) 【長野地方気象台等が実施する対策】  

長野地方気象台等の気象警報・注意報等の発表機関は、別紙の発表基準 によ 

り注意報・警報等を発表する。  

なお、地震等が発生した地域で災害発生に関わる条件が変化した場合は 

       、 

警報等の発表基準の引き下げを関係機関と協議の上、実施する。 

 

２ 市民の避難誘導対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する対策】（全庁、広域消防局） 

     (ｱ) 風水害のおそれがある場合には防災気象情報等を十分把握するとともに、河 

川管理者、水防団等と連携を図りながら気象情報等に十分注意し、重要水防区 

域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または危険が予想 

される場合は、市民に対して避難のための避難指示等の発令を行い、避難誘導 

活動を実施する。 

(ｴ) 災害の状況に応じて避難指示等を発令した上で、避難 

時の周囲の状況等により、「近隣のより安全な場所」への避難や「屋内安全確 

保」といった適切な避 

難行動を住民がとれるように努める。 

    エ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する対策】  

(ｱ) 要配慮者利用施設の管理者は、自らも気象情報の収集を行うなど、自主的な 

防災活動に努める。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

⑴ 特別警報・警報・注意報 

長野地方気象台から、大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれが 

 

第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 警報等の伝達活動 

⑵ 実施計画  

イ 特別警報以外の気象警報等発表時の対応  

(ｳ) 【長野地方気象台等が実施する対策】  

長野地方気象台等の気象警報・注意報等の発表機関は、別紙の発表基準 によ 

り注意報・警報等を発表する。  

なお、地震等が発生した地域で災害発生に関わる条件が変化した場合は、 

警報等の発表基準の引き下げを関係機関と協議の上、実施する。 

 

 

２ 市民の避難誘導対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する対策】（全庁、広域消防局） 

     (ｱ) 風水害のおそれがある場合には防災気象情報等を十分把握するとともに、河 

川管理者、水防団等と連携を図りながら気象状況等に十分注意し、重要水防区 

域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または危険が予想 

される場合は、市民に対して避難のための避難指示等の発令を行い、避難誘導 

活動を実施する。 

(ｴ) （削除） 

     （以下番号繰り下げ） 

 

 

エ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する対策】  

(ｱ) 要配慮者利用施設の管理者は、自らも防災気象情報の収集を行うなど、自主的な 

防災活動に努める。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

⑴ 特別警報・警報・注意報 

長野地方気象台から、大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそれが 
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風水害対策編 

第３章 第１節 災害直前活動  

現 行 修 正 案 

あるときには「注意報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」 

が、予想される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大 

きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速等の予測値を時間帯ごと 

に示して、原則として市町村ごとに発表される。ただし、一部の市町村では分割し 

て発表されており、松本市は「松本」及び「乗鞍上高地」に分割して発表される。 

 

 

 

 

 

 

特別警報・警報・注意報の概要  

種類 注意報 

概要 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪等により、災害が発生するおそれがあると 

きに、その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・注意報の種類 概 要 

特別警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。大雨特別警報には括弧を付

して、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸

水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）の

ように、特に警戒すべき事項が明記され

る。災害が発生または切迫している状況

であり、命の危険が迫っているため直ち

に身の安全を確保する必要があることを

示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。 

暴風特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。 

あるときには「注意報」が、重大な災害が発生するおそれがあるときには「警報」 

が、予想される現象が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大 

きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速等の予測値が時間帯ごと 

に示され、原則として市町村ごとに発表される。ただし、一部の市町村では分割し 

て発表されており、松本市は「松本」及び「乗鞍上高地」に分割して発表される。 

また、土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風 

、落雷等により実際に危険度が高まっている場所は「キキクル」や「雷ナウキャス 

ト」、「竜巻発生確度ナウキャスト」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報 

等が発表された場合のテレビやラジオによる放送等では、市町村等をまとめた地域 

の名称が用いられる場合がある。 

 

特別警報・警報・注意報の概要  

種類 注意報 

概要 大雨、洪水、大雪、強風、風雪等により、災害が発生するおそれがあると 

きに、その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・注意報の種類 概 要 

特別警報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいと予想

されたときに発表される。大雨特別警報

（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、

大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のよう

に、特に警戒すべき事項が明記される。災

害が発生または切迫している状況であ

り、命の危険が迫っているため直ちに身

の安全を確保する必要があることを示す

警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 

大雪が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいと予想

されたときに発表される。 

暴風特別警報 

暴風が特に異常であるため重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいと予想

されたときに発表される。 
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風水害対策編 

第３章 第１節 災害直前活動  

現 行 修 正 案 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重

大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。「暴風による重大な

災害」に加えて「雪を伴うことによる視程

障害などによる重大な災害」のおそれに

ついても警戒が呼びかけられる。 

 

 

種類 洪水注意報 

概要 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれ 

があると予想されたときに発表される。 

 

    種類 着氷注意報 

概要 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ 

れる。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのある 

ときに発表される。 

 

種類 融雪注意報 

概要 具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表 

される。 

 

特別警報基準 

種類 発表基準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨 

が予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により 

雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等につい 

て過去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況お 

よび予想に基づいて判断する。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重

大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表される。「暴風

による重大な災害」に加えて「雪を伴うこ

とによる視程障害などによる重大な災害

」のおそれについても警戒が呼びかけら

れる。 

 

種類 洪水注意報 

概要 河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、災害が発生するお 

それがあると予想されたときに発表される。 

 

    種類 着氷注意報 

概要 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ 

れる。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が発生するおそれのあ 

るときに発表される。 

 

種類 融雪注意報 

概要 具体的には、浸水害、土砂災害等が発生するおそれがあるときに発表される。 

 

 

特別警報基準 

種類 発表基準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨 

が予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により 

雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、 

積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照らして算 

出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断する。 
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   ⑵ 雨を要因とする特別警報の指標（発表条件） 

【大雨特別警報（（土砂災害）】 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎 

に設定し、この基準値以上となる 1km格子が概ね 10格子以上まとまって出現する 

と予想され、かつ、激しい雨がさらに降り続くと予想される場合、その格子が出現 

している市町村等に大雨特別警報(土砂災害)を発表する。 

 

⑶ 台風等を要因とする特別警報の指標  

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa以下又は最大風速 50m/s以上）の台風や同 

程度の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。ただし、沖縄地方、奄 

美地方及び小笠原諸島については、中心気圧 910hPa以下又は最大風速 60m/sとす 

る。 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・ 

通過すると予想される地域(予報円がかかる地域)における、暴風警報を、特別警報 

として発表する。（以下、略） 

 

⑸ 雪に関する観測地点毎 50年に一度の値一覧 

各地の 50年に一度の積雪深と既往最深積雪深一覧（令和 4年 11月 21日現在） 

府県予報区 地点名 50年に一度の積雪深(cm) 既往最深積雪(cm) 

長野県 長野 66 80 

長野県 松本 57 78 

長野県 諏訪 58 69 

長野県 軽井沢 77 99 

長野県 飯田 46※ 81 

長野県 野沢温泉 387 353 

長野県 信濃町 206 176 

長野県 飯山 291 257 

長野県 小谷 288 251 

長野県 白馬 195 187 

長野県 大町 116 117 

長野県 菅平 158 152 

長野県 開田高原 140 115 

 

 

   ⑵ 雨を要因とする特別警報の指標（発表条件） 

【大雨特別警報（（土砂災害）】 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎 

に設定し、この基準値以上となる 1km格子が概ね 10個以上まとまって出現する 

と予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨（1時間に概ね 

30ｍｍ以上の雨）がさらに降り続くと予想される市町村等に大雨特別警報(土砂 

災害)を発表する。 

⑶ 台風等を要因とする特別警報の指標  

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa以下又は最大風速 50m/s以上）の台風や同 

程度の温帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。ただし、沖縄地方、奄 

美地方及び小笠原諸島については、中心気圧 910hPa以下又は最大風速 60m/s以上 

とする。 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・ 

通過すると予想される地域(予報円がかかる地域)における、暴風の警報を、特別警 

報として発表する。（以下、略） 

 

⑸ 雪に関する観測地点毎 50年に一度の値一覧 

各地の 50年に一度の積雪深と既往最深積雪深一覧（令和 5年 11月 1日現在） 

府県予報区 地点名 50年に一度の積雪深(cm) 既往最深積雪(cm) 

長野県 長野 66 80 

長野県 松本 57 78 

長野県 諏訪 56 69 

長野県 軽井沢 76 99 

長野県 飯田 45※ 81 

長野県 野沢温泉 386 353 

長野県 信濃町 205 176 

長野県 飯山 290 257 

長野県 小谷 287 251 

長野県 白馬 194 187 

長野県 大町 115 117 

長野県 菅平 158 152 

長野県 開田高原 139 115 
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警報・注意報発表基準一覧表 

（令和３年６月８日現在） 

警報・注意報発表基準一覧表 

（令和５年６月８日現在） 
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  別表１ 大雨警報基準（令和４年５月２６日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別表２ 洪水警報基準（令和４年５月２６日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別表１ 大雨警報基準（令和５年６月８日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別表２ 洪水警報基準（令和５年６月８日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村等を

まとめた地域

松本 10 84

塩尻 11 117

安曇野市 9 84

麻績村 10 110

生坂村 9 84

山形村 7 121

朝日村 7 122

筑北村 9 84

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 14 144

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

松本地域

市町村等を

まとめた地域

松本 10 112

塩尻 11 105

安曇野市 9 108

麻績村 10 111

生坂村 9 107

山形村 7 118

朝日村 7 121

筑北村 9 89

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 14 133

土壌雨量指数基準

松本地域

市町村等 表面雨量指数基準

市町村等を
まとめた地域

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準*1 指定河川洪水予報
による基準

松本 会田川流域=13.7，梓川流域=34.2，
大門沢川流域=4.8，女羽川流域=12.6，
田川流域=16.9，薄川流域=11.2，
和泉川流域=5.3，塩沢川流域=4.9，
鎖川流域=14.2，牛伏川流域=6.6

和泉川流域=（5，4.7），
鎖川流域=（5，12.7）

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

塩尻 田川流域=11.4，矢沢川流域=5.3，
小曽部川流域=6.6

矢沢川流域=（6，4.7），
奈良井川流域=（6，16.7）

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

安曇野 犀川流域=45.1，潮沢川流域=6.6，
会田川流域=14.7，濁沢川流域=6.3，
高瀬川流域=30.9，穂高川流域=26.3，
乳川流域=20.2，天満沢川流域=65.9，
烏川流域=15.7，万水川流域=11，
黒沢川流域=5.8，梓川流域=34.3

犀川流域=（5，40.5），
潮沢川流域=（5，6.3），
会田川流域=（5，13.2），
万水川流域=（5，9.9）

―

麻績村 麻績川流域=12.4 ― ―
生坂村 犀川流域=62.9,麻績川流域=19,

金熊川流域=11.3
― ―

山形村 三間沢川流域=5.5,唐沢川流域=5.7, ― ―
朝日村 鎖川流域=12.1 ― ―
筑北村 麻績川流域=17.7,別所川流域=7.8,

東条川流域=7.7,安坂川流域=8.7
― ―

乗鞍
上高地地域

乗鞍
上高地

梓川流域=26.4,島々谷川流域=14.5
奈川流域=12.2,黒川流域=6.7

― ―

松本地域

市町村等を
まとめた地域

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準*1 指定河川洪水予報
による基準

松本 会田川流域=14.2，梓川流域=34.6，
大門沢川流域=4.8，女羽川流域=12.7，
田川流域=17.1，薄川流域=11.3，
和泉川流域=5.3，塩沢川流域=4.9，
鎖川流域=14.9，牛伏川流域=6.6

和泉川流域=（5，4.7），
（削除）

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

塩尻 田川流域=11.4，矢沢川流域=5.3，
小曽部川流域=6.8

矢沢川流域=（6，4.7），
奈良井川流域=（6，16.7）

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

安曇野 犀川流域=45.1，潮沢川流域=6.7，
会田川流域=15.2，濁沢川流域=6.3，
高瀬川流域=31.1，穂高川流域=26.3，
乳川流域=20.1，天満沢川流域=65.9，
烏川流域=15.6，万水川流域=10.9，
黒沢川流域=5.8，梓川流域=34.6

犀川流域=（5，40.5），
潮沢川流域=（5，6.2），
会田川流域=（5，13.2），
万水川流域=（5，9.9）

―

麻績村 麻績川流域=12.9 ― ―
生坂村 犀川流域=64.3,麻績川流域=19.7,

金熊川流域=11.5
― ―

山形村 三間沢川流域=5.6,唐沢川流域=5.7, ― ―
朝日村 鎖川流域=12.3 ― ―
筑北村 麻績川流域=16.8,別所川流域=8,

東条川流域=8,安坂川流域=8.7
― ―

乗鞍
上高地地域

乗鞍
上高地

梓川流域=26.6,島々谷川流域=14.5
奈川流域=12.2,黒川流域=6.9

― ―

松本地域
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  別表３ 大雨注意報基準（令和元年５月２９日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別表４ 洪水注意報基準（令和４年５月２６日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別表３ 大雨注意報基準（令和５年６月８日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  別表４ 洪水注意報基準（令和５年６月８日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村等を
まとめた地域

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

松本 6 68
塩尻 5 94
安曇野市 4 68
麻績村 6 97
生坂村 5 68
山形村 4 98
朝日村 3 98
筑北村 5 68

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 9 116

松本地域

市町村等を
まとめた地域

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

松本 6 90
塩尻 5 85
安曇野市 4 87
麻績村 6 89
生坂村 5 86
山形村 4 95
朝日村 3 98
筑北村 5 72

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 9 106

松本地域

市町村等を
まとめた地域

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準*1 指定河川洪水予報
による基準

松本
会田川流域=10.9,梓川流域=27.3,
大門沢川流域=3.8,女鳥羽川流域=10.0,
田川流域=13.5,薄川流域=8.9,
和泉川流域=4.2,塩沢川流=3.9,
鎖川流域≃11.3,牛伏川流域=5.2

大門沢川流域=(6,3.8)
田川流域=(5,13.5)
薄川流域=(6,7.1)
和泉川流域=(5,4.2)
鎖川流域=(5,9)
奈良井川=(6,22.1)

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

塩尻 田川流域=9.1
矢沢川流域=4.2,小曽部川流域=5.2

矢沢川流域=(6,4.2),
奈良井川流域=(5,14.8)

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

安曇野 犀川流域=36,潮沢川流域=5.2,
会田川流域=11.7,濁沢川流域=54.9,
高瀬川流域=24.7,穂高川流域=21,
乳川流域=16.1,天満沢川流域=4.8,
烏川流域=12.5,万水川流域=8.8,
黒沢川流域=4.6,梓川流域=27.4

犀川流域=(5,36)
潮沢川流域=(5,5.2)
会田川流域=(5,11.7)
烏川流域(6,10)
万水川流域=(5,8.8)

―

麻績村 麻績川流域=9.9 麻績川流域=(5,11.3) ―

生坂村
犀川流域=50.3,麻績川流域=15.2,
金熊川流域=99.2

犀川流域=(5,40.2)
麻績川流域=(5,15.2)

―

山形村 三間沢川流域=4.4,唐沢川流域=4.5 ― ―
朝日村 鎖川流域=9.6 ― ―

筑北村
麻績川流域=14.1,別所川流域=6.2,
東条川流域=6.1,安坂川流域=6.9

麻績川流域(5,11.3) ―

乗鞍
上高地地域

乗鞍
上高地

梓川流域=21.1,島々谷川流域=11.6
奈川流域=9.7,黒川流域=5.3

梓川流域=(7,16.9) ―

松本地域

市町村等を
まとめた地域

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準*1 指定河川洪水予報
による基準

松本
会田川流域=11.3,梓川流域=27.6,
大門沢川流域=3.9,女鳥羽川流域=10.1,
田川流域=13.6,薄川流域=9,
和泉川流域=4.2,塩沢川流=3.9,
鎖川流域≃11.9,牛伏川流域=5.2

大門沢川流域=(6,3.8)
田川流域=(5,13.6)
薄川流域=(6,7.1)
和泉川流域=(5,4.2)
鎖川流域=(5,10.2)
奈良井川=(5,28.2)

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

塩尻 田川流域=9.1
矢沢川流域=4.2,小曽部川流域=5.4

矢沢川流域=(6,4.2),
奈良井川流域=(5,14.8)

信濃川水系奈良井
川(琵琶橋・新橋)

安曇野 犀川流域=36,潮沢川流域=5.3,
会田川流域=12.1,濁沢川流域=4.9,
高瀬川流域=24.8,穂高川流域=21,
乳川流域=16,天満沢川流域=4.7,
烏川流域=12.4,万水川流域=8.7,
黒沢川流域=4.6,梓川流域=27.6

犀川流域=(5,36)
潮沢川流域=(5,4.2)
会田川流域=(5,9.7)
烏川流域(5,9.9)
万水川流域=(5,8.7)

―

麻績村 麻績川流域=10.3 麻績川流域=(5,8.2) ―

生坂村
犀川流域=51.4,麻績川流域=15.7,
金熊川流域=99.2

犀川流域=(5,41.1)
麻績川流域=(5,15.2)

―

山形村 三間沢川流域=4.4,唐沢川流域=4.6 ― ―
朝日村 鎖川流域=9.8 ― ―

筑北村
麻績川流域=13.4,別所川流域=6.4,
東条川流域=6.4,安坂川流域=6.9

麻績川流域(5,10.7) ―

乗鞍
上高地地域

乗鞍
上高地

梓川流域=21.2,島々谷川流域=11.6
奈川流域=9.8,黒川流域=5.5

梓川流域=(7,17) ―

松本地域
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  ２ 水防法に基づくもの 

⑴ 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は長野県知事が定めた河川について、 

国土交通大臣又は長野県知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示 

して発表する警報及び注意報をいう。 

種類 標題 概要 

洪水 

警報 

氾濫発生情報 

洪水予報区間内で氾濫が発生した 

とき、氾濫が継続しているときに発 

表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避 

難誘導や救援活動等が必要となる。 

災害がすでに発生している状況で 

あり、命の危険が迫っているため直 

ちに身の安全を確保する必要があ 

ることを示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫 

危険水位以上の状況が継続してい 

るとき、または３時間先までに氾濫 

する可能性のある水位に到達する 

と見込まれるときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくな 

い状況、避難等の氾濫発生に対する 

対応を求める段階であり、避難指示 

の発令の判断の参考とする。危険な 

場所からの避難が必要とされる警 

戒レベル４に相当。 

 

  ２ 水防法に基づくもの 

⑴ 洪水予報 

水防法に基づき、重要河川で国土交通大臣又は長野県知事が定めた河川について、国 

土交通大臣又は長野県知事と気象庁長官が共同してその状況を水位又は流量を示して 

発表する警報及び注意報をいう。 

種類 標題 概要 

洪水 

警報 

氾濫発生情報 

洪水予報区間内で氾濫が発生した 

とき、氾濫が継続しているときに発 

表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避 

難誘導や救援活動等が必要となる。 

災害がすでに発生している状況で 

、命の危険があり直ちに身の安全を 

確保する必要があるとされる警戒 

レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫 

危険水位以上の状況が継続してい 

るとき、または急激な水位上昇によ 

りまもなく氾濫危険水位を超え、さ 

らに水位の上昇が見込まれるとき 

に発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくな 

い状況、避難等の氾濫発生に対する 

対応を求める段階であり、避難指示 

の発令の判断の参考とする。危険な 

場所からの避難が必要とされる警 

戒レベル４に相当。 
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氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に到達すると見込ま 

れるとき、避難判断水位に到達し更 

に水位の上昇が見込まれるとき、氾 

濫危険情報を発表中に氾濫危険水 

位を下回ったとき（避難判断水位を 

下回った場合を除く）避難判断水位 

を超える状況が継続しているとき 

（水位の上昇の可能性がなくなっ 

た場合を除く）に発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考 

とする。高齢者等は危険な場所から 

の避難が必要とされる警戒レベル 

３に相当。 

洪水 

注意報 
氾濫注意情報 

氾濫注意水位に到達し更に水位の

上昇が見込まれるとき、氾濫注意水

位以上でかつ避難判断水位未満の

状況が継続しているとき、避難判断

水位に達したが水位の上昇が見込

まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスク 

の再確認等、避難に備え自らの避難 

行動の確認が必要とされる警戒レ 

ベル２に相当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に到達すると見込ま 

れるとき、避難判断水位に到達し更 

に水位の上昇が見込まれるとき、氾 

濫危険情報を発表中に氾濫危険水 

位を下回ったとき（避難判断水位を 

下回った場合を除く）避難判断水位 

を超える状況が継続しているとき 

（水位の上昇の可能性がなくなっ 

た場合を除く）に発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考 

とする。高齢者等は危険な場所から 

の避難が必要とされる警戒レベル 

３に相当。 

洪水 

注意報 
氾濫注意情報 

氾濫注意水位に到達し更に水位の

上昇が見込まれるとき、氾濫注意水

位以上でかつ避難判断水位未満の

状況が継続しているとき、避難判断

水位に到達したが水位の上昇が見

込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスク 

の再確認等、避難に備え自らの避難 

行動の確認が必要とされる警戒レ 

ベル２に相当。 
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４ その他の情報 

   ⑴ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

種  類 概  要 

土砂キキクル 

（大雨警報（土砂災 

害）の危険度分布）※ 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図 

上で１km四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて 

常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土 

砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まって 

いる場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要 

とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒 

レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要と 

される警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認 

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警 

戒レベル２に相当。 

 

⑶ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報  

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常 

に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを 

使って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」という表題の気象情報が府県 

気象情報、地方気象情報、全般気象情報として発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他の情報 

   ⑴ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

種  類 概  要 

土砂キキクル 

（大雨警報（土砂災 

害）の危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図 

上で１km四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて 

常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土 

砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まって 

いる場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要 

とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒 

レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要と 

される警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認 

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警 

戒レベル２に相当。 

 

⑶ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報  

     大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常 

    に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使 

って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地 

方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。 

大雪による大規模な交通障害の発生するおそれが高まり、一層の警戒が必要となるよう 

な短時間の大雪となることが見込まれる場合、「顕著な大雪に関する長野県気象情報」と 

いう表題の気象情報が発表される。 

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差し迫 

っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝えるた 

め、本文を記述せず、見出し文のみの全般・地方・府県気象情報が発表される場合があ 

る。 
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⑸ 記録的短時間大雨情報

（前略）キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現したときに、（以下、略）

  ４ その他の情報 

⑹ 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を

呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風 

の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位 

（松本市は長野県中部）で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まってい

る場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が

得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突

風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象地域

と同じ発表単位で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

⑸ 記録的短時間大雨情報

（前略）キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、（以下、略） 

  ４ その他の情報 

⑹ 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を

呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風 

の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位 

（松本市は長野県中部）で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まっている

場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得ら

れた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発

生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象地域と同じ発

表単位で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 
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警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報および情報 

⑴ 系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第２号の規定に 

基づく法定伝達先。 

注２ 二重線の経路は、気象業務法第 15条及び第 15条の２第２項、第４項及 

び第５項によって、特別警報の通知又は周知の措置が義務づけられている 

伝達経路。 

 

 

警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報および情報 

⑴ 系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号及び第３号 

並びに第９条の規定に基づく法定伝達先。 

注２ 二重線の経路は、気象業務法第 15条の２によって、特別警報の通知もしく 

は周知の措置が義務づけられている伝達経路。 

 

 

 

長野県
（危機管理防災課）

総務省
消防庁

東日本電信電話(株)又は
西日本電信電話(株)

日本放送協会

国土交通省
関東地方整備局

国土交通省
北陸地方整備局

千曲川河川事務所

国土交通省
中部地方整備局

天竜川上流河川事務所

長野地方気象台

気
　
象
　
庁
　
本
　
庁

関係市町村
（松本市）

住
　
民

長野県
（危機管理防災課）

総務省
消防庁

東日本電信電話(株)又は
西日本電信電話(株)
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関東地方整備局
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千曲川河川事務所

国土交通省
中部地方整備局
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第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

    市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるた 

め、住民登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域内で行方不明となった者につい 

て、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

 

 

 

  ５ 災害情報の収集・連絡系統 

⑶ 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

(ｲ) ［県（本庁）の実施する事項］ 

      （新設） 

 

（以下、番号繰り下げ） 

 

 

（新設） 

 

 

(ｳ) ［県現地機関等の実施事項］（松本地域振興局） 

c 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務 

管理課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 

d 地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市及び関係現地機関にお 

ける情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危機管理防 

災課（総括調整班）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣の派遣を 

求めるものとする。 

 

  ６ 通信手段の確保 

⑵ ［県が実施する事項］（危機管理部） 

カ 県有（警察）ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信を行う。 

 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

    市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるた 

め、住民登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域内で行方不明となった者につい 

て、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助 

者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情 

報収集を行うものとする。 

 

  ５ 災害情報の収集・連絡系統 

⑶ 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

(ｲ) ［県（本庁）の実施する事項］ 

      e 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握による救助 

活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、 

安否不明者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより 

、速やかな安否不明者等の絞り込みに努める。 

（以下、番号繰り下げ） 

j 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町 

村等を通じて把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を 

行うよう認める。 

     (ｳ) ［県現地機関等の実施事項］（松本地域振興局） 

c 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務 

管理（・環境）課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 

d 地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市及び関係現地機関にお 

ける情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危機管理防 

災課（総括調整班）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求める 

ものとする。 

 

  ６ 通信手段の確保 

⑵ ［県が実施する事項］（危機管理部） 

カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信 
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（危機管理部、警察本部） 

 

 「別記」 災害情報収集連絡系統 

 

⑵ 人的及び住家の被害状況報告    様式２号又は消防庁第４号様式(その２) 

      高齢者等避難・避難指示緊急安全確保等避難状況報告   

様式２－１号又は長野県防災情報システムにより報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明し

た場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者

は直接または必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は県危機管理防災課（災害

対策本部）にも連絡するものとする 

 

⑶ 社会福祉施設の被害状況報告  様式３号 

  ア 社会福祉施設・職業訓練施設被害状況報告（精神障害者社会復帰施設に関する 

ことを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行う。                   （危機管理部、警察本部） 

 

 「別記」 災害情報収集連絡系統 

 

⑵ 人的及び住家の被害状況報告    様式２号又は消防庁第４号様式(その２) 

      高齢者等避難・避難指示緊急安全確保等避難状況報告   

様式２－１号又は長野県防災情報システムにより報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明し

た場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者

は直接または必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は県危機管理防災課（災害

対策本部）にも連絡するものとする 

 

⑶ 社会福祉施設の被害状況報告  様式３号 

  ア 社会福祉施設・職業訓練施設被害状況報告（精神障害者社会復帰施設に関する 

ことを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 閣 府 

松本市（危機管理部） 
地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県危機管理防災課（災害対策 

本部室）県危機管理部 

消防庁 

関係機関 

自衛隊偵察班 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 厚生労働省 

施設管理者 
保健福祉事務所 

福祉課 

 

県健康福祉部 

県県民文化部 

関係課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

県健康福祉政策課 

県 文 化 政 策 課 

松本市（健康福祉部 

・産業振興部） 

内 閣 府 

松本市（危機管理部） 地域振興局総務管理課 
県危機管理防災課（災害対策 

本部室）県危機管理部 

消防庁 

関係機関 

自衛隊偵察班 

地域振興局総務管理課 厚生労働省 

施設管理者 
保健福祉事務所 

福祉課 

 

県健康福祉部 

県県民文化部 

関係課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

県健康福祉政策課 

県 文 化 政 策 課 

松本市（健康福祉部 

・産業振興部） 
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    イ 社会福祉施設被害状況報告（精神障害者社会復帰施設に関わること）様式３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑷ 農業関係被害状況報告     様式５号 

    ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 農地・農業用施設被害状況（農業集落排水施設を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 社会福祉施設被害状況報告（精神障害者社会復帰施設に関わること）様式３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑷ 農業関係被害状況報告     様式５号 

    ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 農地・農業用施設被害状況（農業集落排水施設を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 
厚生労働省 

施設管理者 
保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

県障害者支援課 

松本市（健康福祉部） 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

 

農林水産省 

地域振興局農政課 

農業農村支援センター 
県農業政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（産業振興部） 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

 

農林水産省 

地域振興局農地整備課 県農地整備課 

松本市 

（産業振興部） 県農業政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

県健康福祉政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

地域振興局総務管理課 
厚生労働省 

施設管理者 
保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

県障害者支援課 

松本市（健康福祉部） 

地域振興局総務管理課 農林水産省 

地域振興局農政課 

農業農村支援センター 
県農業政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（産業振興部） 

地域振興局総務管理課 農林水産省 

地域振興局農地整備課 県農地整備課 

松本市 

（産業振興部） 県農業政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

県健康福祉政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
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ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 林業関係被害状況報告    様式６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 土木関係被害状況報告  様式７号 

ア 県管理河川の氾濫箇所  地図又はGISによる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 林業関係被害状況報告    様式６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 土木関係被害状況報告  様式７号 

ア 県管理河川の氾濫箇所  地図又はGISによる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

 

農林水産省 

地域振興局林務課 県林務部関係課 

県危機管理防災課 

(災害対策本部室） 

松本市 

（環境エネルギー部） 
県森林政策課 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

 

農林水産省 

地域振興局農地整備課 

県農地整備課 

県生活排水課 

松本市 

（産業振興部） 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県 河 川 課 建 設 事 務 所 

砂 防 事 務 所 

県 危 機 管 理 防 災 課 

(災害対策本部室) 
市 

I S U T ( 内 閣 府 ) 

国土地理院 

関東地方測量部 
自衛隊 

地域振興局総務管理課 農林水産省 

地域振興局林務課 県林務部関係課 

県危機管理防災課 

(災害対策本部室） 

松本市 

（環境エネルギー部） 
県森林政策課 

地域振興局総務管理課 

農林水産省 

地域振興局農地整備課 

県農地整備課 

県生活排水課 

松本市 

（産業振興部） 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

県 河 川 課 建 設 事 務 所 

砂 防 事 務 所 

県 危 機 管 理 防 災 課 

(災害対策本部室) 
市 

I S U T ( 内 閣 府 ) 

国土地理院 

関東地方測量部 
自衛隊 地域振興局 

総務管理課 
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イ 公共土木施設被害状況報告等

ウ 土砂災害等による被害報告

⑺ 都市施設被害状況報告 様式８号 

イ 公共土木施設被害状況報告等

ウ 土砂災害等による被害報告

⑺ 都市施設被害状況報告 様式８号 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 国土交通省 

建 設 事 務 所 

砂 防 事 務 所 
県河川課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
松本市（建設部） 

関係機関 

自衛隊偵察班 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 
国土交通省 

建設事務所 

砂防事務所 

県砂防課 県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
松本市（建設部） 

関係機関 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 国土交通省 

建 設 事 務 所 
県都市・まちづくり課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市（建設部） 

自衛隊 

地域振興局総務管理課 国土交通省 

建 設 事 務 所 

砂 防 事 務 所 
県河川課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
松本市（建設部） 

関係機関 

自衛隊偵察班 

地域振興局総務管理課 国土交通省 

建設事務所 

砂防事務所 

県砂防課 県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
松本市（建設部） 

関係機関 

地域振興局総務管理課 
国土交通省 

建 設 事 務 所 
県都市・まちづくり課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市（建設部） 

自衛隊 
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⑻ 水道施設被害状況報告   様式９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑼ 廃棄物処理施設被害状況報告 様式１０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 感染症関係報告     様式１１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻ 水道施設被害状況報告   様式９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑼ 廃棄物処理施設被害状況報告 様式１０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽ 感染症関係報告     様式１１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 厚生労働省 

地域振興局 

環境・廃棄物対策課 

環境課 

総務管理・環境課 

県水大気環境課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

松本市 

（上下水道局） 

自衛隊偵察班 

地域振興局 

環境・廃棄物対策課 

環境課 

総務管理・環境課 

環境省 

県資源循環推進課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（環境エネル

ギー部） 

自衛隊偵察班 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 
厚生労働省 

保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

県感染症対策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 松本市 

（健康福祉部） 

自衛隊偵察班 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県健康福祉政策課 

地域振興局総務管理課 厚生労働省 

地域振興局 

環境・廃棄物対策課 

環境課 

総務管理・環境課 

県水大気環境課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

松本市 

（上下水道局） 

自衛隊偵察班 

地域振興局 

環境・廃棄物対策課 

環境課 

総務管理・環境課 

環境省 

県資源循環推進課 

県生活排水課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（環境エネル

ギー部） 

自衛隊偵察班 

地域振興局総務管理課 
厚生労働省 

保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

県感染症対策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 松本市 

（健康福祉部） 

自衛隊偵察班 

地域振興局総務管理課 

県健康福祉政策課 
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⑾ 医療施設関係被害状況報告 様式１２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑿ 商工関係被害状況報告    様式１３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒀ 観光施設被害状況報告    様式１４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑾ 医療施設関係被害状況報告 様式１２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑿ 商工関係被害状況報告    様式１３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒀ 観光施設被害状況報告    様式１４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 厚生労働省 

保健福祉事務所 

総務課 食品・生活衛生課 

県医療推進課 

県薬事管理課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 施設管理者 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

 

厚生労働省 

経済産業省 

地域振興局 

商工観光課 
県産業政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（産業振興部） 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

環境省 

観光庁 

県山岳高原観光課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（文化観光部） 

観光情報センター 

県健康福祉政策課 

地域振興局 

商工観光課 

松本市 

（健康福祉部） 
地域振興局総務管理課 厚生労働省 

保健福祉事務所 

総務課 食品・生活衛生課 

県医療推進課 

県薬事管理課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 施設管理者 

地域振興局総務管理課 
厚生労働省 

経済産業省 

地域振興局 

商工観光課 
県産業政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（産業振興部） 

地域振興局総務管理課 

環境省 

観光庁 

県山岳高原観光課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（文化観光部） 

観光情報センター 

県健康福祉政策課 

地域振興局 

商工観光課 

松本市 

（健康福祉部） 
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⒁ 教育関係被害状況報告

ア 市施設

イ 県施設

ウ 私立施設

⒁ 教育関係被害状況報告

ア 市施設

イ 県施設

ウ 私立施設

教育事務所 県教育委員会関係課 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（教育委員会

事務局） 

文部科学省 

施設管理者 
県教育委員会関係課 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県教育政策課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（教育委員会

事務局） 

文部科学省 

松本市 

（教育委員会事務局） 

県私学・高等教育課 

文部科学省 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

施設管理者 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県財産活用課 

県文化政策課 

連絡 

教育事務所 県教育委員会関係課 

地域振興局総務管理課 

県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（教育委員会

事務局） 

文部科学省 

施設管理者 
県教育委員会関係課 

地域振興局総務管理課 

県教育政策課 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

松本市 

（教育委員会

事務局） 

文部科学省 

松本市 

（教育委員会事務局） 

県私学・高等教育課 

文部科学省 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

施設管理者 

地域振興局総務管理課 

県財産活用課 

県文化政策課 

連絡 
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現 行 修 正 案 

 

エ 文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒂ 県有財産（企業財産を含む）被害状況報告     様式１６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒃ 市有財産の被害状況報告      様式１７号 

 

 

 

 

 

  注：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 

 

 

 

 

エ 文化財 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒂ 県有財産（企業財産を含む）被害状況報告     様式１６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒃ 市有財産の被害状況報告      様式１７号 

 

 

 

 

 

  注：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 

 

 

 

松本市 

（教育委員会

事務局） 
教育事務所 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

所有者 文化庁 
県文化財・ 

生涯学習課 

県有財産管理者 県関係課 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県危機管理防災課

（災害対策本部室） 

 

県財産活用課 

（企業財産） 

松本市 

（財政部） 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

松本市 

（危機管理部） 

松本市 

（教育委員会

事務局） 
教育事務所 

地域振興局総務管理課 

県教育政策課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

所有者 文化庁 
県文化財・ 

生涯学習課 

県有財産管理者 県関係課 

地域振興局総務管理課 

県危機管理防災課

（災害対策本部室） 

 

県財産活用課 

（企業財産） 

松本市 

（財政部） 

地域振興局総務管理課 県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

 

松本市 

（危機管理部） 
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第３章 第２節 災害情報の収集・連絡活動 

現 行 修 正 案 

⒄ 公益事業関係被害状況報告 様式１８号 

  注：破線は地域振興局への連絡系統が確立されている公益事業関係機関から報告の場合 

⒅ 火災即報 様式１９号 

⒆ 火災等即報（危険物に係る事故）

⒇ 警察調査被害状況報告 様式２０号 

⒄ 公益事業関係被害状況報告 様式１８号 

  注：破線は地域振興局への連絡系統が確立されている公益事業関係機関から報告の場合 

⒅ 火災即報 様式１９号 

⒆ 火災等即報（危険物に係る事故）

⒇ 警察調査被害状況報告 様式２０号 

関係機関 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

広域消防局 
地域振興局 

総務管理（・環境）課 

県消防課 

（災害対策本部室） 

消防庁 

広域消防局 
県消災課（災害対策本部室） 

地域振興局総務管理課 
消防庁 

松本市 

（危機管理部） 

県警察本部 

管区警察局 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
交番、駐在所 

警備業協会 
自衛隊偵察班 

警察署 

地域振興局 

総務管理（・環境）課 

関係機関 

地域振興局総務管理課 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

広域消防局 地域振興局総務管理課 

県消防課 

（災害対策本部室） 

消防庁 

広域消防局 
県消災課（災害対策本部室） 

地域振興局総務管理課 
消防庁 

松本市 

（危機管理部） 

県警察本部 

管区警察局 

県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 
交番、駐在所 

警備業協会 
自衛隊偵察班 

警察署 

地域振興局総務管理課 
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第３章 第３節 非常参集職員の活動  

現 行 修 正 案 

 

第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

配備体制 第３配備 

活動開始基準 

〇 南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表された場合 

 

 

 

 

第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

     配備体制 第３配備 

活動開始基準 

〇 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 
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第３章 第５節 ヘリコプターの運用計画 

現 行 修 正 案 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

別 記 

〈ヘリコプター要請手続要領〉 

２ 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するにあたり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合、 

又は対応できない場合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

  ３ 広域航空消防応援等ヘリコプター 

⑵ 緊急消防援助隊航空小隊の出動計画

ア 大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第１次的に応援出動す

る航空小隊を第一次出動航空小隊とし、長野県に災害発生した場合の第一次出

動航空小隊は以下のとおり。

イ 第１次出動航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を

得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小隊とし、

長野県に発生した場合の出動準備航空小隊は以下のとおり。

東京消防庁 埼玉県 山梨県 横浜市 新潟県 

富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市 

栃木県 茨城県 千葉市 川崎市 石川県 福井県 

静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

別 記 

〈ヘリコプター要請手続要領〉 

２ 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するにあたり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合、 

又は対応できない場合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

  ３ 広域航空消防応援等ヘリコプター 

⑵ 緊急消防援助隊航空小隊の出動計画

ア 大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第１次的に応援出動す

る航空小隊を第一次出動航空小隊とし、長野県に災害発生した場合の第一次出

動航空小隊は以下のとおり。

イ 第１次出動航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を

得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小隊とし、

長野県に発生した場合の出動準備航空小隊は以下のとおり。

東京消防庁 埼玉県 山梨県 群馬県 新潟県 

富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市 

茨城県 栃木県 千葉市 横浜市 川崎市 石川県 

福井県 静岡県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 

県危機管理部 

（消防課・危機管理防災課） 
警察本部 

（警備第二課） 

県危機管理部 

（消防課・危機管理防災課） 
警察本部 

（警備第二課）  （地域課） 
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第３章 第５節 ヘリコプターの運用計画  

現 行 修 正 案 

 

  ４ 自衛隊ヘリコプター 

要請については、本章第６節「自衛隊の災害派遣」による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ 自衛隊ヘリコプター 

要請については、本章第６節「自衛隊の災害派遣」による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本地域振興局長 

 
知 事 

 

危機管理部長 

（危機管理防災課） 

 

松本市長 

要請 

第１３普通科連隊長 

(松本駐屯地司令) 
通知（知事への要請 

要求が出来ない場合） 

自衛隊連絡班 

連絡調整 

関係部長 

現地機関の長 

指定地方行政機関等 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 

松本地域振興局長 

警察本部長 

(警備第二課) 

交 番 

駐在所 

警察署長 

 
知 事 

 

危機管理部長 

（危機管理防災課） 

 

松本市長 

連絡調整 

要請 

第１３普通科連隊長 

(松本駐屯地司令) 
通知（知事への要請 

要求が出来ない場合） 

自衛隊連絡班 

連絡調整 

関係部長 

現地機関の長 

指定地方行政機関等 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 

83



風水害対策編 

第３章 第５節 ヘリコプターの運用計画  

現 行 修 正 案 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野厚 

生連佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院へドクターヘリの出動を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野厚 

生連佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院へドクターヘリの出動を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 

又は信州大学医学部付属病院 

 

 

知  事 

 

県危機管理部長(消防課) 
健康福祉部 

（医療政策課） 

 

指定地方行政機関等 

地域振興局長 

 

市  長 

要請 

調整 

報告 

要請 

要請 

 

広域消防局 

要請 

要請 

平素の手続 

災害時の手続 

災害時の手続（急を要する場合） 

要請 

長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 

又は信州大学医学部付属病院 

 

 

知  事 

 

県危機管理部長(消防課) 
健康福祉部 

（医療推進課） 

 

指定地方行政機関等 

地域振興局長 

 

市  長 

要請 

調整 

報告 

要請 

要請 

 

広域消防局 

要請 

要請 

平素の手続 

災害時の手続 

災害時の手続（急を要する場合） 

要請 
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第３章 第６節 自衛隊の災害派遣  

現 行 修 正 案 

 

第６節 自衛隊の災害派遣 

 

第３ 活動の内容 

１ 派遣要請 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 派遣の要請 

 b 救援活動の内容 

自衛隊の救援活動の具体的内容及び災害派遣を要請できる範囲は、災害の 

状況、他の救援機関等の活動状況等のほか、要請内容、現地における部隊等 

の人員、装備等により異なるが、おおむね次による。 

 

項目 内   容 

炊飯及び給

水 

被災者に対する炊飯及び給水 

 

(ｲ) 派遣の要請手続 

a 市長は、自衛隊の災害派遣を求めようとするときは、文書又は口頭をもっ 

て地域振興局長もしくは警察署長に派遣要請を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 自衛隊の災害派遣 

 

第３ 活動の内容 

１ 派遣要請 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ) 派遣の要請 

 b 救援活動の内容 

自衛隊の救援活動の具体的内容及び災害派遣を要請できる範囲は、災害の 

状況、他の救援機関等の活動状況等のほか、要請内容、現地における部隊等 

の人員、装備等により異なるが、おおむね次による。 

 

項目 内   容 

給食及び給

水、入浴支

援 

被災者に対する給食及び給水、入浴支援 

 

(ｲ) 派遣の要請手続 

a 市長は、自衛隊の災害派遣を求めようとするときは、文書又は口頭をもっ 

て地域振興局長派遣要請を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85



風水害対策編 

第３章 第６節 自衛隊の災害派遣  

現 行 修 正 案 

 

(ｳ) 派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 【県が実施する対策】（全部局） 

(ｳ) 派遣要請手続 

b 警察署における措置 

⒜ 警察署長は、市長から派遣要請をするよう求められたときは、ただちに 

地域振興局長と連絡調整を行い、警察本部長（警備第二課）に文書または 

口頭をもって報告する。 

⒝ 警察署長は、災害の状況から緊急を要すると認められるときは、市長の 

要求を待たないで(a)の例により報告する。 

⒞ 警察署長は、上記により口頭をもって報告したときは、後刻文書により 

報告する。 

 

(ｳ) 派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 【県が実施する対策】（全部局） 

(ｳ) 派遣要請手続 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

第１３普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 

 

知 事 

 

危機管理部長 

(危機管理防災課) 

松本地域振興局長 

(総務管理課℡４７－７８００） 

関係部長 

現地機関の長 

指定地方行政機関等の長 

通知 

(知事への要請要求 

が出来ない場合) 
要請 

連絡調整 

自衛隊連絡班 

連絡班が県庁に 

派遣されている 

場合 

松本市長 

第１３普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 

 

知 事 

 

危機管理部長 

(危機管理防災課) 

松本地域振興局長 

(総務管理課℡４７－７８００） 

警察本部長 

(警備第二課) 

警察署長 

交番・駐在所 

関係部長 

現地機関の長 

指定地方行政機関等の長 

通知 

(知事への要請要求 

が出来ない場合) 
要請 

連絡調整 連絡調整 

自衛隊連絡班 

連絡班が県庁に 

派遣されている 

場合 

松本市長 
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第３章 第６節 自衛隊の災害派遣  

現 行 修 正 案 

     c 本庁（警察本部を含む）における措置 

⒜ 関係部局長、警察本部長は、上記ａ及びｂにより報告を受けたときは、直 

ちに危機管理部長に文書または口頭をもって連絡する。 

⒝ 危機管理部長は、地域振興局長からの報告及び要求もしくは⒜の連絡を受 

けたときは、その災害の規模等について状況を確認のうえ、知事にその旨を 

報告し、その指示を受けて第１３普通科連隊長に対し、文書または口頭をも 

って災害派遣の要請を行う。 

 

 

b 本庁における措置 

⒜ 関係部局長、警察本部長は、上記ａにより報告を受けたときは、直ちに 

危機管理部長に文書または口頭をもって連絡する。 

⒝ 危機管理部長は、地域振興局長からの報告及び要求を受けたときは、そ 

の災害の規模等について状況を確認のうえ、知事にその旨を報告し、その 

指示を受けて第１３普通科連隊長に対し、文書または口頭をもって災害派 

遣の要請を行う。 
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風水害対策編 

第３章 第７節 救助・救急・医療活動 

現 行 修 正 案 

第７節 救助・救急・医療活動 

第３ 活動の内容 

２ 医療活動 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部）

(ｸ) 災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・ 

救急、消火、医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害医療本部

や現地対策本部と連携して必要な調整を行う。

(ｹ) 災害対策本部は、警察、消防、自衛隊、ＤＭＡＴ都道府県調整本部の航空機

運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るた

め、航空機の配備や活動内容の調整などを行う。

(ｺ) （新設）

ウ 【関係機関が実施する対策】

(ｴ) 日本赤十字社長野県支部長は、赤十字血液センターにおいて、輸血用血液

の確保を行い、各医療機関等の要請に基づき緊急輸送する。

また、当該血液が不足する場合には、報道機関に協力を要請し、移動採血

車等により採血するとともに、日本赤十字社の各基幹血液センター等の応援

を要請する。

（新設） 

第７節 救助・救急・医療活動 

第３ 活動の内容 

２ 医療活動 

⑵ 実施計画

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部）

(ｸ) 災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、救助・ 

救急、消火、医療等の各種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、 

災害医療本部や現地対策本部と連携して必要な調整を行う。

(ｹ) 災害対策本部は、警察、消防、自衛隊、ＤＭＡＴ都道府県調整本部の航空機

運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るた

め、航空機の配備や活動内容の調整などを行う。

(ｺ) 災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、国

土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼するものとする。また、同空域

が指定された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許

可申請に係る調整を行うものとする。

（以下、番号繰り下げ）

ウ 【関係機関が実施する対策】

(ｴ) 日本赤十字社長野県支部長は、県内２箇所赤十字血液センターにおいて、

輸血用血液の確保を行い、各医療機関等の要請に基づき緊急輸送する。

また、当該血液が不足する場合には、報道機関に協力を要請し、移動採血

車等により採血するとともに、日本赤十字社の各基幹血液センター等の応援

を要請する。

(ｾ) （一社）長野県理学療法士会は、県との協定に基づく要請があった場合は、 

避難所等において、傷病者、被災者に対し応急処理活動等を行うものとする。 
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風水害対策編 

第３章 第１２節 避難受入れ及び情報提供活動  

現 行 修 正 案 

 

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

     (ｴ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、市から求めがあった場合には、 

その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期等に 

ついて助言するものとする。また、都道府県は、時機を失することなく避難指 

示等が発令されるよう、市に積極的に助言するものとする。 

 

 

ウ 避難指示、高齢者等避難及び報告、通知等 

(ｱ) ［市長の行う措置］ 

ａ 避難指示 

⒜ 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表さ 

れ、避難を要すると判断される場合 

⒟ 長野県・長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情報、氾濫危険情 

報、氾濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

(ｴ) ［警察官の行う措置］ 

a 指示 

⒞ 市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求のあっ 

たときは、警察官は災害対策基本法第６１条により、必要と認める地域の居 

住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを指示する。 

この避難指示に従わない者に対する直接強制は認められない。 

 

 

４ 避難所の開設・運営 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

(ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の 

者の協力が得られるよう努める。 

 

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

     (ｴ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、市から求めがあった場合には、 

その所掌事務に関し、避難指示等の対象地域、発令及び解除の判断時期等に 

ついて助言するものとする。また、県は、時機を失することなく避難指示等が 

発令されるよう、市に積極的に助言するものとする。さらに、市町村は、避難 

指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技 

術的な助言等も活用し、適切に判断を行うものとする。 

    ウ 避難指示、高齢者等避難及び報告、通知等 

(ｱ) ［市長の行う措置］ 

ａ 避難指示 

⒜ 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表さ 

れ、避難を要すると判断される地域 

⒟ 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情報、氾 

濫危険情報、氾濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

     (ｴ) ［警察官の行う措置］ 

ａ 指示 

⒞ 市長による避難の指示ができないと認めるとき、又は市長から要求のあ 

ったときは、警察官は災害対策基本法第６１条により、必要と認める地域 

の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退き 

又は緊急安全確保措置を指示する。 

この避難指示に従わない者に対する直接強制は認められない。 

 

   ４ 避難所の開設・運営 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

(ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の 

者の協力が得られるよう努める。 
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風水害対策編 

第３章 第１２節 避難受入れ及び情報提供活動  

現 行 修 正 案 

ａ 避難者 

ｂ 市民 

ｃ 自主防災組織 

ｄ 他の地方公共団体 

ｅ ボランティア 

ｆ 避難所運営について専門性を有した外部支援者 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、 

避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な 

避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

   ６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、健康福祉部、危機管理部） 

 

 

 

 

 

ａ 避難者 

ｂ 市民 

ｃ 自主防災組織 

ｄ 他の地方公共団体 

ｅ ボランティア 

ｆ 避難所運営について専門性を有した NPO等の外部支援者 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、 

受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース 

の確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものと 

する。また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用 

スペース等での受け入れを適切に行うものとする。 

 

   ６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 
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風水害対策編 

第３章 第１３節 孤立地域対策活動 

現 行 修 正 案 

第１３節 孤立地域対策活動 

第３ 活動の内容 

３ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する対策】（東日本電信電話（株）松本支店）

第１３節 孤立地域対策活動 

第３ 活動の内容 

３ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する対策】（東日本電信電話（株））
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風水害対策編 

第３章 第１４節 食料品等の調達供給活動  

現 行 修 正 案 

 

第１４節 食料品等の調達供給活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 食料品等の調達 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部、こども部） 

     （新設） 

 

    イ 【県が実施する対策】 

     （新設） 

 

 

 

 

 

第１４節 食料品等の調達供給活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 食料品等の調達 

⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する対策】（産業振興部、こども部） 

     (ｶ) 避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメント 

の実施、食物アレルギーに考慮した食料の確保等に努めるものとする。 

    イ 【県が実施する対策】 

     (ｼ) 避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメント

の実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 
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風水害対策編 

第３章 第１６節 生活必需品の調達供給活動  

現 行 修 正 案 

 

第１６節 生活必需品の調達供給活動 

 

第３ 活動の内容 

  ２ 生活必需品の供給 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する対策】（危機管理部、企画振興部、産業労働部、農政部） 

市の要請に基づき、迅速に供給する。 

輸送の方法については、本章第１０節「緊急輸送活動」によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

第１６節 生活必需品の調達供給活動 

 

第３ 活動の内容 

  ２ 生活必需品の供給 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、産業労働部、農政部） 

市の要請に基づき、迅速に供給する。 

また、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に応じ、被災市町村への 

燃料の優先供給に係る調整に努める。 

輸送の方法については、本章第１０節「緊急輸送活動」によるものとする。 
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風水害対策編 

第３章 第１７節 保健衛生、感染症予防活動  

現 行 修 正 案 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上

に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行う

とともに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

   ⑴ 基本方針 

災害発生直後より、被災地及び避難所等に保健師、を派遣し、被災者の救護及び 

健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取 

り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及 

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｳ) 要医療者及び慢性疾患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受診状

況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ) 被災者の食料確保のため、炊き出し、その他食品の調達について、県に対し 

報告し、給食施設等の復旧活動等を速やかに推進するものとする。 

(ｵ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策 

保健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民及び災害 

復旧に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、避難所の保 

健衛生管理、感染症及び食中毒の防止に努める。実施の時点は、発災後７２時 

間以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上

に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行う

とともに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

   ⑴ 基本方針 

被災地及び避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科衛生士を派遣し、被災者の救 

護及び健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取 

り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及 

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｳ) 要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受診

状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ) （削除） 

（以下番号繰り下げ） 

(ｴ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策

について、保健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住

民及び災害復旧に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、

避難所の保健衛生管理、感染症及び食中毒の防止に努める。 
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風水害対策編 

第３章 第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

  ２ 感染症予防対策 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部）

(ｱ) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、県に準じて感染症予防対策のため

の組織を明確化するとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計

画を樹立し、被災時は迅速に対応する。

(ｲ) 感染症発生の予防のため、感染症対策組織を設け、速やかな感染症対策活

動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。

(ｵ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は

無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と

保健福祉担当部局が連携して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づく消毒等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に

応じて実施するものとする。

また、避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な 

措置を講じるよう努めるものとする。 

加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健所は、 

平常時から関係部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、 

災害時には、関係機関と連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な 

連絡・調整を行うものとする。 

(ｶ) 関係団体の協力を得て、災害感染症対策実施要綱に基づき、被害状況、感染

症対策活動状況、災害感染症対策所要見込額を取りまとめるとともに、知事

へ報告する。

市の行う具体的な計画 

◎ 感染症対策活動

１ 調査、啓蒙活動

⑴ 被災地（特に断水地域、共同避難所、住宅密集地重点）の検疫

⑵ 被災地の井戸、及び検水指導

⑶ 感染症発生が予測され若しくは、発生した場合の措置

ア 発生が予測される時

地域住民に充分注意を喚起する。（必要に応じて危険区域住民の

検査等を実施する） 

イ 発生が確認された時

その旨を周知徹底し、流行の防止を図る。（必要に応じて検査等

  ２ 感染症予防対策 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部）

(ｱ) （削除）

(ｲ) 感染症発生の予防のため、保険医療調整本部において、速やかな感染症対

策活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。

(ｵ) 避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を

講じるよう努めるものとする。

加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健所は、 

平常時から関係部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するとともに、 

災害時には、関係機関と連携し、自宅療養者等の避難の確保のために必要な 

連絡・調整を行うものとする。 

(ｶ) 関係団体の協力を得て、被害状況、感染症対策活動状況、災害感染症対策所

要見込額を取りまとめるとともに、知事へ報告する。

（削除） 
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風水害対策編 

第３章 第１７節 保健衛生、感染症予防活動  

現 行 修 正 案 

を実施する）。 

 

２ 消毒の要領等 

⑴ 感染症発生が予測される場合の措置 

予測される感染症の種類に応じ、消毒等発生予防策を行う。 

⑵ 感染症発生に対する措置 

ア 保健所は、状況に応じ患者を施設等へ収容する。（必要に応じて 

消毒等を行う） 

イ 必要に応じ、関係者と対策を講ずる。 

 

３ 衛生協議会と協調 

⑴ 本計画実施にあたり地区衛生協議会及び町会衛生部は次により、市 

本部と密接な連絡、協調を保つ。 

⑵ 地区衛生協議会及び町会衛生部は災害発生の際は、直ちに実情を現 

地調査し、市本部へ報告すること。組織すること。 

 

４ 公衆便所の管理 

断水等で使用不能となる恐れのある公衆便所の見回りと、使用停止に 

つとめる。 

 

 

 

 

96



風水害対策編 

第３章 第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動  

現 行 修 正 案 

 

第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 遺体の捜索及び対応 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｷ) 身元確認・遺体の引渡しについては以下のとおりとする。 

b 本籍地の不明な遺体は死体取扱規則第７条に基づき、遅滞なく市長にその 

所持品とともに引き渡す。この場合においては、死亡報告書に本籍等不明死 

体調査書を添えて行い、遺体及び所持品引取書を徴しておく。 

 

 

 

 

 

 

第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 遺体の捜索及び対応 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｷ) 身元確認・遺体の引渡しについては以下のとおりとする。 

b 身元を明らかにすることができない遺体は、当該遺体を引き渡したとして 

もその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合において 

、死体取扱規則第５条に基づき、遅滞なく市長にその所持品とともに引き渡 

す。この場合においては、死亡報告書に本籍等不明死体調査書を添えて行い、 

遺体及び所持品引取書を徴しておく。 
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風水害対策編 

第３章 第２６節 通信・放送施設応急活動 

現 行 修 正 案 

第２６節 通信・放送施設応急活動 

第３ 活動の方針 

３ 電気通信施設の応急活動 

⑵ 実施計画

ア 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱、 

が実施する計画】

  ５ 警察通信施設の応急活動 

⑵ 実施計画

ア 【警察本部が実施する計画】

(ｵ) 衛星通信車および応急用通信機器及び応急通信対策車の支援要請

(ｶ) （新設）

(ｸ) （新設）

第２６節 通信・放送施設応急活動 

第３ 活動の方針 

３ 電気通信施設の応急活動 

⑵ 実施計画

ア 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モ

バイル㈱が実施する計画】

  ５ 警察通信施設の応急活動 

⑵ 実施計画

ア 【警察本部が実施する計画】

(ｵ) 衛星通信車及び応急通信対策車の支援要請

(ｶ) 応急用資機材の支援要請

(ｸ) 本部代替施設の開設
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風水害対策編 

第３章 第３７節 飼養動物の保護対策  

現 行 修 正 案 

 

第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷又は放浪動物の保護活動及び避難所等における家庭動物の適 

正飼養。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想される 

ため、関係機関による保護活動を行う。 

また、飼い主がペットと同行避難するための適正な飼育環境を確保し、適正飼養を 

行う。 

 

 

 

２ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、産業振興部） 

(ｱ) 関係機関等と協力をして被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適 

切な処置を講ずる。 

(ｲ) 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止す 

るため、県、警察、飼い主、その他の関係機関との連携の下必要な措置を講じる 

。 

(ｳ) ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設 

住宅等における適切な体制整備に努めるものとする。 

(ｴ) 被災地における飼養動物の取り扱いに関し、現地の状況に応じ指導を行うも 

のとする。 

(ｵ) 動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動 

物の飼育について、関係団体と連携し、適正な動物飼養に関する相談等を行う。 

イ 【県が実施する計画】 

 （新設） 

 

(ｱ) 県は、市から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があった場合 

は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置を講ずる。なお、職員を派遣す 

 

第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷動物あるいは放浪動物の保護活動及び避難所等における家庭 

動物の適正飼養に関する相談等を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想される 

ため、関係機関による保護活動を行う。 

また、被災住民がペットとともに避難所に避難することが予想されるため、指定避 

難所におけるペットの同行避難の推進及び適正な飼育環境を確保できるよう、助言等 

の支援を行う。 

ペットと過ごす避難所が開設された場合、適正な飼養に関する相談等を行う。 

 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（健康福祉部、産業振興部） 

ア 関係機関等と協力をして被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適切 

な処置を講ずる。 

イ 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止する 

ため、県、警察、飼い主、その他の関係機関との連携の下必要な措置を講じる。 

 

ウ ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設住 

宅等における受け入れ体制の確認に努め、必要に応じて助言指導を行う。 

エ  被災地における飼養動物の取り扱いに関し、現地の状況に応じ指導を行うも 

のとする。 

オ  動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動 

物の飼育について、関係団体と連携し、適正な動物飼養に関する相談等を行う。 

⑵ 【県が実施する計画】 

ア 県は、市町村が行う被災地における飼育動物の取り扱いに関し、現地の状況 

に応じ助言を行う。（健康福祉部） 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があ 

った場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 
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風水害対策編 

第３章 第３７節 飼養動物の保護対策  

現 行 修 正 案 

る際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康 

管理やマスク着用等を徹底する。（健康福祉部、農政部、警察本部） 

(ｲ) 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止する 

ため、市、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置を講じる。                      

（健康福祉部、農政部） 

（新設） 

 

 

(ｳ) 県は状況に応じて「災害時における愛護動物の救護活動に関する協定」に基 

づく災害時被災動物救護本部を設置するとともに、(一社)長野県獣医師会及び 

長野県動物愛護会に協力を求める。            （健康福祉部） 

(ｴ) 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受け入れるために避難所運営指針 

を必要に応じて見直し、市や関係機関と、研修会や総合防災訓練における実施 

等を通じて、平時より普及啓発と連携を進める。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

 

 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

 

ウ 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するため 

、市、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置をとる。                      

（健康福祉部、農政部） 

エ 動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難した動物の 

飼育について被災市町村から応援要請があった場合は、関係団体と連携し、適正な 

動物飼育関係に関する相談等を行う。（健康福祉部、農政部） 

オ 県は状況に応じて「災害時における愛護動物の救護活動に関する協定」に基づく 

災害時被災動物救護本部を設置するとともに、(一社)長野県獣医師会及び長野県動 

物愛護会に協力を求める。                  （健康福祉部） 

カ 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受け入れるために避難所運営指針を必 

要に応じて見直し、市町村や関係機関と、研修会や総合防災訓練における実施等を 

通じて、平時より普及啓発と連携を進める。 

（危機管理部、健康福祉部） 

 

 

 

 

100



風水害対策編 

第３章 第４１節 観光地の孤立災害応急対策 

現 行 修 正 案 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策 

第３ 活動の内容 

３ 救助・救出・避難対策 

⑵ 実施計画

エ 【関係機関が実施する対策】（長野地方気象台）

ヘリコプター等の運用計画を支援する気象情報の提供等、「警報等の種類及び発

表基準」により注意報・警報等を発表する。具体的基準は風水害対策編第 3章第 1 

節災害直前活動」を参照。 

４ 物資の搬送等 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する対策】（中部電力㈱）

災害の状況に応じ、発電機車を投入するなど早期通電に向けた対策を行う。

第４１節 観光地の孤立災害応急対策 

第３ 活動の内容 

３ 救助・救出・避難対策 

⑵ 実施計画

エ 【関係機関が実施する対策】（長野地方気象台）

ヘリコプター等の運用計画を支援する防災気象情報の提供等、「警報等の種類及

び発表基準」により注意報・警報等を発表する。具体的基準は風水害対策編第 3章 

第 1節 災害直前活動」を参照。 

４ 物資の搬送等 

⑵ 実施計画

ウ 【関係機関が実施する対策】（中部電力パワーグリッド㈱）

災害の状況に応じ、発電機車を投入するなど早期通電に向けた対策を行う。
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風水害対策編 

第４章 第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

現 行 修 正 案 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第３ 活動の内容 

  ２ 支援体制 

⑵ 実施計画

ア 【市（危機管理部）及び県が実施する対策】

災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他の県、他の市町村等に対

し職員の派遣、その他の協力を求める。 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第３ 活動の内容 

  ２ 支援体制 

⑵ 実施計画

ア 【市（危機管理部）及び県が実施する対策】

災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他の県、他の市町村等に対

し職員の派遣、その他の協力を求める。特に、他の地方公共団体に対し、技術職 

員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度を活用する 

ものとする。 
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風水害対策編 

第４章 第５節 被災者等の生活再建等の支援 

現 行 修 正 案 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

  １２ 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、総合戦略局、危機管理部）

(ｳ) 市民に対し、テレビ、ラジオ、新聞、掲示板、広報誌等を活用し、広報を

行う。

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 活動の内容 

  １２ 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

⑵ 実施計画

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、総合戦略局、危機管理部）

(ｳ) 市民に対し、インターネット、テレビ、ラジオ、新聞、掲示板、広報誌等

を活用し、広報を行う。
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火山災害対策編 

第１章 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

現 行 修 正 案 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

７ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

ア 電力施設の保全、保安に関すること
イ 電力の供給に関すること

⑻ 中部電力パワーグ
リッド㈱（松本営
業所）、東京電力
リニューアブルパ
ワー㈱（松本事業
所）

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱

⑻ 中部電力パワーグ
リッド㈱（松本支
社）、東京電力
リニューアブルパ
ワー㈱（松本事業
所）

ア 電力施設の保全、保安に関すること
イ 電力の供給に関すること
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火山災害対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

第２ 社会的条件 

３ 道 路 

国道・県道・市道の状況（令和３年４月１日現在） 

国    道 
県 道 市 道 

高速自動車道 一般国道 

路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 

１路線 16.8㎞ 5路線 83.3㎞ 36路線 267.8㎞ 6,893路線 2,326.2㎞ 

※国道及び県道は、令和２年４月１日現在 （資料提供 維持課） 

トンネルの状況（令和２年４月１日現在） 

名 称 延 長 

松本トンネル ２，４４７．０ｍ 

三才山トンネル 
２，５１０．９ｍ 

（上田市分含む） 

安房トンネル 
４，３７０ｍ 

（高山市分含む） 

その他 
５１カ所 

１７，１７４．５ｍ 

合 計 
５４カ所 

２６，５０２．４ｍ 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

第２ 社会的条件 

３ 道 路 

国道・県道・市道の状況（令和５年４月１日現在） 

国    道 
県 道 市 道 

高速自動車道 一般国道 

路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 路線数 実延長 

１路線 16.8㎞ 6路線 109.6㎞ 36路線 267.8㎞ 6,927路線 2,328.5㎞ 

※国道及び県道は、令和４年４月１日現在 （資料提供 維持課） 

トンネルの状況（令和４年４月１日現在） 

名 称 延 長 備 考 

松本トンネル ２，４４７．０ｍ 

三才山トンネル ２，５１０．９ｍ 上田市分含む 

安房トンネル ４，３７０ｍ 高山市分含む 

その他 
５１か所 

１７，１７４．５ｍ 

合 計 
５４か所 

２６，５０２．４ｍ 
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火山災害対策編 

第２章 第１節 火山災害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

第１節 火山災害に強い市づくり 

第３ 計画の内容 

２ 火山災害に強いまちづくり 

⑵ 実施計画

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局）

(ｱ) 火山災害に強いまちの形成

f 道路情報ネットワークシステム等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の

整備を図る。

(ｵ) 災害応急対策等への備え

（新設）

イ 【県が実施する計画】（全部局）

(ｱ) 災害に強いまちの形成

f 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援物資を

届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な市街地

等と高速道路のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路情報ネットワ

ークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備

を図る。また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路に

ついて、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路

の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図る。

(ｵ) 災害応急対策等への備え

（新設）

第１節 火山災害に強い市づくり 

第３ 計画の内容 

２ 火山災害に強いまちづくり 

⑵ 実施計画

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局）

(ｱ) 火山災害に強いまちの形成

f 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。

(ｵ) 災害応急対策等への備え

g 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応

を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるも

のとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを

行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努 

めるものとする。 

 （以下、番号繰り下げ） 

イ 【県が実施する計画】（全部局）

(ｱ) 災害に強いまちの形成

f 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各指定避難所への支援物資を

届けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と

高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を

通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸送道

路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図

るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うと

ともに、国が促進する一般送配電事業所、電気通信事業者における無電柱化

の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。

(ｵ) 災害応急対策等への備え

g 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応

を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるも

のとする。また災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを

行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努

めるものとする。

（以下、番号繰り下げ）
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火山災害対策編 

第２章 第１節 火山災害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

    ウ 【関係機関が実施する計画】（全機関） 

     (ｳ) 災害応急対策等への備え 

      （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ウ 【関係機関が実施する計画】（全機関） 

     (ｳ) 災害応急対策等への備え 

g 他の関係機関と連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、災害対応 

を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるも 

のとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを 

行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努 

めるものとする。 

      （以下、番号繰り下げ） 
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火山災害対策編 

第２章 第３節 情報の収集・連絡体制計画 

現 行 修 正 案 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｼ) 噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説 

情報（臨時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制の 

整備に努める。 

 

（新設） 

 

 

    ウ 【気象庁が実施する計画】 

(ｲ) 火山活動の変化を観測した場合、臨時の発表であることを明記した火山の 

状況に関する解説情報を迅速に発表し、火山活動の変化の事実に加え、火山 

機動観測による緊急観測の実施などの対応状況を明確に公表し、県等に伝達 

するものとする。また、火山活動が変化していることを理解できるよう分り 

やすい説明を加えて発信するものとする。 

  ３ 通信手段の強化 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

(ｶ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

 

    イ 【県が実施する計画】 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整

備を図る。                 （危機管理部、警察本部） 

 

 

 

 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｼ) 噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、臨時の発表であることを 

明記した火山の状況に関する解説情報（以下、「火山の状況に関する解説情報 

（臨時）」という。）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する 

体制の整備に努める。 

(ｾ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の公表 

や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、市町村等と連携の上、あらかじめ 

一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。（危機管理部） 

    ウ 【気象庁が実施する計画】 

(ｲ) 火山活動の変化を観測した場合、火山の状況に関する解説情報（臨時）を迅 

速に発表し、火山活動の変化の事実に加え、火山機動観測による緊急観測の 

実施などの対応状況を明確に公表し、県等に伝達するものとする。また、火山 

活動が変化していることを理解できるよう分りやすい説明を加えて発信する 

ものとする。 

  ３ 通信手段の強化 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

(ｶ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）等の移動 

   系の応急対策機器の整備を図る。 

    イ 【県が実施する計画】 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴ 

Ｅ）等の移動系の応急対策機器の整備を図る。                

（危機管理部、警察本部） 
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火山災害対策編 

第２章 第４節 活動体制計画 

現 行 修 正 案 

 

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 防災中枢機能等の確保 

   ⑴ 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害 

に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムや電動車の活用を含めた自家発電設備等の整 

備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備や、通信途絶時に備えた衛星の整備等非 

常用通信手段の確保が必要である。 

 

 

 

 

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 防災中枢機能等の確保 

   ⑴ 現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害 

に対する安全性の確保等に努める必要がある。 

また、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め 

た自家発電設備等の整備、LPガス災害用バルク、燃料貯蔵設備や、通信途絶時に 

備えた衛星の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 
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火山災害対策編 

第２章 第６節 救助・救急・医療計画  

現 行 修 正 案 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 医療資機材等の備蓄 

   ⑴ 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県医薬品 

卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医薬品等４３品目 

を県内１３か所に、衛生材料２４品目を県内６か所に常時備蓄をするとともに、同 

組合及び同協会と県が平成３０年３月新たに協定を結び、連携体制の強化を図った 

ところである。（松本市管内では医薬品等２か所、衛生材料１か所）さらには日本赤 

十字社長野県支部、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、保健所等 

の関係機関においても備蓄を行い、災害発生時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液につ 

いては、県内３か所に常時備蓄している。 

 

  ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病院 

は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行う。 

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的にも活動を展開できる体制の確 

立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチームへ 

の円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産 

期リエゾンのに努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送について 

も、関係機関による合同訓練を通じ、円滑な引継ぎや搬送体制の確立に努め 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 医療資機材等の備蓄 

   ⑴ 現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、長野県医薬品 

卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会において、初期治療用医薬品等４３品目 

を県内１３か所に、衛生材料２４品目を県内６か所に常時備蓄をするとともに、同 

組合及び同協会と県が平成３０年３月新たに協定を結び、連携体制の強化を図った 

ところである。（松本市管内では医薬品等２か所、衛生材料１か所）さらには日本赤 

十字社長野県支部、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、保健所等 

の関係機関においても備蓄を行い、災害発生時に備えている。 

また、血清・ワクチンについては関係機関に常時保管しており、輸血用血液につ 

いては、県内２か所に常時備蓄している。 

 

  ３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院 

は、ドクターヘリによる救急搬送の協力体制について整備を行う。 

(ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的にも活動を展開できる体制の確 

立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチームへ 

の円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産 

期リエゾンの確保に努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送につ 

いても、関係機関による合同訓練を通じ、円滑な引継ぎや搬送体制の確立に 

努める。 
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火山災害対策編 

第２章 第６節 救助・救急・医療計画  

現 行 修 正 案 

 ４ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    エ 【関係機関が実施する計画】 

（参考） 

医療用資機材医薬品等の備蓄一覧 

 

区 分 

備  蓄  場  所 

合 計 
松本市域 小計 

その他 

の地域 
小計 

輸血用血液の常時

備蓄 

長野県赤十

字血液セン

ター松本供

給出張所 

１ 

南信（１） 

東北信（１

） 

２ ３ 

 

 

 

 

 

 

  ４ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

   ⑵ 実施計画 

    エ 【関係機関が実施する計画】 

（参考） 

医療用資機材医薬品等の備蓄一覧 

 

区 分 

備  蓄  場  所 

合 計 
松本市域 小計 

その他 

の地域 
小計 

輸血用血液の常時

備蓄 

長野県赤十

字血液セン

ター松本事

業所 

１ 
中南信（１） 

東北信（１） 
２ ３ 
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火山災害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画  

現 行 修 正 案 

 

第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

 ア  【市が実施する計画】 

          （危機管理部、住民自治局、健康福祉部、総合戦略局、文化観光部） 

(ｱ) 避難マニュアル等の作成          （危機管理部、住民自治局） 

     h 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

⒝ 災害時における広報 

・ ホームページ、ＳＮＳによる周知 

・ 広報車による周知 

・ 防災行政無線による広報 

・ 住民組織を通じた広報 

なお、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることが 

できるよう、連絡調整窓口、連絡方法を取り決めておく。 

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合 

等やむを得ないときは、「屋内安全確保」の安全措置をとるべきことにも留 

意する。 

    (ｵ) 感染症対策                （危機管理部、健康福祉部） 

a 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、ハ 

ザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を 

行うよう努めるものとする。 

c 自宅療養者等の避難の確保を図るため、突発災害時等にも自宅療養者等がす 

ぐに避難できるよう、自宅療養者等の避難先の確保に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

 ア  【市が実施する計画】 

          （危機管理部、住民自治局、健康福祉部、総合戦略局、文化観光部） 

(ｱ) 避難マニュアル等の作成          （危機管理部、住民自治局） 

     h 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

⒝ 災害時における広報 

・ ホームページ、ＳＮＳによる周知 

・ 広報車による周知 

・ 防災行政無線による広報 

・ 住民組織を通じた広報 

なお、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めることが 

できるよう、連絡調整窓口、連絡方法を取り決めておく。 

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合 

等やむを得ないときは、「緊急安全確保」を講ずべきことにも留意する。 

 

    (ｵ) 感染症対策                （危機管理部、健康福祉部） 

a 予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒体により、親戚・知人 

宅等への分散避難や、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等 

の災害時の対応に関する問い合わせ窓口等の情報を提供するものとする。 

c 自宅療養者等の避難の確保を図るため、突発災害時等にも自宅療養者等がす 

ぐに避難できるよう、自宅療養者等の避難先として、避難所の専用スペース等 

（自宅療養者のための避難所で、一般の避難所とは別の建物をいう。又は同一 

建物の場合では、他の避難者と分けられた部屋、動線、専用トイレ等をいう。 

以下同じ。）の確保に努めるものとする。 
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火山災害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画  

現 行 修 正 案 

    (ｶ) 避難確保計画の作成 

       乗鞍岳における避難促進施設は、以下の施設とする。 

 

 

２ 指定緊急避難場所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

     (ｷ) 市は緊急避難場所ついて、他の市町村からの被災住民を受け入れることが 

できるよう配慮するものとする。 

 

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

     (ｳ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者、等の 

要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよ 

う努めるものとする。 

 

 

     (ｼ) 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ 

ト、非常用電源、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難 

の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。 

 

 

 

名称 所在地 

肩の小屋 長野県松本市前川国有林144ヘ林小班 

位ヶ原山荘 長野県松本市前川国有林143ニ林小班 

三本滝レスト 

ハウス 

長野県松本市安曇4307-2の一部 

Ｍｔ．乗鞍 

スノーリゾート 

長野県松本市前川国有林144ホ林小班の一部ほか 

冷泉小屋 長野県松本市前川国有林143ホ林小班 

（新設） （新設） 

    (ｶ) 避難確保計画の作成 

       乗鞍岳における避難促進施設は、以下の施設とする。 

 

 

２ 指定緊急避難場所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

     (ｷ) 市は緊急避難場所について、他の市町村からの被災住民を受け入れること 

ができるよう配慮するものとする。 

 

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

     (ｳ) 指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な障害者、医療 

的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所とし 

て指定避難所を指定するよう努めるものとする。特に、医療的ケアを必要と 

する者に対しては、人口呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要 

な配慮をするよう努めるものとする。 

     (ｼ) 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ 

ト、非常用電源、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難 

の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。また、停 

電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギー 

の活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

 

名称 所在地 

肩の小屋 長野県松本市前川国有林144ヘ林小班 

位ヶ原山荘 長野県松本市前川国有林143ニ林小班 

三本滝レスト 

ハウス 

長野県松本市安曇4307-2の一部 

Ｍｔ．乗鞍 

スノーリゾート 

長野県松本市前川国有林144ホ林小班の一部ほか 

冷泉小屋 長野県松本市前川国有林143ホ林小班 

頂上小屋 長野県松本市前川国有林144イ林小班 
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火山災害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画  

現 行 修 正 案 

(ﾄ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和２年７月改定）、長野県避 

難所TKBスタンダード等を参考として、各指定避難所の運営マニュアル等の 

整備に努める。 

     (ﾊ) 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた 

めに、専門家等との定期的な情報交換に努める。 

イ 【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 市の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所運営マニュアル策定指針 

」（令和２年７月令和４年３月改定）について新たな知見、近年発生した災 

害の教訓を踏まえ適切な見直しに努めるとともに、良好な環境の確保のため 

、特にトイレ（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等（睡眠）については、水 

準目標(以下「長野県避難所TKBスタンダード」という。)を示すよう努める 

ものとする。                     （危機管理部） 

     （新設） 

 

 

 

 

 

 

  ４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部） 

 

 

 

     (ﾄ) 「長野県避難所運営マニュアル策定指針」（令和４年３月改定）、長野県避 

難所TKBスタンダード等を参考として、各指定避難所の運営マニュアル等の 

整備に努める。 

     (ﾊ) 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた 

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

イ 【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

(ｱ) 市の避難所運営の参考となるよう「長野県避難所運営マニュアル策定指針 

」（令和４年３月改定）について新たな知見、近年発生した災害の教訓を踏 

まえ適切な見直しに努めるとともに、良好な環境の確保のため、特にトイレ 

（衛生）、キッチン（食事）、ベッド等（睡眠）については、水準目標(以下 

「長野県避難所TKBスタンダード」という。)を示すよう努めるものとする。 

（危機管理部） 

     (ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールト 

イレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式 

トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮について 

支援を行うものとする。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保 

されるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の 

支援を行うものとする。 

 

  ４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 
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火山災害対策編 

第２章 第１７節 電気施設災害予防計画 

  

現 行 修 正 案 

 

第１７節 電気施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｲ)  中部電力パワーグリッド㈱が実施する計画 

 

  ３ 関係機関との連携 

⑵ 実施計画 

ウ 【市、県及び関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 県企業局は、電力供給先である中部電力（株）との間で、電力受給の円滑 

化、設備の保安管理並びに発電所の合理的な運用等について、協定しておく 

ものとする。 

 

 

 

第１７節 電気施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 施設・設備の安全性の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 中部電力（株）および中部電力パワーグリッド㈱が実施する計画 

 

 

３ 関係機関との連携 

⑵ 実施計画 

ウ 【市、県及び関係機関が実施する計画】 

(ｲ) 県企業局は、電力供給先である電力会社との間で、電力受給の円滑化、設備 

の保安管理並びに発電所の合理的な運用等について、協定しておくものとす 

る。 
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火山災害対策編 

第２章 第２１節 通信・放送施設災害予防計画  

現 行 修 正 案 

 

第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

⑵ 実施計画 

    ウ 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱が実施 

する計画】 

 

 

 

 

第２１節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 電気通信施設の災害予防 

⑵ 実施計画 

    ウ 【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天 

モバイル㈱が実施する計画】 
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火山災害対策編 

第２章 第２４節 土砂災害等の災害予防計画  

現 行 修 正 案 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 泥流対策 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】  

降雨による泥流等による災害のおそれがある場合には、関係機関と調整の上、 

当該地域に係る予測雨量等の気象情報を提供する。（長野地方気象台） 

 

 

 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 泥流対策 

(2) 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】  

降雨による泥流等による災害のおそれがある場合には、関係機関と調整の上 

、当該地域に係る予測雨量等の防災気象情報を提供する。（長野地方気象台） 
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火山災害対策編 

第２章 第２５節 防災都市づくり計画 

現 行 修 正 案 

 

第２５節 防災都市づくり計画 

 

第１ 基本方針 

この計画は、本市における城下町特有の狭隘な道路網、老朽化した木造住宅密集地

という、災害に弱い立地条件を基に、都市施設の配置及び構造上の問題に関する諸要

素について、総合的な防災対策を図り、安心して住める都市づくりを推進する。 

 

第２ 主な取組み 

  ３ 地区別防災まちづくり計画策定の支援 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災空間の整備拡大 

⑴ 現状及び課題 

近年の都市化の進展に伴い、中心市街地への都市機能の集中・高密度化及び市街 

地の拡大によって、都市におけるオープンスペースが急激に減少しており、震災時 

における危険性が増大している。 

阪神淡路大震災において、広幅員の道路による延焼防止効果が顕著であった他、 

身近な住区基幹公園が住民の一時避難地として利用され、救済活動拠点やヘリポー 

ト等の復旧・復興活動拠点として大きな役割を果たしたことを教訓として、避難路 

延焼遮断帯、避難地等の防災空間を確保する観点から街路、公園緑地等の都市施設 

の整備を一層推進する必要がある。 

これらの整備にあたっては、以下の点について併せて留意する必要がある。 

ア 松本市防災都市計画に基づく、都市施設の系統的かつ計画的配置と安全性の確 

 保 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 松本市防災都市計画及び「緑の基本計画」等の策定により、防災対策に資す 

る効果的な公園緑地、防災遮断地帯等の配置計画を検討し、都市公園等の積 

極的な整備に努める。 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 広域的見地から、災害時における避難地の確保は重要であることから、防 

災機能を有する公園の整備に努める。 

 

 

第２５節 防災都市づくり計画 

 

第１ 基本方針 

この計画は、市における城下町特有の狭隘な道路網、老朽化した木造住宅密集地と

いう、災害に弱い立地条件を基に、都市施設の配置及び構造上の問題に関する諸要素

について、総合的な防災対策を図り、安心して住める都市づくりを推進する。 

 

第２ 主な取組み 

  ３ 自主防災組織の支援 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災空間の整備拡大 

⑴ 現状及び課題 

近年の都市化の進展に伴い、中心市街地への都市機能の集中・高密度化及び市街 

地の拡大によって、都市におけるオープンスペースが急激に減少しており、震災時 

における危険性が増大している。 

阪神淡路大震災において、広幅員の道路による延焼防止効果が顕著であった他、 

身近な住区基幹公園が住民の一時避難地として利用されたり、救済活動拠点やヘリ 

ポート等の復旧・復興活動拠点として大きな役割を果たしたことを教訓として、避 

難路延焼遮断帯、避難地等の防災空間を確保する観点から街路、公園緑地等の都市 

施設の整備を一層推進する必要がある。 

これらの整備にあたっては、以下の点について併せて留意する必要がある。 

ア 松本市防災都市づくり計画に基づく、都市施設の系統的かつ計画的配置と安全 

性の確保 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 松本市防災都市づくり計画及び「緑の基本計画」等の策定により、防災対策 

に資する効果的な公園緑地、防災遮断地帯等の配置計画を検討し、都市公園 

等の積極的な整備に努める。 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ) 災害時における避難地の確保は重要であることから、防災機能を有する公 

園の整備に努める。 
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火山災害対策編 

第２章 第２５節 防災都市づくり計画 

現 行 修 正 案 

 

２ 地区計画や市街地再開発事業による都市整備 

⑴ 現状及び課題 

道路、公園等の公共施設の整備の立ち遅れた災害危険度の高い木造密集市街地 

は本市でも各所に存在している。 

 

  ３ 地区別防災まちづくり計画策定自主防災組織の支援 

⑴ 現状及び課題 

市街地の位置、防災上の特性、都市施設の配置、震災被害の発生状況等、地区 

によって条件が異なるため、必要とされる対応策も異なってくることから、松本

市防災都市計画で位置付けた地区レベルの対応として住民による地区別防災まち

づくり計画の策定を支援する。 

⑵ 実施計画 

【市が実施する計画】（建設部、危機管理部、住民自治局） 

住民による地区別防災まちづくり計画の策定を、各種情報を提供するなどして支 

援する。 

 

 

 

 

  ２ 地区計画や市街地再開発事業による都市整備 

⑴ 現状及び課題 

道路、公園等の公共施設の整備の立ち遅れた災害危険度の高い木造密集市街地 

は市でも各所に存在している。 

 

  ３ 自主防災組織の支援 

⑴ 現状及び課題 

市街地の位置、防災上の特性、都市施設の配置、震災被害の発生状況等、地区 

によって条件が異なるため、必要とされる対応策も異なってくることから、住民 

による自主防災組織の活動を支援する。 

 

⑵ 実施計画 

【市が実施する計画】（建設部、危機管理部、住民自治局） 

住民による自主防災組織の活動を、各種情報を提供するなどして支援する。 
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第２章 第３２節 防災知識普及計画  

現 行 修 正 案 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

⑵ 実施計画 

オ 【気象台が実施する計画】 

     （新設） 

 

 

 

 

(ｱ) 登山者等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報 

を得たうえで、自ら登山するかどうか判断することができるように、噴火警 

報・予報（「噴火警戒レベル」を含む。）、火山の状況に関する解説情報（臨時 

）、火山活動解説資料等の火山情報を気象庁ホームページ等で周知に努める。 

(ｲ) 登山者等が遅延なく防災対応が取ることができるよう、平時から火山観測 

データを公表するものとする。 

 

  ３ 学校における防災教育の充実 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（教育委員会、学校） 

     （新設） 

 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を 

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々 

が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努める。 

 

 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

⑵ 実施計画 

    オ 【気象台が実施する計画】 

     (ｱ) 火山に関する情報を住民が容易に理解できるよう、噴火警報・予報、噴火 

警戒レベル、火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報、降灰予報、火 

山活動解説資料等の火山情報の解説に努め、報道機関等の協力を得て、県民 

に迅速かつ正確な情報を伝達するものとする。 

      （以下、番号繰り下げ） 

(ｲ) 登山者等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報 

を得たうえで、登山するかどうか自ら判断することができるように気象庁ホ 

ームページ等で火山情報の周知に努める。 

 

(ｳ) 登山者等が遅延なく防災対応が取ることができるよう、平時から火山観測 

データを公表するものとする。 

 

  ３ 学校における防災教育の充実 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（教育委員会、学校） 

(ｲ) 消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めるものとす 

る。 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

過去に起こった大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を 

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々 

が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努める。 

      また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメ 

ント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

さらに、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す 
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第２章 第３２節 防災知識普及計画  

現 行 修 正 案 

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災 

害教訓を伝承する取組を支援する。 

 

 

 

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災 

害教訓を伝承する取組を支援する。 
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第２章 第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

現 行 修 正 案 

 

第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

 

第３ 計画の内容 

  ６ 地区内の防災活動の推進 

⑴ 現状及び課題 

    ア 【地区防災計画策定事例】 

（ｱ） 新村地区（参考編、参考６９参照） 

（新設） 

 

 

 

 

第３５節 自主防災組織等の育成及び地区内の防災活動の推進に関する計画 

 

第３ 計画の内容 

  ６ 地区内の防災活動の推進 

⑴ 現状及び課題 

    ア 【地区防災計画策定事例】 

（ｱ） 新村地区（参考編、参考６９参照） 

（ｲ） 城東地区（参考編、参考７０参照） 
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第２章 第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測  

現 行 修 正 案 

 

第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

 

第３ 計画の内容 

１ 実施計画 

⑶ 【関係機関が実施する計画】 

    エ 本市及び近隣に関係する気象庁が常時監視する活火山の観測は以下のとおり 

実施されている。 

(ｱ) 浅間山 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視 

を行っているほか、定期的に、又は必要に応じて現地観測を実施している。 

そのほか、長野県、国土地理院、関東地方整備局、防災科学技術研究所、東 

京大学地震研究所が必要な観測を行っている。 

(ｲ) 御嶽山 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視 

を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、長野 

県、岐阜県、国土地理院、中部地方整備局、防災科学技術研究所、名古屋大 

学が必要な観測を行っている。 

(ｳ) 焼岳 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視 

を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土 

地理院、北陸地方整備局、防災科学技術研究所、京都大学防災研究所、北陸 

地方整備局松本砂防事務所等が必要な観測を行っている。 

(ｴ) 乗鞍岳 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視 

を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土 

地理院、防災科学技術研究所、名古屋大学が必要な観測を行っている。 

(ｵ) 草津白根山 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）等）を設置し、２４時 

 

第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測 

 

第３ 計画の内容 

１ 実施計画 

⑶ 【関係機関が実施する計画】 

    エ 本市及び近隣に関係する気象庁が常時監視する活火山の観測は以下のとおり 

実施されている。 

(ｱ) 浅間山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４ 

時間体制で観測データの監視を行っているほか、定期的に、又は必要に応じ 

て現地観測を実施している。そのほか、長野県、国土地理院、関東地方整備 

局、防災科学技術研究所、東京大学地震研究所が必要な観測を行っている。 

 

(ｲ) 御嶽山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４ 

時間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実 

施している。そのほか、長野県、岐阜県、国土地理院、中部地方整備局、防 

災科学技術研究所、名古屋大学が必要な観測を行っている。 

 

(ｳ) 焼岳 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４ 

時間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実 

施している。そのほか、国土地理院、北陸地方整備局、防災科学技術研究所 

、京都大学防災研究所、北陸地方整備局松本砂防事務所等が必要な観測を行 

っている。 

(ｴ) 乗鞍岳 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、ＧＮＳＳ等）を設置し、２４ 

時間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実 

施している。そのほか、国土地理院、防災科学技術研究所、名古屋大学が必 

要な観測を行っている。 

(ｵ)  草津白根山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位衛星システム（Ｇ 

ＮＳＳ）等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほ 
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第２章 第３９節 火山災害対策に関する調査研究及び観測  

現 行 修 正 案 

間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施 

している。そのほか、国土地理院、関東地方整備局、防災科学技術研究所、 

東京工業大学、草津町が必要な観測を行っている。 

(ｶ) 新潟焼山 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）等）を設置し、２４時 

間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施 

している。そのほか、国土地理院、防災科学技術研究所、東京大学地震研究 

所、新潟県が必要な観測を行っている。 

(ｷ) 弥陀ヶ原 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、各種観測装置（ 

地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）等）を設置し、２４時 

間体制で観測データの監視を行っているほか、必要に応じて現地観測を実施 

している。そのほか、国土地理院、防災科学技術研究所、京都大学が必要な 

観測を行っている。 

 

 

 

か、必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土地理院、関東 

地方整備局、防災科学技術研究所、東京工業大学、草津町が必要な観測を 

行っている。 

(ｶ) 新潟焼山 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮ 

ＳＳ）等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、 

必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土地理院、防災科学技 

術研究所、東京大学地震研究所、新潟県が必要な観測を行っている。 

 

(ｷ) 弥陀ヶ原 

気象庁が、各種観測装置（地震計、空振計、全球測位衛星システム（ＧＮ 

ＳＳ）等）を設置し、２４時間体制で観測データの監視を行っているほか、 

必要に応じて現地観測を実施している。そのほか、国土地理院、防災科学技 

術研究所、京都大学が必要な観測を行っている。 
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第２章 第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

 

第３ 計画の内容 

  ４ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

    （新設） 

 

 

  ５ 道路等の防災対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

（建設部、産業振興部、環境エネルギー部、交通部、危機管理部） 

市が管理する観光地へ通ずる道路の監視体制の強化など災害予防対策、車両 

転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

イ 【県が実施する計画】（建設部、農政部、林務部、警察本部） 

(ｱ) 県が管理する観光地へ通ずる道路の監視体制の強化など災害予防対策、車 

両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

 

 

 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

 

第３ 計画の内容 

  ４ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関・市が実施する計画】 

(ｱ) 携帯電話の不感地帯解消を進める。 

 

  ５ 道路等の防災対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

（建設部、産業振興部、環境エネルギー部、交通部、危機管理部） 

市が管理する観光地へ通ずる道路の強靭化や監視体制の強化など災害予防対 

策、車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

イ 【県が実施する計画】（建設部、農政部、林務部、警察本部） 

(ｱ) 県が管理する観光地へ通ずる道路の強靭化や監視体制の強化など災害予防 

対策、車両転回場所の選定・確保及び迂回道路を整備する。 

 

 

 

 

125



火山災害対策編 

第３章 第１節 災害直前活動  

現 行 修 正 案 

 

第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 噴火警報・予報等の住民に対する伝達対策 

⑵ 実施計画 

イ 噴火警報・火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等発表時の対応 

     (ｳ) 【長野地方気象台が実施する対策】 

a 気象庁が発表する次に示す噴火警報・予報、噴火に関する火山観測報、火山 

の状況に関する解説情報（臨時）、降灰予報、火山ガス予報、噴火速報、火山 

の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料を、各関係機関に通報及び確 

実に伝達すると共に、県、関係市町村等へ必要な解説を行う。 

c 噴火警報・予報  

・噴火警報（居住地域）、噴火警報（火口周辺） 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、噴火に伴って 

発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流 

等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶 

予がほとんどない火山現象）の発生が予想される場合やその危険が及ぶ範 

囲の拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす 

範囲）を明示して発表する。 

「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地 

域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」として発表する。 

・噴火予報 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、火山活動の状 

況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報には及ばない程 

度と予想される場合に発表する。 

d 噴火警戒レベル  

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とる 

べき防災対応」を５段階に区分した指標である。気象庁地震火山部火山監視 

課火山監視・警報センターが、噴火警報・予報に付して発表する。 

e 火山の状況に関する解説情報 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、現時点で、噴火警 

戒レベルの引き上げ基準に達していない、または、噴火警報を発表し「警戒が 

必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動の推移によっ 

 

第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 噴火警報・予報等の住民に対する伝達対策 

⑵ 実施計画 

イ 噴火警報・火山の状況に関する解説情報（臨時）、噴火速報等発表時の対応 

     (ｳ) 【長野地方気象台が実施する対策】 

a 気象庁が発表する次に示す噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報 

（臨時含む）、噴火速報、降灰予報、火山ガス予報、火山活動解説資料、噴火 

に関する火山観測報等を、各関係機関に通報及び確実に伝達すると共に、県、 

関係市町村等へ必要な解説を行う。 

c 噴火警報・予報 

・噴火警報（居住地域）、噴火警報（火口周辺） 

気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴 

石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到 

達し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象）の発生が予想され 

る場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に、「警戒が必要な 

範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。 

「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地 

域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」として発表する。 

・噴火予報 

気象庁が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況 

が噴火警報には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

 

 

d 噴火警戒レベル  

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とる 

べき防災対応」を５段階に区分した指標である。気象庁が、噴火警報・予報に

付して発表する。 

      e 火山の状況に関する解説情報 

気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、また 

は、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではない 

が、今後の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引き 

126



火山災害対策編 

第３章 第１節 災害直前活動  
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ては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引き上げや、「警戒が必要な範囲」 

の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防災上警 

戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」 

を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴 

火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動 

に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合 

に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

f 噴火速報 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、登山者や周辺の 

住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を 

とってもらうために発表する。 

g 降灰予報 

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センターが、噴火により、どこ 

にどれだけの量の火山灰が降るか（降灰量分布）や、風に流されて降る小さな 

噴石の落下範囲の予測を伝えるために発表する。 

      h 火山ガス予報 

居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山 

ガスの濃度が高まる可能性のある地域を対象に発表する情報。 

i 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、噴火速報、および降灰予報 

及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報等で、 

気象庁が発表する。 

      ・ 火山活動解説資料  

地図や図表等を用いて火山活動の状況や防災上、警戒・注意すべき事項等 

について解説するため、随時及び定期的に発表する資料。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上げや、「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合等 

に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山の状 

況に関する解説情報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴 

火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動 

に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合 

に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

 

f 噴火速報 

気象庁が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にい 

ち早く伝え、身を守る行動をとってもらうために発表する。 

 

g 降灰予報 

気象庁が、噴火により、どこにどれだけの量の火山灰が降るか（降灰量分 

布）や、風に流されて降る小さな噴石の落下範囲の予測を伝えるために発表 

する。 

h 火山ガス予報 

気象庁が、居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある 

場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。 

i 火山現象に関する情報等 

気象庁が、噴火警報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報、降灰 

予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするために発表 

する。 

・ 火山活動解説資料  

写真や図表等を用いて火山活動の状況や防災上、警戒・注意すべき事項等 

について解説するため、随時及び定期的に発表する資料。 
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別紙１ 噴火警報・予報等の通報伝達系統 

  ⑴ 噴火警報・予報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 火山活動解説資料の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 噴火警報・予報等の通報伝達系統 

  ⑴ 噴火警報・予報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 火山活動解説資料の伝達系統図 
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別紙３ 火山防災協議会が定める連絡系統図  

⑴ 焼岳火山防災協議会の連絡系統図 

焼岳火山防災協議会 火山防災情報伝達系統図（長野県側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 火山防災協議会が定める連絡系統図  

⑴ 焼岳火山防災協議会の連絡系統図 

焼岳火山防災協議会 火山防災情報伝達系統図（長野県側） 
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⑵ 乗鞍岳火山防災協議会の連絡系統図 

乗鞍岳火山防災協議会 火山防災情報伝達系統図（長野県側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 乗鞍岳火山防災協議会の連絡系統図 

乗鞍岳火山防災協議会 火山防災情報伝達系統図（長野県側） 
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別紙４ 噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火警戒レベル表及び噴火警戒レベルが 

運用されていない火山の警戒事項等 

 

噴火予報 レベル１ 想定される現象等 2022年現在の状態 

 

注）ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものとする。 

 

 

別紙４－１ 噴火警戒レベル発表時の防災行動（概要版） 

上段・下段のレベル表 

噴火警戒レベル４[避難準備] 

 

 

 

 

別紙４ 噴火警戒レベルが運用されている火山の噴火警戒レベル表及び噴火警戒レベルが 

運用されていない火山の警戒事項等 

 

噴火予報 レベル１ 想定される現象等 （削除） 

 

注）ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに飛散する大きさのものと 

する。（乗鞍岳の噴火警戒レベルの表の下にも追加。） 

 

別紙４－１ 噴火警戒レベル発表時の防災行動（概要版） 

上段・下段のレベル表 

噴火警戒レベル４[高齢者等避難] 
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第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

    市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報である 

ため、住民登録の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、 

県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

 

 

 

  ５ 災害情報の収集・連絡系統 

   ⑶ 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

(ｲ) ［県（本庁）の実施する事項］ 

      （新設） 

 

 

 

 

      （新設） 

 

 

 

      （新設） 

 

 

     (ｳ) ［県現地機関等の実施事項］（松本地域振興局） 

c 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務 

管理課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 

d 松本地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市町村及び関係現地 

機関における情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危 

機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援 

派遣の派遣を求める。 

 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

    市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報である 

ため、住民登録の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、 

県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者 

の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情 

報収集を行うものとする。 

 

  ５ 災害情報の収集・連絡系統 

   ⑶ 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

(ｲ) ［県（本庁）の実施する事項］ 

      e 危機管理防災課（災害対策本部室）は、要救助者の迅速な把握による救助 

活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、 

安否不明者等の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより 

、速やかな安否不明者等の絞り込みに努める。 

（以下、番号繰り下げ） 

i 危機管理防災課（災害対策本部室）は、市町村において通信手段の途絶等 

が発生し、災害情報の報告が十分なされていないと判断するときは、調査の 

ための職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等によ 

り、あらゆる手段を尽くして災害情報等の把握に努める。 

j 国が開催する連絡会議及び調整会議において、自らの対応状況や被災市町 

村等を通じて把握した被災地の状況等を関係省庁等に共有し、必要な調整を 

行うよう努める。 

     (ｳ) ［県現地機関等の実施事項］（松本地域振興局） 

c 掌握した被害状況等を長野県防災情報システム等により、地域振興局総務 

管理（・環境）課及び県（本庁）の主管課に報告又は連絡する。 

d 松本地域振興局長は、被害規模が甚大である場合等で市町村及び関係現地 

機関における情報収集の円滑な実施が困難であると認められる場合は、県危 

機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援 

派遣を求める。 
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  ６ 通信手段の確保 

   ⑵ ［県が実施する事項］ 

カ 県有（警察）ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信を行う。 

（警察本部） 

 

 

 

 

  ６ 通信手段の確保 

   ⑵ ［県が実施する事項］ 

カ 県消防防災ヘリコプター又は県警ヘリコプターによるテレビ画像情報の送信 

を行う。                   （危機管理部、警察本部） 
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第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容  

１ 【市が実施する対策】（全庁）  

⑵ 活動体制 

活動開始基準 

第１配備 「焼岳で噴火警戒レベル２へつながる現象が発生した場合または他の 

     火山で火口周辺警報（火口周辺危険）」 

第２配備 「焼岳に噴火警戒レベル２が発表された場合または他の火山に火口周 

辺警報（入山危険）が発表された場合」 

第３配備 「焼岳に噴火警戒レベル３が発表された場合または他の火山に噴火警 

報（居住地域厳重警戒）が発表された場合」 

第４配備 「焼岳に噴火警戒レベル４またはレベル５が発表された時」 

 

 

 

 

 

第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容  

１ 【市が実施する対策】（全庁）  

⑵ 活動体制 

活動開始基準 

第１配備 「焼岳もしくは乗鞍岳で火山の状況に関する解説情報（臨時）が発表 

された場合または他の火山で火口周辺警報（火口周辺危険）が発表され 

た場合 」 

第２配備 「焼岳もしくは乗鞍岳に噴火警戒レベル２が発表された場合または他 

の火山に火口周辺警報（入山危険）が発表された場合」 

第３配備 「焼岳もしくは乗鞍岳に噴火警戒レベル３が発表された場合または他 

の火山に噴火警報（居住地域厳重警戒）が発表された場合」 

第４配備 「焼岳もしくは乗鞍岳に噴火警戒レベル４またはレベル５が発表さ 

れた時」 
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第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

 

第３ 計画の内容 

  ４ 避難所の開設・運営 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

     (ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の 

者の協力が得られるよう努める。 

     （新設） 

     (ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、 

避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な 

避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

  ６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、健康福祉部、危機管理部） 

 

 

 

 

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

 

第３ 計画の内容 

  ４ 避難所の開設・運営 

   ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

     (ｶ) 指定避難所における正確な情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の 

者の協力が得られるよう努める。 

f 避難所運営について専門性を有したＮＰＯ等の外部支援者 

     (ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、 

受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース 

の確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものと 

する。また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用 

スペース等での受け入れを適切に行うものとする。 

 

  ６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 
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現 行 修 正 案 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、被災者の健康状態 

の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防止措置、食品衛生指 

導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとともに、地域の衛生状態に 

も十分配慮する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

(ｴ) 被災者の食料確保のため、炊き出し、その他食品の調達について、県に対し 

報告し、給食施設等の復旧活動等を速やかに推進するものとする。 

 

(ｵ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策保 

健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民及び災害復旧 

に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、避難所の保健衛生 

管理、感染症及び食中毒の防止に努める。実施の時点は、発災後７２時間以内と 

する。 

 

  ２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 

関する法律に基づく患者への医療提供、消毒の実施等の措置を迅速に行い、まん延 

防止を図る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

(ｱ) 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、県に準じて感染症予防対策のため 

の組織を明確化するとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防 

計画を樹立し、被災時は迅速に対応する。 

(ｲ) 感染症発生の予防のため、感染症対策組織を設け、速やかな感染症対策活 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、医療調整本部において 

、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防 

止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとともに 

、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

（削除） 

 

     （以下、番号繰り下げ） 

(ｴ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策 

保健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民及び災害 

復旧に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、避難所の保 

健衛生管理、感染症及び食中毒の防止に努める。 

 

 

  ２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 

    関する法律に基づく患者への医療提供、必要に応じた消毒の実施等の措置を迅速に 

行い、まん延防止を図る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

     （削除） 

      

（以下、番号繰り下げ） 

(ｱ) 感染症発生の予防のため、保健医療調整本部において、速やかな感染症対 
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現 行 修 正 案 

動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。 

(ｵ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者又は 

無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担当部局と 

保健福祉担当部局が連携して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 

関する法律に基づく消毒等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に 

応じて実施するものとする。 

また、避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な 

措置を講じるよう努めるものとする。 

(ｶ) 関係団体の協力を得て、災害感染症対策実施要綱に基づき、被害状況、感染 

症対策活動状況、災害感染症対策所要見込額を取りまとめるとともに、知事 

へ報告する。 

 

 

 

市の行う具体的な計画 

◎ 感染症対策活動 

１ 調査、啓蒙活動 

⑴ 被災地（特に断水地域、共同避難所、住宅密集地重点）の検疫 

⑵ 被災地の井戸、及び検水指導 

⑶ 感染症発生が予測され若しくは、発生した場合の措置 

ア 発生が予測される時 

地域住民に充分注意を喚起する。（必要に応じて危険区域住民の 

検査等を実施する） 

イ 発生が確認された時 

その旨を周知徹底し、流行の防止を図る。（必要に応じて検査等 

を実施する） 

 

２ 消毒の要領等 

⑴ 感染症発生が予測される場合の措置 

予測される感染症の種類に応じ、消毒等発生予防策を行う。 

⑵ 感染症発生に対する措置 

ア 保健所は、状況に応じ患者を施設等へ収容する。（必要に応じて 

消毒等を行う） 

イ 必要に応じ、関係者と対策を講ずる。 

 

策活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。 

(ｴ) 避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置を 

講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

(ｵ) 関係団体の協力を得て、被害状況、感染症対策活動状況、災害感染症対策所 

要見込額を取りまとめるとともに、知事へ報告する。 

 

 

 

     （削除） 
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現 行 修 正 案 

３ 衛生協議会と協調 

⑴ 本計画実施にあたり地区衛生協議会及び町会衛生部は次により、市 

本部と密接な連絡、協調を保つ。 

⑵ 地区衛生協議会及び町会衛生部は災害発生の際は、直ちに実情を現 

地調査し、市本部へ報告すること。組織すること。 

 

４ 公衆便所の管理 

断水等で使用不能となる恐れのある公衆便所の見回りと、使用停止に 

つとめる。 
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第３章 第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動 

現 行 修 正 案 

 

第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 生活必需品の調達 

⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関が実施する対策】 

日本赤十字社松本支所、（一社）市医師会、（一社）市歯科医師会、災害拠 

点病院等により編成された救護班は、必要に応じて、洗浄、検視等の対応を行う 

。 

（参考） 

 

組    織 所    在 電    話 備    考 

臨床法医病理会 
長野市、長野県

医師会内 

０２６－２２６

－３１９１ 

松本市医師会経

由 

警察協力歯科医師会 
長野市、長野県

歯科医師会内 

０２６－２２７

－５７１１ 

松本市歯科医師

会経由 

松本市医師会 
松本市城西２－

２－７ 
３２－１６３１  

松本市歯科医師会 
松本市深志２－

３－２１ 
３３－２３５４  

 

 

 

 

第１８節 遺体の捜索及び対策等の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 生活必需品の調達 

⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関が実施する対策】 

日本赤十字社松本支所、（一社）市医師会、（一社）市歯科医師会、災害拠 

点病院等により編成された救護班は、必要に応じて、洗浄、検視等の対応を行う 

。 

（参考） 

 

組    織 所    在 電    話 備    考 

臨床法医病理会 
長野市、長野県

医師会内 

０２６－２２６

－３１９１ 

松本市医師会経

由 

警察協力歯科医師会 
長野市、長野県

歯科医師会内 

０２６－２２７

－５７１１ 

松本市歯科医師

会経由 

松本市医師会 
松本市城西２－

５－５ 
３２－１６３１  

松本市歯科医師会 
松本市深志２－

３－２１ 
３３－２３５４  
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現 行 修 正 案 

 

第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第２ 主な活動 

被災地域における放浪動物の保護活動及び避難所におけるペットの適正な飼養を行 

う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想される 

ため、関係機関による保護活動を行う。 

また、避難者がペットとともに避難所に避難することが予想されるため、適正な飼 

養環境を確保する。 

 

 

 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（健康福祉部、産業振興部） 

（新設） 

 

オ 動物愛護及び感染症等のまん防止の観点から、飼い主とともに避難した動物の 

飼育について被災市町村から応援要請があった場合は、関係団体と連携し、適正 

な動物飼養に関する相談等を行う。 

⑵ 【県が実施する計画】 

（新設） 

 

イ 県は、被災市町村から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があっ 

た場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置を講ずる。 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

ウ 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するた 

め、市町村、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置を講じる。                       

（健康福祉部、農政部） 

（新設） 

 

 

第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第２ 主な活動 

被災地域における負傷動物あるいは放浪動物の保護活動及び避難所におけるペット 

の適正な飼養に関する相談等を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想される 

ため、関係機関による保護活動を行う。 

また、被災住民がペットとともに避難所に避難することが予想されるため、指定避 

難所におけるペットの同行避難の推進及び適正な飼養環境を確保できるよう、助言等 

の支援を行う。 

ペットと過ごす避難所が開設された場合、適正な飼養に関する相談等を行う。 

 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（健康福祉部、産業振興部） 

ウ ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設住 

宅等における受入れ体制の確認に努め、必要に応じて助言指導を行う。 

オ 動物愛護及び感染症等のまん防止の観点から、飼い主とともに避難した動物の 

飼育について、関係団体と連携し、適正な動物飼養に関する相談等を行う。 

 

⑵ 【県が実施する計画】 

ア 県は、市町村が行う被災地における飼養動物の取り扱いに関し、現地の状況に 

応じ助言を行う。（健康福祉部） 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があ 

った場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

ウ 特定動物、危険な家畜等が施設から逸走した場合は、人への危害を防止するた 

め、市町村、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置をとる。                       

（健康福祉部、農政部） 

エ 県は、動物愛護及び感染症等のまん延防止の観点から、飼い主とともに避難し 

た動物の飼育について被災市町村から応援要請があった場合は、関係団体と連携 
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    （新設） 

 

 

 

 

 

し、適正な動物飼養に関する相談等を行う。（健康福祉部、農政部） 

    カ 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受け入れるために避難所運営指針を 

必要に応じて見直し、市町村や関係機関と、研修会や総合防災訓練における実施 

等を通じて、平時より普及啓発と連携を進める。（危機管理部、健康福祉部） 
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現 行 修 正 案 

 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策及び登山者の安全確保対策 

 

第３ 活動の内容 

３ 救助・救出・避難対策 

⑵ 実施計画 

エ 【関係機関が実施する対策】（長野地方気象台）  

ヘリコプター等の運用計画を支援する気象情報の提供等、「警報等の種類及び 

発表基準」により注意報・警報等を発表する。具体的基準は風水害対策編第3章第 

1節 災害直前活動」を参照。 

 

  ４ 物資の搬送等 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】（中部電力 PG㈱） 

災害の状況に応じ、発電機車を投入するなど早期通電に向けた対策を行う。 

 

 

 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策及び登山者の安全確保対策 

 

第３ 活動の内容 

３ 救助・救出・避難対策 

⑵ 実施計画 

エ 【関係機関が実施する対策】（長野地方気象台）  

ヘリコプター等の運用計画を支援する防災気象情報の提供等、「警報等の種類 

及び発表基準」により注意報・警報等を発表する。具体的基準は風水害対策編第 

3章第1節 災害直前活動」を参照。 

 

  ４ 物資の搬送等 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】（中部電力パワーグリッド㈱） 

災害の状況に応じ、発電機車を投入するなど早期通電に向けた対策を行う。 
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第１章 第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

現 行 修 正 案 

 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

２ 原子力事業者各々が処理すべき事務又は業務 

（東京電力ホールディングス(株)、中部電力PG(株)等） 

 

 

 

 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

２ 原子力事業者各々が処理すべき事務又は業務 

（東京電力ホールディングス(株)、中部電力(株)等） 
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現 行 修 正 案 

 

第４節 市民等への情報伝達体制の整備 

 

第１ 情報伝達手段の整備等（危機管理部、総合戦略局） 

市は、移動系防災行政無線、同報系防災行政無線、衛星携帯電話、市ホームページ 

、ツイッター、消防団などによる広報、電話連絡、マスコミ等の協力など、要配慮者 

にも配慮した多様な手段による情報伝達体制の整備を行う。 

 

 

 

 

第４節 市民等への情報伝達体制の整備 

 

第１ 情報伝達手段の整備等（危機管理部、総合戦略局） 

市は、移動系防災行政無線、同報系防災行政無線、衛星携帯電話、市ホームページ 

、ＳＮＳ、消防団などによる広報、電話連絡、マスコミ等の協力など、要配慮者にも 

配慮した多様な手段による情報伝達体制の整備を行う。 
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原子力災害対策編 

第３章 第２節 情報の収集・連絡活動 

現 行 修 正 案 

 

第２節 情報の収集・連絡活動 

 

第１ 情報の収集及び連絡体制の整備 

３ 関係機関が実施する活動 

東京電力ホールディングス株式会社及び中部電力PG株式会社等は、それぞれ県と 

あらかじめ定めた通報連絡事項が発生した場合は、速やかに県へ通報連絡を行う。 

 

 

 

 

第２節 情報の収集・連絡活動 

 

第１ 情報の収集及び連絡体制の整備 

３ 関係機関が実施する活動 

東京電力ホールディングス株式会社及び中部電力株式会社等は、それぞれ県とあ 

らかじめ定めた通報連絡事項が発生した場合は、速やかに県へ通報連絡を行う。 
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原子力災害対策編 

第３章 第４節 モニタリング等 

現 行 修 正 案 

 

第４節 防護措置等 

 

第２ 放射能濃度の測定 

１ 県が実施する対策（関係部局） 

県は、あらかじめ定めた放射能濃度測定の実施体制に基づき、水道水、食糧、大気 

浮遊塵、降下物の測定を重点的に行うとともに、その他の測定を必要に応じて実施し、 

結果を県ホームページで公表する。 

 

２ 市が実施する対策（関係部局） 

市は、必要に応じて放射能濃度の測定を実施し、公表するとともに、県が実施する 

測定が円滑に行われるよう協力するほか、民間事業者や研究機関に対して協力を要請 

する。 

 

第４ 屋内退避及び避難誘導 

  ２ 屋内退避等の措置（危機管理部、環境エネルギー部、教育委員会、健康福祉部） 

 

    「原子力災害対策指針（最新改定日 令和３年７月 21日）」で示されている屋内退 

避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

 地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退避

等させるための基準 

500μSv/h 

（地上１m で計測

した場合の空間放

射線量率※２） 

 

数時間内を目途に区域を特

定 

し、避難等を実施。(移動が

困難な者の一時屋内退避を

含む） 

 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく影

響を防止するため、地域生産

物※３の摂取を制限するとと

もに、住民等を 1 週間程度内

に一時移転させるための基準 

20μSv/h 

（地上１m で計測

した場合の空間放

射線量率※２） 

 

１日内を目途に区域を特定

し、地域生産物の摂取を制

限するとともに、１週間程

度内に一時移転を実施。 

 

 

 

第４節 モニタリング等 

 

第２ 放射性物質濃度の測定 

１ 県が実施する対策（関係部局） 

県は、あらかじめ定めた放射性物質濃度測定の実施体制に基づき、水道水、食糧、 

大気浮遊塵、降下物の測定を重点的に行うとともに、その他の測定を必要に応じて実 

施し、結果を県ホームページで公表する。 

 

２ 市が実施する対策（関係部局） 

市は、必要に応じて放射性物質濃度の測定を実施し、公表するとともに、県が実施 

する測定が円滑に行われるよう協力するほか、民間事業者や研究機関に対して協力を 

要請する。 

 

第４ 屋内退避及び避難誘導 

  ２ 屋内退避等の措置（危機管理部、環境エネルギー部、教育委員会、健康福祉部） 

 

    「原子力災害対策指針（最新改定日 令和４年７月６日）」で示されている屋内退 

   避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

 地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退避

等させるための基準 

500μSv/h 

（地上１m で計測

した場合の空間放

射線量率※２） 

 

数時間内を目途に区域を特

定 

し、避難等を実施。(移動が

困難な者の一時屋内退避を

含む） 

 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく影

響を防止するため、地域生産

物※３の摂取を制限するとと

もに、住民等を 1 週間程度内

に一時移転させるための基準 

20μSv/h 

（地上１m で計測

した場合の空間放

射線量率※２） 

 

１日内を目途に区域を特定

し、地域生産物の摂取を制

限するとともに、１週間程

度内に一時移転を実施。 
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原子力災害対策編 

第３章 第５節 原子力災害発生時の広報 

現 行 修 正 案 

 

第５節 原子力災害発生時の広報 

 

第３ 広報活動の実施 

１ 市が実施する対策（関係部局） 

市は、緊急性の有無や対象地域の限定の有無等により、移動系防災行政無線、同 

報系防災行政無線、衛星携帯電話、市ホームページ、緊急速報メール、市公式ツイ 

ッター、報道機関の活用など、あらかじめ整備した広報活動の方法（手段）を適切 

に使い分けるとともに、複数の方法を組み合わせた効果的な情報伝達を行う。 

⑴ 防災行政無線、緊急速報メール、ツイッター等による広報緊急を要する場合で 

即時の伝達が必要な緊急情報などの伝達に利用する。 

 

 

 

 

第５節 原子力災害発生時の広報 

 

第３ 広報活動の実施 

１ 市が実施する対策（関係部局） 

市は、緊急性の有無や対象地域の限定の有無等により、移動系防災行政無線、同 

報系防災行政無線、衛星携帯電話、市ホームページ、緊急速報メール、市公式ＳＮ 

Ｓ、報道機関の活用など、あらかじめ整備した広報活動の方法（手段）を適切に使 

い分けるとともに、複数の方法を組み合わせた効果的な情報伝達を行う。 

⑴ 防災行政無線、緊急速報メール、ＳＮＳ等による広報緊急を要する場合で即時 

の伝達が必要な緊急情報などの伝達に利用する。 

 

 

 

 

147



原子力災害対策編 

第３章 第６節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

現 行 修 正 案 

 

第６節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

 

第３ 飲食物摂取制限に関する指標 

 

対 象 放射性ヨウ素 

飲料水 ３００ ベクレル／キログラム以上 

 牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く） 

穀類、肉、卵、魚、その他 

２，０００ ベクレル／キログラム以上 

（原子力災害対策指針（令和３年７月21日）） 

 

 

 

 

第６節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

 

第３ 飲食物摂取制限に関する指標 

 

対 象 放射性ヨウ素 

飲料水 ３００ ベクレル／キログラム以上 

 牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く） 

穀類、肉、卵、魚、その他 

２，０００ ベクレル／キログラム以上 

（原子力災害対策指針（令和４年７月６日）） 
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雪害対策編 

第１章 第１節 雪害に強い郷土づくり  

現 行 修 正 案 

 

第１節 雪害に強い郷土づくり 

 

第３ 計画の内容 

１ 雪害に強い郷土づくり 

⑵ 実施計画 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

  １０ 建築物対策 

⑴ 基本方針 

建築基準法施行細則第９条で指定された多雪区域の建築物の所有者等に対し、 

建築物の安全対策の推進について、周知及び指導を行う。 

 

 

  １４ 雪害に関する知識の市民への普及・啓発 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

降積雪時の適切な活動について、市民に対して周知を図るとともに、防災マッ 

プ等により、雪崩危険箇所等の周知を図る。 

 

 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援する 

体制を整える。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部・健康福祉部・警察本部） 

(ｱ) 次の項目についてテレビ、ラジオ等のマスメディアや、防災研修会、防災講 

演会、パンフレット等により県民に対して防災知識の普及を図る。 

 

 

 

第１節 雪害に強い郷土づくり 

 

第３ 計画の内容 

１ 雪害に強い郷土づくり 

⑵ 実施計画 

 ア 【市、県及び関係機関が実施する計画】 

   市、県及び地方整備局、地方運輸局等を中心とする関係機関は、車両の滞留状 

況や開放の見通し等に関する道路管理者が有する情報等から、積雪に伴う大規模 

な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場合には、 

相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗員に対し救援物資の提供や避 

難所への一時避難の支援等を行うよう努めるものとする。 

    （以下、番号繰り下げ） 

 

  １０ 建築物対策 

⑴ 基本方針 

建築基準法施行細則第７条で指定された多雪区域の建築物の所有者等に対し、 

建築物の安全対策の推進について、周知及び指導を行う。 

 

  １４ 雪害に関する知識の市民への普及・啓発 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、市民に対して 

周知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図る。特に 

、豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除排 

雪の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等を図るものとす 

る。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援する 

体制を整える。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部・健康福祉部・警察本部） 

(ｱ) 次の項目についてテレビ、ラジオ等のマスメディアや、防災研修会、防災講 

演会、パンフレット等により県民に対して防災知識の普及を図る。特に、豪雪 

地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除排雪 

の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等を図る。 
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雪害対策編 

第１章 第１節 雪害に強い郷土づくり  

現 行 修 正 案 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯に対して、地域で連携して支援す 

る体制があることを普及・啓発する。 

 

 

 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯に対して、地域で連携して支 

       援する体制があることを普及・啓発する。 
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雪害対策編 

第２章 第１節 災害直前活動  

現 行 修 正 案 

 

第２章 第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 気象警報・注意報等の伝達活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、全庁） 

雪に関する気象警報・注意報の伝達系統 

伝達は他の気象警報・注意報と同様に行われるが、市においては、以下のとお 

り行う。 

 

ａ 勤務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 気象警報・注意報等の伝達活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、全庁） 

雪に関する気象警報・注意報の伝達系統 

伝達は他の気象警報・注意報と同様に行われるが、市においては、以下のとお 

り行う。 

 

ａ 勤務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野地方気象

台 

県危機管理部 

松本建設 

事務所 

広域消防局 

松本地域振興局 

（総務管理（・環境）課） 

関係機関 

松本市（行政管理課・危機管理課） 各  課 

Fax 

庁内放送 

維 持 課 

長野地方気象

台 

県危機管理部 

松本建設 

事務所 

広域消防局 
松本地域振興局 

（総務管理課） 

関係機関 

松本市（行政管理課・危機管理課） 各  課 

Fax 

庁内放送 

維 持 課 
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雪害対策編 

第２章 第１節 災害直前活動  

現 行 修 正 案 

ｂ 勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 危機管理担当を経由して関係者へ周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 危機管理担当を経由して関係者へ周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野地方気象

台 

県危機管理部 

松本建設 

事務所 

広域消防局 松本地域振興局

（総務管理（・環

境）課） 

関係機関 

松本市（宿直） 

危機管理課 

Fax 

電話等 

維持課 

各 課 

長野地方気象台 
県危機管理部 

松本建設 

事務所 

広域消防局 

松本地域振興局 

（総務管理課） 

関係機関 

松本市（宿直） 

危機管理課 

Fax 

電話等 

維持課 

各 課 
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雪害対策編 

第２章 第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置  

現 行 修 正 案 

 

第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

 

［体制区分］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 雪害に強い郷土づくり 

 

［体制区分］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大雪警報の発令

気象情報の提供
(長野地方気象台、
県危機管理・消防

防災課など)

○ 暴風雪警報の発令

○ 松本測候所での降雪の深さが15㎝
　に達し、さらに降雪が予想される場合

[上記のいずれかの状況になった場合]

○ 大雪警報の発令

防災気象情報の提
供(長野地方気象

台、県危機管理・消
防防災課など)

○ 暴風雪警報の発令

○ 松本測候所での降雪の深さが15㎝
　に達し、さらに降雪が予想される場合

[上記のいずれかの状況になった場合]
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航空災害対策編 

第１章 第１節 情報の収集・連絡体制の整備  

現 行 修 正 案 

 

第１節 情報の収集・連絡体制の整備 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 住民から消防機関等を通じ入った災害情報を、国土交通省東京航空局松本 

空港出張所（以下「ＣＡＢ」（Ｃｉｖｉｌ Ａｖｉｌａｔｉｏｎ Ｂｕｒｅａ 

ｕ）という。）や救難調整本部へ伝達する方法等をあらかじめ定めておく。 

           （危機管理部、企画振興部、警察本部） 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 松本空港の離発着陸機及び長野県内の航空機の運航状況について、東京航 

空局との連携により可能な限り把握に努めるとともに、県、航空運送事業者 

への連絡体制の整備を図るものとする。           （ＣＡＢ） 

 

 

 

 

第１節 情報の収集・連絡体制の整備 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 住民から消防機関等を通じ入った災害情報を、東京航空局や救難調整本部 

へ伝達する方法等をあらかじめ定めておく。 

           （危機管理部、企画振興部、警察本部） 

 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

(ｱ) 松本空港の離発着陸機及び長野県内の航空機の運航状況について、可能な 

限り把握に努めるとともに、県、航空運送事業者への連絡体制の整備を図る 

ものとする。                     （東京航空局） 

 

 

 

 

154



航空災害対策編 

第２章 第１節 情報の収集・連絡・通信の確保  

現 行 修 正 案 

 

第１節 情報の収集・連絡・通信の確保 

 

第３ 活動の内容 

１ 関係市町村等への連絡等 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 松本空港の離着陸機の事故を覚知した場合及び東京航空局から長野県内の 

航空機の災害発生情報を得た場合は速やかに県への連絡を行うものとする。                   

（ＣＡＢ） 

 

 

 

 

第１節 情報の収集・連絡・通信の確保 

 

第３ 活動の内容 

１ 関係市町村等への連絡等 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

(ｱ) 松本空港の離着陸機の事故を覚知した場合及び長野県内の航空機の災害発 

生情報を得た場合は速やかに県への連絡を行うものとする。 

                           （東京航空局） 
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航空災害対策編 

第２章 第４節 関係者等への情報伝達活動 

現 行 修 正 案 

 

第４節 関係者等への情報伝達活動 

 

航空災害における連絡体制 

 

⑴ 航空事故情報等の連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 関係者等への情報伝達活動 

 

航空災害における連絡体制 

 

⑴ 航空事故情報等の連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空運送事業者 国土交通省 

関係省庁 

・ 内閣府 

・ 消防庁 

・ 警察庁 

・ 防衛省 

・ 気象庁 

     等 

東京航空局 

 

 

長野県 

関係機関 

住民等 

指定公共機関等 

「地震予知に関する情報等の伝達」に準じた伝達 

航空運送事業者 国土交通省 

関係省庁 

・ 内閣府 

・ 消防庁 

・ 警察庁 

・ 防衛省 

・ 気象庁 

     等 

Ｃ Ａ Ｂ 

 

長野県 

関係機関 

住民等 

指定公共機関等 

「地震予知に関する情報等の伝達」に準じた伝達 
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鉄道災害対策編 

第１章 第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え  

現 行 修 正 案 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

第２ 主な取組み 

６ 鉄道事業者は、事故の発生を想定した訓練を実施し、迅速かつ円滑な対応方の確立 

に努める。 

 

 

 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 

第２ 主な取組み 

６ 鉄道事業者は、事故の発生を想定した訓練を実施し、迅速かつ円滑な対応方法の確 

立に努める。 
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鉄道災害対策編 

第２章 第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保  

現 行 修 正 案 

 

第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

第３ 活動の内容 

１ 鉄道事故情報等の連絡 

⑵ 実施計画 

    イ 【市、県及び鉄道事業者が実施する対策】 

（市：危機管理部、建設部、交通部、住民自治局） 

(ｲ) 発見又は連絡に基づき、市及び県はただちに、警戒体制の強化、避難指示 

、避難誘導の実施、災害の未然防止活動の実施等、被害の発生を防止するため 

必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

第１節 発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

 

第３ 活動の内容 

１ 鉄道事故情報等の連絡 

⑵ 実施計画 

    イ 【市、県及び鉄道事業者が実施する対策】 

（市：危機管理部、建設部、交通部、住民自治局） 

(ｲ) 発見又は連絡に基づき、市及び県はただちに、警戒体制の強化、避難指示の 

発令等、避難誘導の実施、災害の未然防止活動の実施等、被害の発生を防止す 

るため必要な措置を講じるものとする。 
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資 料 編 

第 章 第 節  

現 行 修 正 案 

資料１２ 

重要水防区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１２ 

重要水防区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防

管理

団体名

№ 河川

管理

者名

河川

の

種別

左右

岸の

別

警戒

の

度合

延長

 (m)

箇所

数

場所

(目標)

予想

され

る水

位

区分と

予想される

危険

水防

工法

119 左 A 613 1

120 右 A 613 1

河川名

松本市
積土

のう

山田沢

川
市 普通 山田水源地～湯坂 0.3

堤防高

不足越水

水防

管理

団体名

№ 河川

管理

者名

河川

の

種別

左右

岸の

別

警戒

の

度合

延長

 (m)

箇所

数

場所

(目標)

予想

され

る水

位

区分と

予想される

危険

水防

工法

119 左 A 613 1

120 右 A 613 1

堤防高

不足越水

積土

のう

河川名

松本市 山田川 市 準用 山田水源地～湯坂 0.3
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資 料 編 

第 章 第 節  

現 行 修 正 案 

資料２１－１ 

防災関係機関一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２１－１ 

防災関係機関一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　松本市

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

昼48-6830
夜47-3560

○ 水道無線

７　通信、電力、ガス

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

34-1900 ○ 有り 松本市大手3-3-9

34-3750 ○ 有り 松本市埋橋1-5-3

８　報道機関

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

32-3473
32-3475

松本市大手2-8-17

34-9800
34-9834

○
松本市深志2-5-26
（松本第一ビル８

32-3814
36-0169

○ 松本市深志3-7-13

32-2058
36-7857

松本市深志3-10-3

35-5256
36-6317

○
松本市深志1-2-11(昭
和ﾋﾞﾙ内)

36-5314
36-2036

○ 松本市丸の内4-18

33-4400
33-4401

○ ○ 松本市本庄1-13-5

026-223-1212
026-291-5318

長野市北石堂町1182
ベイユビル3階

026-232-3230
026-232-3551

松本市丸の内8-3(丸
の内ﾋﾞﾙ)

25-2151
27-2050

松本市宮田2-10

32-3453
36-7800

松本市深志1-1-19

32-3490
35-6196

松本市大手3-5-20

36-3007
35-7065

松本市深志2-5-26(松
本第1ﾋﾞﾙ4階)

026-232-2219
026-233-3112

長野市南県町657(信
毎ﾋﾞﾙ内)

47-7774
47-1654

松本市島立堀米新田
800

92-2204
92-6986

松本市波田(鍋割)

64-4155
64-4156

松本市会田991-3

34-1101
34-1105

松本市大手1-9-14(ﾌｷ
ﾋﾞﾙ3階)

35-1008
36-4001

○ 松本市里山辺3044-1

28-9080
29-0744

松本市宮田2-20

29-2955
29-2956

松本市市場2-16(土田
ﾋﾞﾙ2階)

令和３年１月１日現在

名        称 NTT電話番号
無線施設

備        考

上下水道局

名        称 NTT電話番号
無線施設

所    在    地

●市政記者ｸﾗﾌﾞ(加盟17社)

朝日新聞　松本支局

中部電力㈱松本営業所(総務G)

長野朝日放送㈱　中南信支社

信越放送㈱　松本放送局

NHK長野放送局　松本支局

㈱長野放送　中南信支社

㈱ﾃﾚﾋﾞ信州　松本報道部

長野ｴﾌｴﾑ放送㈱

産経新聞　長野支局

時事通信　松本支局

信濃毎日新聞社

中日新聞　松本支局

読売新聞　松本支局

日本経済新聞　松本支局

共同通信　長野支局

㈱市民ﾀｲﾑｽ

●地方新聞記者会(加盟4社)

松筑新聞社　※休刊中

中信新聞社　※休刊中

新建新聞社　中信支局

㈱ﾃﾚﾋﾞ松本ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ

㈱松本平ﾀｳﾝ情報

月刊イクジィまつもと

(資料提供 広報国際課)

（新設）：あづみ野テレビ(株)
（新設）：㈱ＭＧプレス
（新設）：エフエムまつもと(株)

名        称
NTT電話番号
FAX番号

無線施設
所    在    地

東日本電信電話㈱松本営業支店

１　松本市

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

昼48-6800
夜47-3560

○ 水道無線

７　通信、電力、ガス

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

026-225-4389 長野市新田町1137-5

34-3750 ○ 有り 松本市埋橋1-5-3

８　報道機関

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

32-3473
32-3475

松本市大手2-8-17

34-9800
34-9834

○ 松本市中央3-1-1

32-3814
36-0169

○ 松本市深志3-7-13

32-2058
36-7857

松本市深志3-10-3

35-5256
36-6317

○
松本市深志1-2-11(昭
和ﾋﾞﾙ内)

36-5314
36-2036

○ 松本市丸の内4-18

33-4410
33-4222

○ ○ 松本市本庄1-13-5

026-223-1212
026-291-5318

日本郵便長野東郵便局
私書箱13号

0266-52-1331
0266-52-8882

諏訪市高島3丁目1323-
1長野日報社5階

32-2830
32-2831

松本市中央2-20-2信毎
メディアガーデン

32-3453
33-5081

松本市深志1-1-19

32-3490
35-6196

松本市大手3-5-20

36-3007
35-7065

松本市深志2-5-26(松
本第1ﾋﾞﾙ4階)

026-232-2219
026-233-3112

長野市南県町657(信毎
ﾋﾞﾙ内)

47-7774
47-1654

松本市島立堀米新田
800

87-1226
87-1326

松本市島内3897　ドエ
ルF102号

35-1008
36-4001

○ 松本市里山辺3044-1

82-7860
82-7781

安曇野市穂高574-5

32-1139
32-3388

松本市中央2-20-2信毎
メディアガーデン

88-2430
88-2432

松本市筑摩1-11-30

29-2955
29-2956

松本市市場2-16(土田
ﾋﾞﾙ2階)

中部電力パワーグリッド㈱
松本支社(総務G)

令和６年１月１日現在

名        称 NTT電話番号
無線施設

備        考

上下水道局

名        称
NTT電話番号

FAX番号

無線施設
所    在    地

●市政記者ｸﾗﾌﾞ(加盟17社)

朝日新聞　松本支局

長野朝日放送㈱　中南信支社

信越放送㈱　松本放送局

NHK長野放送局　松本支局

㈱長野放送　中南信支社

㈱ﾃﾚﾋﾞ信州　松本報道部

長野ｴﾌｴﾑ放送㈱

産経新聞　長野支局

時事通信　中南信支局

信濃毎日新聞社

中日新聞　松本支局

読売新聞　松本支局

日本経済新聞　松本支局

共同通信　長野支局

㈱市民ﾀｲﾑｽ

●地方新聞記者会(加盟4社)

新建新聞社　中信支局

㈱ﾃﾚﾋﾞ松本ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ

（削除）
（削除）

（削除）

あづみ野テレビ(株)

㈱ＭＧプレス

エフエムまつもと(株)

月刊イクジィまつもと

(資料提供 秘書広報室)

名        称 NTT電話番号
無線施設

所    在    地

東日本電信電話㈱長野支店
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第 章 第 節  

現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９　医療機関

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

35-4600(代) ○ 松本市旭3-1-1
58-4567 ○ 松本市芳川村井町1209
33-8600 ○ 松本市本庄2-5-1
33-3672 ○ 松本市中央2-9-8
33-0385 ○ 松本市渚１-７-１５
28-3003 ○ 松本市島立2093
57-3800 ○ 松本市芳川村井町12-1
36-1550 松本市旭2-11-30
33-6400 ○ 松本市城西1-5-16
35-5300 ○ 松本市巾上9-26
32-1631 ○ 松本市城西2-2-7
33-2354 ○ 松本市深志2-3-21
39-2557 ○ 松本市本庄2-4-1
92-3027 ○ 松本市波田4417-180

名        称 NTT電話番号
無線施設

所    在    地

㈳松本市歯科医師会

信州大学医学部附属病院(管理
松本病院(庶務課)
相沢病院
藤森病院
丸の内病院
一之瀬脳神経外科病院

㈳松本薬剤師会
松本市立病院

上條記念病院
長野県救急ｾﾝﾀｰ
城西病院
松本協立病院
㈳松本市医師会

９　医療機関

県衛星
電話

市デジタル
防災無線

その他

35-4600(代) ○ 松本市旭3-1-1
58-4567 ○ 松本市村井町南2-20-30
33-8600 ○ 松本市本庄2-5-1
33-3672 ○ 松本市中央2-9-8
33-0385 ○ 松本市渚１-７-１５
28-3003 ○ 松本市島立2093
57-3800 ○ 松本市村井町西2-16-1

33-6400 ○ 松本市城西1-5-16
35-5300 ○ 松本市巾上9-26
32-1631 ○ 松本市城西2-5-5
33-2354 ○ 松本市深志2-3-21
39-2557 ○ 松本市中央4-9-63 松本薬業会館1F
92-3027 ○ 松本市波田4417-180

名        称 NTT電話番号
無線施設

所    在    地

信州大学医学部附属病院(管理
まつもと医療センター(庶務課)
相澤病院
藤森病院
丸の内病院
一之瀬脳神経外科病院

㈳松本薬剤師会
松本市立病院

上條記念病院

城西病院
松本協立病院
㈳松本市医師会
㈳松本市歯科医師会

（削除）
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現 行 修 正 案 

資料２２ 

松本市指定給水装置工事事業者及び松本市排水設備指定工事店一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２２ 

松本市指定給水装置工事事業者及び松本市排水設備指定工事店一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年10月1日現在

上水 下水

松本管業㈲ 松本市井川城3-1-6 26-3327 26-3529 ○ ○

大信 松本市白板1-1-16 35-7434 35-8354 ○

㈲ナカザワ 松本市高宮東1-9 25-0088 26-6688 ○ ○

㈱ビセン 松本市高宮南1-24 27-1131 28-5951 ○

㈱クマタン 松本市中山台11-8 85-7069 85-7069 ○

㈲ナガセ設備 松本市和田2777 48-6016 48-6117 ○ ○

上水 下水

古幡設備産業 松本市奈川1272-6 79-2208 79-2208 ○

上水 下水

大松建設㈱ 松本市梓川倭3243-2 78-2557 78-3895 ○ ○

上水 下水

㈲西部設備 松本市波田5712‐6 91-1230 91-1233 ○

上水 下水

㈲北設備 安曇野市三郷明盛2046-1 77-7294 77-6861 ○

Ｓ・Ｋ住設 安曇野市豊科田沢5426-5　2F 090-3478-5151 55-5111 ○ ○

穂高シェルクリエート㈱ 安曇野市穂高4632 82-1310 82-8558 ○

石曽根設備 安曇野市穂高有明457-9 88-5415 88-5416 ○ ○

㈲丸山設備 安曇野市明科七貴5809-1 62-3910 62-6158 ○ ○

㈲国明設備工業 安曇野市明科七貴6246-3 62-2088 62-2207 ○ ○

㈲唐沢設備 東筑摩郡山形村6032-5 98-2296 98-4300 ○

㈱シノダ設備伊那支店 伊那市伊那283 0265-76-9890 0265-76-9891 ○

マディ水工 大町市美麻9061-1 090-1031-9354 0261-29-2177 ○

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

市外

（新設）

（新設）

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

波田地区

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

梓川地区

安曇・奈川地区

（新設）

（新設）

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

令和5年10月1日現在

上水 下水

松本管業㈲ 松本市井川城3-1-6 26-3327 26-3529 ○ ○

㈱白井設備 松本市内田1283-6 87-5403 87-5404 ○

㈲ナカザワ 松本市高宮東1-9 25-0088 26-6688 ○

㈲T.O.S 松本市稲倉103番地1 88-6993 48-6117 ○ ○

ホームテック 松本市松原12番地13 080-7828-7788 31-3254 ○ ○

㈱オンワード 松本市里山辺3118-1 090-5436-3476 ○ ○

㈱大原建設 松本市岡田町627 46-6009 ○ ○

上水 下水

㈲桝匠 松本市奈川1228 50-8986 50-8996 ○ ○

上水 下水

大松建設㈱ 松本市梓川倭3243-2 78-2557 78-3895 ○

上水 下水

長﨑システムプロ㈱ 090-4596-4386 ○ ○

㈱陸道 88-6332 ○

上水 下水

㈱設備建装 塩尻市広丘野村2016-1 54-3417 54-2552 ○ ○

㈱ＳＳＫ 安曇野市豊科田沢5426-5　2F 090-3478-5151 55-5111 ○ ○

ＡＬＴＥＣ㈱ 安曇野市穂高有明457-9 88-5415 88-5416 ○ ○

㈱エムアイテック 安曇野市穂高有明7406-6 87-2314 87-2315 ○ ○

合同会社マディ商會 大町市美麻9061-1 090-1031-9354 0261-29-2177 ○

千曲ガス水道㈱ 千曲市大字寂蒔1128-1 026-272-0035 026-274-0637 ○ ○

㈲設備工業 北安曇郡池田町会染7845-7 0261-62-5129 ○ ○

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

市外

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

波田地区

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

梓川地区

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

安曇・奈川地区

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分

工事店名 所在地 電話 ＦＡＸ
上・下区分
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資料３０ 

土砂災害警戒区域に位置する災害時要配慮者利用施設一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３０ 

土砂災害警戒区域に位置する災害時要配慮者利用施設一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合病院
No 施　設　名　称 所　在　地 施設管理者 電話番号 備考

1 市立病院 松本市波田4417-180 松本市 92-3027

病床を有する診療所
No 施　設　名　称 所　在　地 施設管理者 電話番号 備考

2 四賀の里クリニック 松本市会田1535-1 松本市 64-2027

3 なかじま歯科医院 松本市会田668-1 なかじま歯科医院 64-1182

4 島々診療所 松本市安曇1061-1 松本市 94-2231

5 東京医科大学上高地診療所 松本市安曇4468 東京医科大学 95-2935

6 国保奈川診療所 松本市奈川2366 松本市 79-2301

7 稲核診療所 松本市安曇2627-2 松本市 94-2514

令和4年1月現在 病院
No 施　設　名　称 所　在　地 施設管理者 電話番号 備考

1 松本市立病院 松本市波田4417-180 松本市 92-3027

（削除）
病床を有する診療所

令和5年1月現在
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資料３１ 

浸水想定区域内 要援護者関連施設及び地下街一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３１ 

浸水想定区域内 要援護者関連施設及び地下街一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年1月現在

病床を有する診療所

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

8 渡辺肛門科医院 松本市芳川村井町721-30 86-2016

10 特定・特別医療法人相澤健康センター 松本市本庄2-5-1 34-6360

12 神應透析クリニック 松本市筑摩2-17-5 24-0852

障害者施設

障害児通園事業

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

27 医療センターらいふ 松本市出川2-24-14 25-8690

高齢者のための施設

老人福祉施設

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

102 第一地区福祉ひろば 松本市中央1-18-1 Ｍウイング4階 39-1173

103 第二地区福祉ひろば 松本市本庄2-3-23 34-8168

104 第三地区福祉ひろば 松本市中央4-7-28 32-0168

105 東部地区福祉ひろば 松本市女鳥羽2-1-25 32-7168

106 城北地区福祉ひろば 松本市開智2-3-39 38-0120

107 田川地区福祉ひろば 松本市渚1-1-9 28-1168

108 庄内地区福祉ひろば 松本市筑摩1-13-22 27-8373

109 鎌田地区福祉ひろば 松本市両島5-50 27-8168

110 島内地区福祉ひろば 松本市島内4970-1 47-0168

111 松南地区福祉ひろば 松本市双葉4-8 28-0168

112 中央地区福祉ひろば 松本市大手3-8-1 39-5711

113 白板地区福祉ひろば 松本市城西1-4-16 33-4168

114 本郷地区南郷福祉ひろば 松本市横田3-23－1 32-6270

その他の老人福祉施設

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

115 シニアのための財産と生活を守る会 松本市北深志1-9-22 36-1165

116 社会福祉法人のぞみ 松本市深志2-4-1 33-7177

地下街

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

170 松電ターミナルビル 松本市深志1-2-30 36-2311

令和5年1月現在

病床を有する診療所

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

8 肛門科渡辺医院 松本市村井町北1-2-50 86-2016

10 相澤健康センター 松本市本庄2-5-1 34-6360

12

障害者施設

障害児通園事業

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

27 療育センターらいふ 松本市出川2-24-14 25-8690

高齢者のための施設

老人福祉施設

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

(削除）

その他の老人福祉施設

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

115

116

地下街

No 施　設　名　称 所　在　地 電話番号 備考

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

170 松本バスターミナルビル 松本市深志1-2-30 36-2311

（削除）

（削除）

（削除）
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資料３２－１ 

デジタル地域防災無線 呼出番号一覧表（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３２－１ 

デジタル地域防災無線 呼出番号一覧表（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 区分

その他市役所関係

本部医務班 950 F10 F35 F40 半固

生活機関

NTT東日本松本営業支店 803 F30 携帯

医療救護所

本部医務班 950 F10 F35 F40 半固

夜間急病センター 418 F35 F40 半固

ゆめひろば庄内 358 F10 F13 F25 F35 F60 半固

明善中学校 333 F10 F20 F22 F25 F35 半固

医療機関

松本病院 401 F40 半固

中信松本病院 402 F40 半固

信州大学医学部付属病院 403 F40 半固

松本市医師会 410 F40 半固

歯科医師会 411 F40 携帯

薬剤師会 412 F40 携帯

一之瀬脳外科病院 413 F40 半固

夜間急病センター 418 F35 F40 半固

（平成２９年７月現在）

局名（常置場所） 呼出番号 グループ番号 区分

その他市役所関係

松本市保健所　保健医療福祉調整本部 418 F10 F35 F40 半固

生活機関

医療救護所

松本市保健所　保健医療福祉調整本部 418 F10 F35 F40 半固

開智小学校 300 F10 F20 F21 F25 F35 半固

並柳小学校 321 F10 F20 F21 F25 F35 半固

明善小学校 318 F10 F20 F21 F25 F35 半固

医療機関

まつもと医療センター 401 F40 半固

信州大学医学部附属病院 403 F40 半固

松本市医師会 410 F35 F40 半固

松本市歯科医師会 411 F40 携帯

松本薬剤師会 412 F40 携帯

一之瀬脳神経外科病院 413 F40 半固

松本市保健所　保健医療福祉調整本部 418 F10 F35 F40 半固

（令和６年１月現在）

（削除）

（削除）
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資料３２－３ 

（公共施設）公衆無線 LAN(Wi-Fi) 災害時開放施設一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３２－３ 

（公共施設）公衆無線 LAN(Wi-Fi) 災害時開放施設一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　指定避難所に設置したもの

Ｎｏ 施設名 住所
避難者等が接続
利用するSSID名

設置者 備考

39 梓川保健センター 梓川梓2288-3 00000JAPAN 松本市 松本市公共Wi-Fi

３　官公署（防災拠点）に設置したもの

Ｎｏ 施設名 住所
避難者等が接続
利用するSSID名

設置者 備考

3 梓川支所 梓川梓2288-3 00000JAPAN 松本市 松本市公共Wi-Fi

４　その他の施設に設置したもの

Ｎｏ 施設名 住所
避難者等が接続
利用するSSID名

設置者 備考

14 明神館
安曇上高地（明
神）

Matsumoto_City_Fr
ee_Wi-Fi

松本市 松本市観光Wi-Fi ※

15 穂高神社奥宮
安曇上高地（明
神）

〃 〃 〃

16 徳澤園
安曇上高地（徳
沢）

〃 〃 〃

17 横尾山荘
安曇上高地（横
尾）

〃 〃 〃

※ 指定避難所(松本市公共Wi-Fi)における災害運用（災害時開放）の発動基準
　⑴ 大規模災害（震度６弱以上の「震災」）の場合
　　開設した避難所のうち、公共Ｗｉ－Ｆｉを設置した全ての避難所において、災害運用を開始する。
　⑵ 上記以外の災害（上記震度以下の「震災」、「風水害」や「火山災害」等、地域防災計画に基づ
　　く事案対応）の場合
　　　災害対策本部長から公共Ｗｉ－Ｆｉを設置した避難所開設の指示が行われた場合、災害運用を
　　開始する。

※ 災害運用（災害時開放）の発動基準は、指定避難所のものを準用する。

１　指定避難所に設置したもの

Ｎｏ 施設名 住所
避難者等が接続
利用するSSID名

設置者 備考

39 梓川支所・梓川保健センター 梓川梓2288-3 00000JAPAN 松本市 松本市公共Wi-Fi

３　官公署（防災拠点）に設置したもの

Ｎｏ 施設名 住所
避難者等が接続
利用するSSID名

設置者 備考

3

４　その他の施設に設置したもの

Ｎｏ 施設名 住所
避難者等が接続
利用するSSID名

設置者 備考

14

15

16

17

（新規）

（新規）

（新規）

※ 災害運用（災害時開放）の発動基準は、指定避難所のものを準用する。

※ 指定避難所(松本市公共Wi-Fi)における災害運用（災害時開放）の発動基準
　⑴ 大規模災害（震度６弱以上の「震災」）の場合
　　開設した避難所のうち、公共Ｗｉ－Ｆｉを設置した全ての避難所において、災害運用を開始する。
　⑵ 上記以外の災害（上記震度以下の「震災」、「風水害」や「火山災害」等、地域防災計画に基づ
　　く事案対応）の場合
　　　災害対策本部長から公共Ｗｉ－Ｆｉを設置した避難所開設の指示が行われた場合、災害運用を
　　開始する。

（新規）

（新規）
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資料３３－４ 

町会一時集合場所及び想定避難先一覧表（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３３－４ 

町会一時集合場所及び想定避難先一覧表（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年3月22日現在

地区名 町会名 町会一時集合場所 想定避難先（避難所）

第二地区 宮村町２丁目 深志神社

全久院

第三地区 四ツ谷町 蚕糸記念公園

あがたの森公園

四ツ谷東 あがたの森公園

四ツ谷東公民館

東部遊園地

県ヶ丘高校グラウンド

蚕糸記念公園

あがた運動公園芝生広場

金山町 蚕糸記念公園 松本県ヶ丘高等学校

日ノ出町 イオンモール駐車場

日ノ出町公民館

東源池 勤労者福祉センター

市民芸術館

美術館

幸町 石井味噌店駐車場

（新設）

東部地区 出居番町 出居番児童遊園

出居番町公民館

城北地区 蟻ヶ崎北 蟻ヶ崎北公民館

蟻ケ崎児童公園

松本深志高校

安原地区 袋町 竹内駐車場

（新設）

庄内地区 豊田町 シンケン株式会社駐車場

ハローワーク駐車場

伊藤様前駐車場

村山医院駐車場

豊田町公民館駐車場

生活アシストセンター松本

中林 筑摩小学校

横内様駐車場

旅館ほしな駐車場

島内地区 島内下田 下田公民館 島内体育館

島内犬飼新田 犬飼新田公民館 島内小学校

島内小宮西 小宮西公民館 松本筑摩高等学校

島立地区 島立小柴 小柴公民館

島立運動広場

島立北栗 北栗公民館

北栗公民館交差点北育苗ハウス

西生寺駐車場

板倉様宅北空地

島立小学校庭東通路

川上様宅前空地

原沢瓦店置場

松本県ヶ丘高等学校

松本県ヶ丘高等学校

まつもと市民芸術館

松本深志高等学校

清水小学校

第三地区公民館

第三地区公民館

まつもと市民芸術館

松島中学校

島立小学校

筑摩小学校

ゆめひろば庄内

旭町小学校

令和5年10月20日現在

地区名 町会名 町会一時集合場所 想定避難先（避難所）

第二地区 宮村町２丁目 深志神社

中村駐車場

第三地区 四ツ谷町 蚕糸記念公園

（削除）

四ツ谷東 （削除）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

あがた運動公園芝生広場

金山町 金山町公民館 松本県ヶ丘高等学校

日ノ出町 （削除）

（削除）

東源池 （削除）

市民芸術館

第三地区公民館

幸町 石井味噌店駐車場

埋橋集会場

東部地区 出居番町 出居番児童遊園

三町合同公民館

城北地区 蟻ヶ崎北 蟻ヶ崎北公民館駐車場

（削除）

（削除）

安原地区 袋町 竹内駐車場

セブンイレブン北深志店駐車場

庄内地区 豊田町 シンケン株式会社職員駐車場

ハローワーク駐車場

伊藤様前駐車場

村山医院駐車場

豊田町公民館駐車場

生活アシストセンター松本

中林 筑摩小学校

横内様駐車場

（削除）

島内地区 島内下田 下田公民館 島内公民館

島内犬飼新田 犬飼新田公民館 島内公民館

島内小宮西 小宮西公民館 松本筑摩高等学校

島立地区 島立小柴 小柴公民館

島立運動広場

島立北栗 北栗公民館

北栗公民館交差点北育苗ハウス

西生寺駐車場

板倉様宅北空地

島立小学校庭東通路

川上様宅前空地

原沢瓦店置場

第三地区公民館

まつもと市民芸術館

松本県ヶ丘高等学校

松本県ヶ丘高等学校

第三地区公民館

まつもと市民芸術館

清水小学校

松本深志高等学校

旭町小学校

ゆめひろば庄内

筑摩小学校

松本筑摩高等学校

島立小学校
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笹賀地区 笹賀上小俣 上小俣公民館 菅野中学校、菅野小学校

芳川地区 芳川村井町 村井町第一公民館

村井公園

村井町第2公民館

村井町第2公民館駐車場

村井町駅西公民館

村井巾下公園

村井北公園

若宮公園

筑摩野中学校

田川緑地

芳川小屋 小屋公園

芳川公園

芳川児童遊園地

小屋第一公民館

小屋第二公民館

芳川木工町 木工町公民館

長野県工業技術総合センター

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

入山辺地区 入山辺北入中部 中村道祖神

寺所道祖神東

包石公民館

竹の下公民館

里山辺地区 里山辺薄町 里山辺体育館

薄町公民館

山辺小学校

山辺運動広場

針塚古墳公園

アグリ資材センター

里山辺荒町 山辺中学校校庭

㈲ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰﾂ駐車場

大沢様所有駐車場

（新設）

針塚古墳公園

四賀地区 反町 反町公民館

反町山村広場

（新設）

小岩井 諏訪社公民館

小岩井ゲートボール場

落水 五常小学校

法音寺農業生活改善施設

里山辺体育館

里山辺体育館、山辺中学校

入山辺公民館

開明小学校、信明中学校

筑摩野中学校

芳川小学校

旧五常小学校、
五常集落生活環境施設

双葉保育園

錦部保育園

笹賀地区 笹賀上小俣 上小俣公民館 菅野小学校

芳川地区 芳川村井町 村井町第一公民館

村井公園

村井町第2公民館

村井町第2公民館駐車場

村井町駅西公民館

村井巾下公園

村井北公園

若宮公園

筑摩野中学校

田川緑地

芳川小屋 小屋公園

芳川公園

芳川児童遊園地

小屋第一公民館

小屋第二公民館

芳川木工町 （削除）

長野県工業技術総合センター

開明小学校南庭

アーク南松本駐車場

協立マンション駐車場

ラフィーネ弐番館駐車場

入山辺地区 入山辺北入中部 中村公民館

寺所道祖神東

包石公民館

竹の下公民館

里山辺地区 里山辺薄町 （削除）

薄町公民館（里山辺体育館東側駐車場）

（削除）

（削除）

（削除）

（削除）

里山辺荒町 山辺中学校校庭

㈲ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰﾂ駐車場

大沢様所有駐車場

荒町公民館前

針塚古墳公園

四賀地区 反町 反町公民館

反町山村広場

反町農業協同組合

小岩井 諏訪社公民館

（削除）

落水 旧五常小学校

法音寺農業生活改善施設

入山辺公民館

筑摩野中学校、松本国際高等学校

芳川小学校、松本国際高等学校お

開明小学校、信明中学校

里山辺体育館

山辺中学校

錦部保育園

双葉保育園

旧五常小学校、
五常集落生活環境施設
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安曇地区 大野川 番所グラウンド

大野川小中学校

ふれあいパーク乗鞍

中平ドライブイン(仮)

鈴蘭 山荘やまよし南側（1組）

三社神社（2組）

旅館福島屋駐車場（3組）

乗鞍観光センター(4組)

四季彩の宿やまぶき南側（5組右岸）

ロッヂグリーンウッド駐車場（5組左岸）

第２駐車場（左岸）

白骨 旧ゲートボール場

ヘリポート

白船グランドホテル

泡の湯旅館

白骨運動場

乗鞍体育館

乗鞍観光センター

安曇地区
大野川区
（大野川支部）

番所グラウンド

大野川小中学校

ふれあいパーク乗鞍

中平ドライブイン(仮)

（鈴蘭支部） 山荘やまよし南側（1組）

三社神社（2組）

旅館福島屋駐車場（3組）

乗鞍観光センター(4組)

四季彩の宿やまぶき南側（5組右岸）

ロッヂグリーンウッド駐車場（5組左岸）

第２駐車場（左岸）

（白骨支部） （削除）

ヘリポート

白船グランドホテル

泡の湯旅館

白骨運動場

乗鞍観光センター

白骨温泉案内所・休憩所

大野川小中学校
乗鞍体育館
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応急仮設住宅建設候補地一覧表（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３４ 

応急仮設住宅建設候補地一覧表（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 住所 戸/100㎡ 戸/70㎡

32 新村農村広場 新村1900 10,000.00 9,000.00 90 128

33 神林農村運広場 神林1440-1 11,233.00 10,109.00 101 144

令和３年１０月現在

番号
建設予定地

敷地面積
（㎡）

応急仮設住宅
等建設可能面
積（㎡）

建設可能戸数（戸）

名称 住所 戸/100㎡ 戸/70㎡

32 新村運動広場 新村1900 10,000.00 9,000.00 90 128

33 神林運動広場 神林1440-1 11,233.00 10,109.00 101 144

令和５年１０月現在

番号
建設予定地

敷地面積
（㎡）

応急仮設住宅
等建設可能面
積（㎡）

建設可能戸数（戸）
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資料３５－１ 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒区域 特別警戒区域

458 波田 ひばりヶ丘 K08449016 ○ ○ 平成23年1月20日 4/7

急傾斜地

No. 地域 区域名称 区域番号
指定区分

公示日 図面番号
警戒区域 特別警戒区域

458 波田 ひばりヶ丘 K08449016 ○ ー 令和6年2月13日 4/7

急傾斜地

No. 地域 区域名称 区域番号
指定区分

公示日 図面番号
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資料３５－２ 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３５－２ 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域一覧（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒区域 特別警戒区域

39 旧松本市 和泉 D08202092 ○ ○ 平成20年1月31日 3/17

278 奈川 ニゴリ沢 D08202805 ○ ○ 平成25年3月28日 1/9

土石流

No. 地域 区域名称 区域番号
指定区分

公示日 図面番号
警戒区域 特別警戒区域

39 旧松本市 和泉 D08202092 ○ ○（一部解除） 令和6年2月13日 3/17

278 奈川 ニゴリ沢 D08202805 ○ ○（一部解除） 令和6年2月13日 1/9

土石流

No. 地域 区域名称 区域番号
指定区分

公示日 図面番号
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り災（被害状況）証明申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式４２ 

り災（被害状況）証明申請書 
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